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は
じ
め
に 

 

国
立
公
文
書
館
で
は
、
専
門
的
な
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
能
力
の
向
上
や
利
用
者
の
利
便
性

の
向
上
に
資
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
当
館
の
保
存
す
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
内
容

な
ど
に
つ
い
て
、
平
成
二
二
年
度
よ
り
調
査
研
究
を
行
っ
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
、
経
済

産
業
省
、
文
部
科
学
省
、
農
林
水
産
省
、
内
閣
法
制
局
、
人
事
院
か
ら
移
管
さ
れ
た
文

書
の
特
徴
や
文
書
管
理
規
程
等
を
検
討
し
、
そ
の
成
果
を
公
表
し
て
い
る

1

。
本
稿
は

こ
れ
ら
に
続
く
も
の
で
、
厚
生
労
働
省
に
お
け
る
文
書
管
理
規
程
の
変
遷
や
、
移
管
基

準
と
移
管
実
績
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
、
同
省
か
ら
の
移
管
文
書
の
特
徴
を
把
握
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

な
お
、
組
織
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
三
（
二
〇
〇
一
）
年
の
中
央
省
庁
再
編

前
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
「
厚
生
省
」「
労
働
省
」
と
し
、
同
年
以
降
に
つ
い
て
言
及
す

る
際
は
「
厚
生
労
働
省
」
を
使
用
す
る
こ
と
と
し
た
。 
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移
管
文
書
の
特
徴
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
文
書
を
作
成
す
る
側
の
状
況
を

理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
章
で
は
、
厚
生
省
・
労
働
省
の
誕
生
か

ら
厚
生
労
働
省
に
至
る
ま
で
の
組
織
変
遷
と
業
務
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。 
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再
編
前
ま
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は
じ
め
に
、
厚
生
省
の
設
置
か
ら
中
央
省
庁
再
編
前
ま
で
の
時
期
の
、
厚
生
省
及
び

労
働
省
の
組
織
と
業
務
に
つ
い
て
、
年
代
順
に
見
て
お
く
（【
図
表
１
】
は
二
五
頁
、【
図

表
２
】
は
五
頁
を
参
照
）
。 

昭
和
一
三(

一
九
三
八)

年
、
「
厚
生
省
官
制
」（
昭
和
一
三
年
一
月
一
一
日
勅
令
第
七

号
）2

に
よ
り
厚
生
省
が
設
置
さ
れ
る
。
体
力
局
、
衛
生
局
、
予
防
局
、
社
会
局
、
労
働

局
の
五
局
が
設
け
ら
れ
、
外
局
と
し
て
は
保
険
院
（
「
保
険
院
官
制
」（
昭
和
一
三
年
一

月
一
一
日
勅
令
第
九
号
）
に
よ
る
）
が
置
か
れ
た
。
初
代
厚
生
大
臣
は
木
戸
幸
一
文
部

大
臣
が
兼
任
し
て
い
る
。 

各
局
の
主
な
所
掌
事
務
は
以
下
の
通
り
と
さ
れ
た
。 

体
力
局
：
体
力
向
上
の
企
画
・
施
設
、
体
力
調
査
、
体
育
運
動
、
妊
産
婦
乳
幼
児
及

び
児
童
の
衛
生
に
関
す
る
事
項 

衛
生
局
：
衣
食
住
の
衛
生
、
衛
生
指
導
、
医
事
・
薬
事
、
そ
の
他
国
民
保
健
に
関
す

る
事
項 

予
防
局
：
伝
染
病
、
地
方
病
そ
の
他
の
疾
病
の
予
防
、
検
疫
、
衛
生
に
関
す
る
事
項 

 
社
会
局
：
社
会
福
利
施
設
、
救
護
・
救
療
、
軍
事
扶
助
、
母
子
・
児
童
の
保
護
、
そ

の
他
社
会
事
業
、
職
業
の
紹
介
そ
の
他
労
務
の
需
給
に
関
す
る
事
項 

労
働
局
：
労
働
条
件
、
工
場
及
び
鉱
山
に
お
け
る
労
働
衛
生
、
国
際
労
働
事
務
に
関
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す
る
統
轄
事
項
、
そ
の
他
労
働
に
関
す
る
事
項 

体
力
局
は
全
局
の
筆
頭
に
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
内
務
省
衛
生
局
保
健
課
の
所
掌
事
務

の
一
部
と
、
文
部
省
大
臣
官
房
所
管
の
体
育
運
動
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
学
校
に
関
す

る
も
の
以
外
の
事
務
が
厚
生
省
へ
と
移
管
さ
れ
た
（
但
し
、
学
校
の
体
育
は
引
き
続
き

文
部
省
に
お
い
て
所
管
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
）。
衛
生
局
は
内
務
省
衛
生
局
の
保
健
課
と

医
務
課
か
ら
、
予
防
局
は
内
務
省
衛
生
局
の
予
防
課
と
防
疫
課
か
ら
、
社
会
局
は
内
務

省
社
会
局
の
社
会
部
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
所
掌
事
務
が
移
管
さ
れ
た
。
労
働
局
は
内
務
省
労

働
部
よ
り
移
管
さ
れ
、
商
工
省
所
管
の
鉱
山
に
お
け
る
労
働
衛
生
事
務
は
、
監
督
課
に

移
さ
れ
た
。
臨
時
軍
事
援
護
部
は
内
務
省
臨
時
軍
事
援
護
部
よ
り
、
ま
た
保
険
院
は
内

務
省
社
会
局
保
険
部
の
所
掌
事
務
と
、
逓
信
省
簡
易
保
険
局
所
管
の
簡
易
生
命
保
険
事

業
・
郵
便
年
金
事
業
が
移
管
さ
れ
た
。 

こ
の
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
厚
生
省
は
内
務
省
衛
生
局
・
社
会
局
を
母
胎
と

し
て
発
足
し
、
「
寄
り
合
い
所
帯
」
な
ど
と
評
さ
れ
て
い
た

3

。 

戦
後
は
組
織
が
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
と
な
る
。
ま
ず
、
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
〇

年
法
律
第
五
一
号
）
に
よ
り
、
昭
和
二
一(

一
九
四
六)

年
に
中
央
労
働
委
員
会
が
設
け

ら
れ
、
労
働
争
議
の
調
整
（
あ
っ
せ
ん
、
調
停
、
仲
裁
）
、
不
当
労
働
行
為
事
件
の
審
査
、

労
働
組
合
の
資
格
審
査
等
の
労
使
間
関
係
の
調
整
に
あ
た
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

ま
た
、
昭
和
二
二(

一
九
四
七)

年
に
は
労
働
省
設
置
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
九
七

号
）
に
よ
り
労
働
省
が
設
置
さ
れ
、
厚
生
省
か
ら
は
職
業
安
定
局
、
労
政
局
、
労
働
基

準
局
の
業
務
が
労
働
省
へ
と
移
管
さ
れ
て
い
る
。
創
設
当
初
の
組
織
は
、
大
臣
官
房
、

労
政
局
、
労
働
基
準
局
、
婦
人
少
年
局
、
職
業
安
定
局
、
労
働
統
計
調
査
局
か
ら
な
り
、

国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
三
年
七
月
一
〇
日
法
律
第
一
二
〇
号
）
に
基
づ
き
改
め
て

制
定
さ
れ
た
労
働
省
設
置
法
（
昭
和
二
四
年
五
月
三
一
日
法
律
一
六
二
号
）4

第
三
条
で

は
「
労
働
者
の
福
祉
と
職
業
の
確
保
と
を
図
り
、
も
つ
て
経
済
の
興
隆
と
国
民
生
活
の

安
定
と
に
寄
与
す
る
」
こ
と
が
任
務
と
さ
れ
た
。 

続
く
昭
和
二
三
（
一
九
四
八
）
年
に
は
引
揚
援
護
庁
が
設
置
さ
れ
、
厚
生
省
か
ら
は

復
員
局
の
業
務
が
移
管
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
昭
和
二
九(

一
九
五
四)

年
四
月
に

は
再
び
業
務
が
厚
生
省
に
戻
さ
れ
て
、
引
揚
援
護
局
が
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

さ
ら
に
、
昭
和
二
四
（
一
九
四
九
）
年
に
は
厚
生
省
設
置
法
（
昭
和
二
四
年
五
月
三

一
日
法
律
一
五
一
号
）5

が
制
定
さ
れ
、
厚
生
省
に
は
大
臣
官
房
、
公
衆
衛
生
局
、
薬
務

局
、
社
会
局
、
児
童
局
、
保
健
局
が
置
か
れ
、「
社
会
福
祉
、
社
会
保
障
及
び
公
衆
衛
生

の
向
上
及
び
増
進
を
図
る
こ
と
」
が
そ
の
任
務
と
規
定
さ
れ
た
（
第
四
条
）
。 

昭
和
三
七(

一
九
六
二)

年
に
は
社
会
保
険
庁
が
外
局
と
し
て
設
置
さ
れ
、
政
府
管
掌

健
康
保
険
、
船
員
保
険
、
厚
生
年
金
保
険
、
国
民
年
金
の
各
事
業
の
運
営
実
施
の
実
務

を
担
当
し
て
い
た
が
、
平
成
二
一
（
二
〇
〇
九
）
年
の
廃
止
に
よ
っ
て
、
業
務
は
特
殊

法
人
で
あ
る
日
本
年
金
機
構
に
引
き
継
が
れ
た
。 

昭
和
四
六(

一
九
七
一)

年
に
は
環
境
庁
が
新
設
さ
れ
、
厚
生
省
か
ら
は
大
臣
官
房
国

立
公
園
部
及
び
環
境
衛
生
局
公
害
部
の
業
務
が
移
管
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
内
閣

公
害
対
策
本
部
（
総
理
府
公
害
対
策
室
を
含
む
）
、
通
商
産
業
省（
公
害
保
安
局
公
害
部
）
、

経
済
企
画
庁
（
国
民
生
活
局
の
一
部
）
、
林
野
庁
（
指
導
部
造
林
保
護
課
の
一
部
）
な
ど

の
環
境
に
関
わ
る
部
局
を
統
合
し
た
。
さ
ら
に
同
庁
は
、
平
成
一
三
年
に
は
環
境
省
と

な
り
、
こ
の
時
に
厚
生
省
か
ら
廃
棄
物
行
政
も
移
管
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
戦
後
は
、
厚
生
省
の
業
務
の
一
部
が
、
労
働
省
、
社
会
保
険
庁
、
環

境
庁
な
ど
の
新
設
さ
れ
た
各
機
関
へ
次
々
と
移
管
さ
れ
て
い
っ
た
一
方
、
引
揚
援
護
庁

の
廃
止
に
よ
り
、
昭
和
二
九
年
に
は
復
員
関
係
の
業
務
が
戻
さ
れ
、
引
揚
援
護
局
が
設

置
さ
れ
る
な
ど
の
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
平
成
一
三
年
の
中
央
省

庁
再
編
に
よ
り
厚
生
省
と
労
働
省
と
は
統
合
再
編
さ
れ
、
厚
生
労
働
省
が
発
足
す
る
。 
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  【図表２】労働省の組織及び文書管理規程の変遷 

年
～昭和22年

（～1947）

昭和22年9月1日

（1947）

昭和36年

（1961）

昭和42年

（1967）

昭和59年

（1984）

平成9年

（1997）

平成13年

（2001）

平成15年

（2003）

平成23年4月1日

（2011）

関連事項 労働省設置以前 労働省の設置 厚生労働省の発足 公文書管理法施行

本省局 大臣官房 大臣官房 大臣官房 大臣官房 大臣官房 大臣官房 大臣官房 大臣官房

厚生省
労政局

労政局 労政局 労政局 労政局 労政局 医政局 医政局 医政局

労働基準局
※昭和24.7鉱山課の
業務を商工省へ移管

労働基準局 労働基準局 労働基準局 労働基準局 健康局 健康局 健康局

婦人少年局 婦人少年局 安全衛生局
（昭和42.8設置）
※昭和43.6廃止。労働
基準局安全衛生部へ

婦人局
（昭和59.7設置）

女性局
（平成9.10設置）

医薬局 医薬食品局
（平成15.7.1設置）

医薬食品局

職業安定局 職業安定局 職業安定局 婦人少年局 職業安定局 職業安定局 労働基準局 労働基準局 労働基準局

労働基準局 労働統計調査局
※昭和24.6大臣官房
労働統計調査部へ移
管

職業訓練局
（昭和36.6設置）

職業安定局 職業能力開発局
（昭和59.7設置）

職業能力開発局 職業安定局 職業安定局 職業安定局

職業訓練局 職業能力開発局 職業能力開発局 職業能力開発局

雇用均等・児童家庭局 雇用均等・児童家庭局 雇用均等・児童家庭局

社会・援護局 社会・援護局 社会・援護局

老健局 老健局 老健局

保険局 保険局 保険局

年金局 年金局 年金局

文書管
理規程
等

労働省文書取扱規程
（昭和22年訓第3号）
（昭和28年7月廃止）
　　↓
労働省文書取扱規程
（昭和28年7月15日訓
令第2号）

労働省文書保存規程
（昭和25年訓令第1号）
（昭和37年5月15日廃
止）

労働省文書保存規程
（昭和37年5月15日訓
第4号）

労働省秘密文書取扱
要領の改正
（昭和40年4月1日）

労働省秘密文書取扱
規程
（昭和47年7月1日訓第
14号）

厚生労働省行政文書管
理規則
（平成23年4月1日厚生労
働省訓第20号）

保存年
限区分

・永久保存
・10年保存
・2年保存

別表第2　文書保存期
間区分表

・永久保存
・10年保存
・5年保存
・2年保存

別表第1　行政文書の保存
期間基準
別表第2　保存期間満了時
の措置の設定基準

・30年保存
・10年保存
・5年保存
・3年保存
・1年保存
・1年未満
・常用（無期限）

文書
分類

・第1類（永久保存）
・第2類（10年保存）
・第3類（2年保存）

別表第1　労働省文書
分類表

（行政文書ファイル管理
簿）

・大分類
・中分類
・小分類
※主に組織別の分類

労働基準局

厚生労働省文書管理規程
（平成13年1月6日訓令第21号）
（平成23年4月1日廃止）

別表2　行政文書保存期間基準表

・第1類（30年保存）
・第2類（10年保存）
・第3類（5年保存）
・第4類（3年保存）
・第5類（1年保存）
・第6類（事務処理上必要な1年未満の期間）

行政文書分類基準表
（行政文書ファイル管理簿）

・大分類
・中分類
・小分類
※主に組織別の分類
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厚
生
労
働
省
は
、
厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成
一
一
年
七
月
一
六
日
法
律
第
九
七
号
）6

に
よ
り
、「
国
民
生
活
の
保
障
及
び
向
上
を
図
り
、
並
び
に
経
済
の
発
展
に
寄
与
す
る
た

め
、
社
会
福
祉
、
社
会
保
障
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
並
び
に
労
働
条
件
そ
の

他
の
労
働
者
の
働
く
環
境
の
整
備
及
び
職
業
の
確
保
を
図
る
こ
と
」、
「
引
揚
援
護
、
戦

傷
病
者
、
戦
没
者
遺
族
、
未
帰
還
者
留
守
家
族
等
の
援
護
及
び
旧
陸
海
軍
の
残
務
の
整

理
を
行
う
こ
と
」
（
第
三
条
）
を
任
務
と
し
て
設
置
さ
れ
た
。
「
厚
生
」
と
は
、
書
経
に

あ
る
「
正
徳
利
用
厚
生
」
か
ら
名
付
け
ら
れ
、
衣
食
を
十
分
に
し
、
空
腹
や
寒
さ
に
困

ら
な
い
よ
う
に
し
、
民
の
生
活
を
豊
か
に
す
る
と
い
う
意
味
で
、「
労
働
」
と
は
、
骨
折
っ

て
は
た
ら
く
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
い
う

7

。 

医
療
、
介
護
、
年
金
、
子
育
て
、
生
活
保
護
等
の
国
民
の
生
活
に
密
接
に
関
わ
る
分

野
の
制
度
を
所
管
し
、
組
織
と
し
て
は
、
大
臣
官
房
、
医
政
局
、
健
康
局
、
医
薬
食
品

局
、
労
働
基
準
局
、
職
業
安
定
局
、
職
業
能
力
開
発
局
、
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
、

社
会
・
援
護
局
、
老
健
局
、
保
険
局
、
年
金
局
、
政
策
統
括
官
の
一
三
の
内
部
部
局
が

設
け
ら
れ
た

8

。 

局
レ
ベ
ル
で
の
統
廃
合
に
つ
い
て
見
る
と
、
厚
生
省
の
生
活
衛
生
局
と
労
働
省
の
労

政
局
が
そ
れ
ぞ
れ
廃
止
さ
れ
、
厚
生
省
の
児
童
家
庭
局
と
労
働
省
の
女
性
局
と
が
統
合

さ
れ
て
、
新
し
く
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
が
置
か
れ
て
い
る
。 

地
方
支
分
部
局
と
し
て
は
、
地
方
厚
生
（
支
）
局
、
都
道
府
県
労
働
局
、
労
働
基
準

監
督
署
、
公
共
職
業
安
定
所
が
置
か
れ
て
い
る
。
外
局
に
は
中
央
労
働
委
員
会
が
あ
る
。

ま
た
、
施
設
等
機
関
と
し
て
、
検
疫
所
、
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
な
ど
の
ほ
か
、
国

立
医
薬
品
食
品
衛
生
研
究
所
等
の
試
験
研
究
機
関
、
更
正
援
護
機
関
等
や
、
社
会
保
障

審
議
会
、
厚
生
科
学
審
議
会
、労
働
政
策
審
議
会
な
ど
一
四
の
審
議
会
も
抱
え
て
い
る
。

平
成
二
七
（
二
〇
一
五
）
年
の
本
省
に
お
け
る
定
員
は
三
一
、
六
八
〇
人

9

で
あ
り
、

各
行
政
分
野
は
専
門
性
が
高
い
た
め
、
例
え
ば
医
師
免
許
・
歯
科
医
師
免
許
を
所
有
し
、

保
健
医
療
に
関
わ
る
制
度
作
り
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
医
系
技
官
の
よ
う
に
、
事
務
官

だ
け
で
な
く
各
種
技
官
も
採
用
し
て
い
る
。 

第
二
章 

文
書
管
理
規
程
の
変
遷 

 

 

移
管
文
書
の
特
徴
を
理
解
す
る
に
は
、
文
書
が
ど
の
よ
う
に
作
成
・
管
理
・
保
存
さ

れ
て
い
た
の
か
、
こ
れ
ら
を
規
定
す
る
文
書
管
理
規
程
に
つ
い
て
も
把
握
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
。
規
程
は
、
法
律
や
組
織
の
変
更
な
ど
に
よ
り
し
ば
し
ば
改
正
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
本
章
で
は
、
厚
生
省
設
置
以
前
か
ら
厚
生
労
働
省
発
足
ま
で
の
各
時
期
の
文
書

管
理
規
程
に
つ
い
て
、
主
に
文
書
の
保
存
年
限
や
分
類
な
ど
に
注
目
し
、
そ
の
変
遷
に

つ
い
て
述
べ
る
。
組
織
変
遷
と
文
書
管
理
規
程
の
対
応
状
況
に
つ
い
て
は
、
【
図
表
１
】

及
び
【
図
表
２
】
に
示
し
た
。 

 

第
一
節 

厚
生
省
設
置
以
前
の
文
書
管
理
規
程 

 

前
章
で
も
触
れ
た
通
り
、
厚
生
省
の
前
身
と
な
る
の
は
内
務
省
衛
生
局
（
明
治
一
八

年
設
置
、
昭
和
一
三
年
廃
止
）
と
外
局
で
あ
る
社
会
局
（
大
正
九
年
設
置
、
昭
和
一
三

年
廃
止
）
で
あ
る
。 

内
務
省
本
省
の
文
書
管
理
に
関
す
る
規
程
と
し
て
は
、
昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年
「
内

務
省
文
書
保
存
規
程
」
（
昭
和
七
年
四
月
三
〇
日
内
務
省
訓
令
第
一
二
一
二
号
）10
が
あ

る
。
こ
の
規
程
で
は
、
文
書
の
保
存
年
限
は
、
第
一
類
か
ら
第
六
類
ま
で
六
つ
の
区
分

が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
永
久
保
存
、
三
〇
年
保
存
、
二
〇
年
保
存
、
一
〇
年
保
存
、
五
年

保
存
、
一
年
保
存
と
さ
れ
て
い
る
（
第
二
条
）。
文
書
類
別
は
第
一
類
か
ら
第
六
類
ま
で

（
第
四
条
）
。
文
書
の
編
纂
方
法
は
二
つ
あ
り
、
「
暦
年
編
纂
録
」
は
同
一
種
類
の
事
件

に
関
す
る
文
書
で
、
同
一
の
類
別
に
属
す
る
も
の
は
、
暦
年
ご
と
に
取
り
ま
と
め
る
こ
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と
、「
件
別
編
纂
録
」
は
河
川
使
用
、
軌
道
・
水
道
・
下
水
道
等
の
敷
設
な
ど
の
許
認
可

に
関
す
る
文
書
で
、
一
括
保
存
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
第
一
四

条
）
。
そ
し
て
、
「
暦
年
編
纂
録
」
ま
た
は
「
件
別
編
纂
録
」
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
全
て

の
文
書
に
つ
い
て
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
は
、
文
書
課
長
・
主
務
局
長
と
協
議

の
上
、
廃
棄
処
分
と
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
第
三
三
条
）
。
こ
の
ほ
か
、
機
密

文
書
、
文
書
庫
、
保
管
文
書
の
閲
覧
等
に
つ
い
て
も
定
め
ら
れ
て
い
る
。 

外
局
で
あ
る
社
会
局
に
つ
い
て
は
、
主
管
文
書
の
保
存
は
、
社
会
局
に
お
い
て
行
う

こ
と
（
第
四
九
条
）
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
社
会
局
処
務
規
程
」（
大
正
一
一

年
一
一
月
一
日
内
務
省
社
会
局
達
第
一
号
）11
が
制
定
さ
れ
、
文
書
管
理
も
独
立
し
て
い

た
。
大
正
一
三
（
一
九
二
四
）
年
「
社
会
局
文
書
編
纂
保
存
規
程
」（
大
正
一
三
年
二
月

一
日
内
務
省
社
会
局
達
第
一
号
）12
で
は
、
文
書
は
庶
務
課
に
お
い
て
編
纂
・
保
存
・
破

棄
す
る
こ
と
（
第
一
条
）
、
文
書
は
第
一
種
、（
永
久
保
存
）
、
第
二
種
（
二
〇
年
保
存
）
、

第
三
種
（
一
〇
年
保
存
）
、
第
四
種
（
一
年
保
存
）
の
四
種
に
区
分
し
て
保
存
す
る
こ
と

（
第
二
条
）
、
文
書
は
主
務
課
長
が
、
完
結
後
一
〇
日
以
内
に
別
途
定
め
た
「
文
書
編
纂

類
別
．
．
」
と
第
三
条
の
「
保
存
種
別
．
．
」
を
記
入
し
、
庶
務
課
に
引
き
継
ぐ
こ
と
（
第
三
条
）
、

保
存
年
限
を
経
過
し
た
簿
冊
は
庶
務
課
長
が
主
務
部
（
課
）
長
に
合
議
の
上
、
廃
棄
を

決
定
す
る
こ
と
（
第
一
三
条
）
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
ま
た
、「
社
会
局
文
書
編
纂
類

別
」
（
大
正
一
三
年
二
月
二
〇
日
内
務
省
社
会
局
達
第
二
号
）13
で
は
五
つ
の
類
別
が
設

け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
第
一
類
（
庶
務
課
）
、
第
二
類
（
統
計
課
）
、･･

･

、
第
五

類
（
健
康
保
険
部
）
」
の
よ
う
に
部
課
ご
と
の
設
定
と
な
っ
て
お
り
、
例
え
ば
「
第
二
類

（
統
計
課
）
」
で
あ
れ
ば
「
労
働
統
計
調
査
に
関
す
る
書
類
」
の
よ
う
な
課
の
業
務
に
直

接
関
わ
る
文
書
類
別
が
示
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、「
法
律
勅
令
案
其
の
他
閣
議
に
提
出
せ
る

書
類
」「
例
規
と
な
る
べ
き
通
牒
案
」「
文
書
収
受
発
送
に
関
す
る
諸
帳
簿
類
」
な
ど
の

よ
う
に
他
課
と
共
通
し
た
も
の
も
定
め
ら
れ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
社
会
局
で
は
、
保
存
年
限
に
よ
る
「
種
別
」
と
、
行
政
機
能
に
基
づ

い
た
分
類
で
は
な
く
、
組
織
と
文
書
の
種
類
に
応
じ
た
「
類
別
」
と
い
う
二
段
階
の
選

別
に
よ
る
編
纂
・
保
存
体
制
が
と
ら
れ
て
い
た
14

。 

 

第
二
節 

厚
生
省
の
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管
理
規
程 

 

【
図
表
１
】
に
示
し
た
よ
う
に
、
厚
生
省
の
時
期
に
は
、
昭
和
一
三
（
一
九
三
八
）

年
、
同
二
五
（
一
九
五
〇
）
年
、
同
三
七
（
一
九
六
二
）
年
、
平
成
九
（
一
九
九
七
）

年
に
文
書
管
理
に
関
す
る
規
程
が
制
定
あ
る
い
は
改
正
さ
れ
て
い
る
。
各
時
期
の
文
書

保
存
年
限
及
び
文
書
類
型
は
【
図
表
３
】
（
二
六
頁
参
照
）
に
ま
と
め
た
。 

厚
生
省
は
昭
和
一
三
年
に
設
置
さ
れ
、
「
厚
生
省
文
書
取
扱
規
程
」
（
昭
和
一
三
年
一

月
一
一
日
厚
生
省
訓
令
第
五
号
）15
、「
厚
生
省
文
書
保
存
規
程
」（
昭
和
一
三
年
一
月
一

一
日
厚
生
省
訓
令
第
六
号
）16
が
定
め
ら
れ
た
。
前
者
で
は
、
大
臣
官
房
文
書
課
で
取
り

扱
う
文
書
、
主
務
局
に
お
い
て
取
り
扱
う
文
書
の
例
が
示
さ
れ
た
ほ
か
（
第
一
～
二
条
）
、

文
書
は
一
事
件
毎
に
起
端
か
ら
完
結
に
至
る
ま
で
を
一
括
し
て
綴
る
こ
と
（
第
二
〇
条
）

な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
規
程
の
構
成
や
条
文
の
文
言
な
ど
が
、
昭
和
一
一
（
一

九
三
六
）
年
の
「
内
務
省
文
書
取
扱
規
程
」（
昭
和
一
一
年
一
二
月
二
四
日
内
務
省
訓
令

第
一
〇
五
八
号
）17
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
厚
生
省
設
置
当
初
の
文
書
の
取
扱
に
つ
い
て

は
内
務
省
本
省
か
ら
引
継
い
だ
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。 

 

ま
た
、
後
者
の
文
書
保
存
規
程
は
、
総
則
・
編
纂
・
文
書
の
保
存
・
文
書
の
借
覧
・

別
表
「
各
文
書
ノ
類
編
別
」
の
五
つ
の
章
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
全
て
の
文
書
は
第
一

類
か
ら
第
五
類
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
永
久
保
存
、
二
〇
年
保
存
、
一
〇
年
保
存
、
五
年
保

存
、
一
年
保
存
の
区
分
に
よ
っ
て
保
存
す
べ
き
と
さ
れ
（
第
一
条
）、
ど
の
よ
う
な
文
書

を
何
年
保
存
と
す
る
の
か
と
い
っ
た
文
書
の
類
編
別
も
掲
げ
て
い
る
（
第
二
条
、
別
表
）。

文
書
の
引
継
に
つ
い
て
は
、
省
号
の
あ
る
処
理
済
文
書
が
主
務
局
で
使
用
済
み
と
な
っ

た
と
き
は
、
類
編
別
ご
と
に
暦
年
別
又
は
会
計
年
度
別
に
し
て
、
引
継
目
録
を
添
え
て
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文
書
課
へ
引
継
ぐ
と
さ
れ
て
い
る
（
第
一
三
条
）。
保
存
に
つ
い
て
は
、
書
庫
を
設
置
し
、

文
書
課
長
が
管
理
す
る
こ
と
（
第
四
条
）
、
文
書
課
が
引
継
を
受
け
た
文
書
は
保
存
期
間

中
文
書
庫
内
に
保
管
し
（
第
二
五
条
）、
文
書
庫
内
で
は
五
種
に
大
分
類
し
て
、
主
務
局

ご
と
に
類
編
別
に
保
存
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
第
二
六
条
）。
廃
棄
に
つ
い
て
は
、
文
書

課
保
管
の
文
書
が
保
存
期
間
を
満
了
し
た
と
き
は
、
文
書
課
長
・
主
務
局
長
と
協
議
の

上
、
廃
棄
処
分
と
す
る
こ
と
（
第
二
九
条
）、
主
務
局
保
管
の
文
書
は
主
務
局
長
が
定
め

る
通
り
、
主
務
局
に
お
い
て
廃
棄
処
分
と
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
（
第
三
〇
条
）。
こ

の
ほ
か
、
機
密
文
書
、
文
書
の
借
覧
等
に
つ
い
て
の
項
目
も
定
め
ら
れ
て
い
る
。 

こ
の
文
書
保
存
規
程
か
ら
は
、
当
時
の
厚
生
省
の
文
書
管
理
に
つ
い
て
は
、
文
書
課

が
引
継
ぐ
文
書
と
、
主
務
局
が
保
管
す
る
文
書
の
二
系
統
が
あ
り
、
文
書
課
に
よ
る
集

中
管
理
と
主
務
局
に
よ
る
分
散
管
理
と
を
併
用
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
別

表
「
各
文
書
ノ
類
編
別
」
に
は
、
文
書
例
と
し
て
「
帝
国
議
会
関
係
」「
労
働
運
動
、
労

働
法
制
又
は
労
働
者
保
護
」「
軍
事
援
護
」
な
ど
に
関
す
る
項
目
が
あ
り
、
時
代
を
反
映

し
て
い
る
点
で
興
味
深
い
。
以
降
の
変
化
と
し
て
は
、
国
家
総
動
員
法
を
受
け
て
昭
和

一
五
（
一
九
四
〇
）
年
に
「
厚
生
省
総
動
員
秘
密
取
扱
規
程
」（
昭
和
一
五
年
三
月
一
一

日
厚
生
省
訓
令
第
九
六
号
）、「
厚
生
省
機
密
文
書
取
扱
規
程
」（
同
九
七
号
）
が
定
め
ら

れ
た
こ
と
な
ど
も
あ
げ
ら
れ
る
。 

終
戦
後
は
、
新
憲
法
下
に
お
け
る
行
政
機
構
、
公
務
員
制
度
及
び
行
政
運
営
に
関
す

る
調
査
、
研
究
、
立
案
に
関
す
る
事
務
を
掌
る
た
め
、
昭
和
二
一
年
一
〇
月
に
内
閣
に

行
政
調
査
部
が
設
置
さ
れ
る
。
行
政
調
査
部
で
は
行
政
運
営
の
改
革
に
関
す
る
調
査
研

究
の
一
環
と
し
て
、
文
書
・
図
書
の
整
理
方
法
に
つ
い
て
も
検
討
が
行
わ
れ
、
昭
和
二

三
年
一
月
に
は
「
各
庁
文
書
図
書
の
整
理
方
法
に
関
す
る
件
」（
次
官
会
議
申
合
せ
） 

が

出
さ
れ
た
。
こ
の
な
か
で
、
各
省
庁
が
文
書
・
図
書
の
整
理
方
法
を
改
正
す
る
場
合
に

は
、
で
き
る
だ
け
一
〇
進
分
類
法
を
採
用
す
る
よ
う
勧
め
、
大
・
中
・
小
の
各
区
分
に

数
字
を
組
み
合
わ
せ
た
「
文
書
図
書
分
類
表
」
を
例
示
し
て
い
る
。 

こ
れ
を
受
け
、
厚
生
省
で
は
総
務
課
文
書
係
を
中
心
に
文
書
整
理
の
方
法
に
つ
い
て

の
検
討
が
開
始
さ
れ
る
。「
文
書
整
理
法
に
つ
い
て
」18
と
表
題
を
付
さ
れ
た
資
料
に
は
、

「
書
類
の
整
理
方
法
は
現
在
各
官
庁
に
於
て
も
事
務
の
性
質
が
異
っ
て
い
る
た
め
に
一

定
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
実
態
は
む
し
ろ
不
完
全
な
と
こ
ろ
が
多
く
、
一
定

し
た
整
理
方
法
を
と
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
外
務
省
、
文
部
省
、
特
許
庁
、
人
事
院
（
目

下
進
行
中
）
等
に
す
ぎ
な
い
」、
「
現
段
階
に
於
て
は
昨
年
の
初
め
頃
よ
り
文
書
整
理
法

の
重
要
性
が
叫
ば
れ
、
連
合
軍
の
指
示
等
も
あ
り
極
め
て
重
要
な
実
践
的
時
期
に
到
達

し
て
い
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
」
と
当
時
の
状
況
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

昭
和
二
五
年
二
月
、「
総
務
課
に
お
い
て
厚
生
省
に
お
け
る
完
結
文
書
及
び
各
種
帳
簿

の
整
理
保
存
の
科
学
的
且
つ
合
理
的
な
方
法
を
定
め
、
一
定
の
体
系
を
確
立
し
中
央
統

一
的
な
組
織
の
下
に
文
書
を
実
際
に
保
存
す
る
」19
こ
と
を
目
的
に
、
総
務
課
に
記
録
係

が
設
置
さ
れ
、
同
年
六
月
に
は
「
厚
生
省
文
書
保
存
規
程
」（
昭
和
二
五
年
六
月
一
日
厚

生
省
訓
令
第
三
四
号
）20
が
改
正
さ
れ
た
。
こ
の
二
五
年
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
記
録
文

書
分
類
表
を
新
し
く
設
け
た
こ
と
に
あ
る
。
記
録
文
書
分
類
表
は
、「
符
号
・
部
門
」（
Ａ

～
Ｐ
）、「
類
」（
第
一
数
字
０
～
９
）、「
項
」（
第
二
数
字
０
～
９
）、「
目
」（
第
三
数
字

０
～
９
）
で
構
成
さ
れ
る
。「
部
門
」
は
人
事
・
資
格
免
許
・
社
会
福
祉
な
ど
の
業
務
ご

と
に
設
定
さ
れ
、「
類
・
項
・
目
」
は
そ
の
な
か
の
分
類
概
念
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、

医
師
の
免
許
登
録
に
関
す
る
文
書
で
あ
れ
ば
、
部
門
は
「
Ｋ
資
格
・
免
許
」
、
類
は
「
１

免
許
登
録
」、
項
は
「
２
登
録
」
、
目
は
「
０
医
師
」
と
な
り
、
分
類
番
号
は
「
Ｋ
・
１
・

２
・
０
」
と
な
る
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
厚
生
省
か
ら
移
管
さ
れ
た
文
書
の
な
か
に
は
、

簿
冊
の
背
表
紙
に
こ
の
分
類
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
も
多
数
存
在
す
る
。
こ
の
よ

う
な
分
類
表
に
よ
る
文
書
管
理
は
、
管
見
の
限
り
で
は
あ
る
が
、
文
部
省
や
人
事
院
な

ど
の
特
定
の
機
関
に
し
か
み
ら
れ
な
い
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
21

。 

昭
和
三
七
年
に
は
、
昭
和
二
五
年
版
の
改
正
で
あ
る
「
厚
生
省
本
省
文
書
保
存
規
程
」

（
昭
和
三
七
年
七
月
一
日
厚
生
省
訓
令
第
三
五
号
）22
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
こ
で
も
、
事 



 

 

 
 
 

『
北
の
丸
』
第
48
号 

厚
生
労
働
省
移
管
文
書
の
特
徴 

九 

                        

【
図

表
４

】
昭
和

3
7
年
改

正
厚
生

省
記
録

文
書
分

類
表

 

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

A
 厚

生
一

般
0
 一

般
0 

一
般

1 
組

織
2
 運

営

0
 一

般
0 

一
般

1 
国

家
公

務
員

2
 資

格
審

査
1
 職

階
0 

一
般

1 
職

務
2
 任

免
0 

一
般

1 
採

用
2
 昇

任
（
格

）
3
 降

任
4
 転

任
5
 退

職
6 

兼
職

7 
併

職
3
 給

与
0 

一
般

1 
俸

給
2
 手

当
3
 補

償
9
 恩

給
4
 能

率
0 

一
般

1 
教

育
2
 保

健
衛

生
3
 福

利
厚

生
4
 行

政
監

察
9
 共

済
組

合
5
 分

限
・
懲

戒
・
保

障
・
服

務
0 

分
限

1 
懲

戒
2
 保

障
3
 服

務
6
 栄

誉
儀

礼
0 

一
般

1 
栄

誉
2
 表

彰
3
 ほ

う
賞

4
 儀

礼
7
 出

張
0 

一
般

1 
内

国
出

張
2
 外

国
出

張

0
 一

般
0 

一
般

1 
監

査
1
 予

算
・
決

算
0 

一
般

1 
予

算
作

成
2
 予

備
費

3
 予

算
執

行
4
 決

算
9
 共

済
組

合
2
 収

入
・
支

出
0 

一
般

1 
収

入
2
 支

出
3
 国

有
財

産
0 

一
般

1 
土

地
2
 建

物
3
 立

木
竹

4
 工

作
物

5
 機

械
器

具
6 

動
産

7 
地

上
権

等
4
 出

納
0 

一
般

1 
収

納
2
 支

払
3
 出

納
官

吏
5
 物

品
・
会

計
0 

一
般

1 
物

品
2
 管

理

0
 文

書
0 

一
般

1 
文

書
処

理
2
 記

録
保

管
3
 官

報
4
 請

願
陳

情
9
 参

考
書

1
 統

計
0 

一
般

1 
官

房
2
 公

衆
衛

生
3
 医

事
4
 薬

事
5
 社

会
福

祉
6 

児
童

福
祉

7 
社

会
保

険

0
 国

立
公

園
0 

一
般

1 
管

理
2
 計

画
3
 観

光
事

業
4
 温

泉
2
 国

立
公

園
事

業
1 

事
業

執
行

0
 一

般
0 

一
般

1
 環

境
衛

生
0 

一
般

1 
営

業
2
 清

掃
3
 駆

除
4
 建

設
衛

生
5
 被

服
衛

生
2
 栄

養
0 

一
般

1 
栄

養
改

善
2
 病

院
給

食
3
 栄

養
士

4
 施

設
3
 上

下
水

道
0 

一
般

1 
上

水
道

2
 下

水
道

4
 食

品
衛

生
0 

一
般

1 
標

示
2
 基

準
3
 検

査
4
 施

設
5
 監

視
員

6 
指

導
5
 乳

肉
衛

生
0 

一
般

1 
と

場
と

畜
2
 へ

い
獣

3
 乳

肉
水

産
4
 狂

犬
病

0
 一

般
0 

一
般

1
 予

防
防

疫
0 

一
般

1 
予

防
事

業
2
 防

疫
事

業
3
 施

設
4
 検

査
5
 予

防
衛

生
研

究
6 

衛
生

教
育

7 
検

疫
8
 地

区
駐

在

0
 一

般
0 

一
般

1 
医

療
制

度
1
 業

務
0 

一
般

1 
医

事
2
 薬

事
3
 患

者
福

祉
4
 給

食
5
 監

査
6 

精
算

指
導

7 
物

資
8
 施

設
2
 国

立
病

院
特

別
会

計
0 

一
般

1 
資

産
2
 支

払
元

受
3
 予

算
決

算
4
 収

入
支

出
5
 国

有
財

産
6 

出
納

検
査

7 
物

品
会

計
8
 共

済
組

合

0
 一

般
0 

一
般

1 
薬

事
審

議
会

2
 企

業
1
 薬

事
取

締
0 

一
般

1 
監

視
2
 薬

事
監

視
員

3
 行

政
処

分
4
 麻

薬
大

麻
取

締
5
 麻

薬
取

締
官

6 
輸

出
品

取
締

2
 医

薬
品

0 
一

般
1 

検
定

医
薬

品
2
 公

定
書

外
医

薬
品

3
 用

具
4
 専

任
薬

剤
師

5
 専

任
技

術
者

6 
細

菌
製

剤
技

術
者

7 
監

督
8
 麻

薬
大

麻
3
 指

定
配

給
0 

一
般

1 
登

録
2
 登

録
基

準
3
 割

当
4
 資

材
0 

一
般

1 
資

材
2
 電

力
3
 労

務
物

資

0
 資

格
試

験
0 

一
般

1 
資

格
2
 試

験
3
 修

練
1
 免

許
登

録
0 

一
般

1 
免

許
2
 登

録
3
 取

消
4
 否

下
附

5
 変

更
6 

更
新

7 
書

換
8
 業

務
停

止
9
 再

下
附

0
 一

般
0 

一
般

1
 社

会
事

業
0 

一
般

1 
施

設
2
 指

導
3
 共

同
募

金
4
 運

賃
割

引
5
 社

会
事

業
職

員
2
 民

生
委

員
0 

一
般

1 
制

度
2
 指

導
3
 委

託
事

業
3
 生

活
保

護
0 

一
般

1 
扶

助
2
 施

設
3
 進

駐
軍

事
故

4
 更

正
福

祉
0 

一
般

1 
傷

い
者

更
生

2
 指

導
3
 婦

人
保

護
4
 浮

浪
者

更
生

5
 生

活
福

祉
0 

一
般

1 
消

費
者

生
活

協
同

組
合

2
 公

益
質

屋
3
 国

民
更

生
運

動
4
 国

民
生

活
改

善
6
 物

資
0 

一
般

1 
ラ

ラ
2
 災

害
3
 公

共
業

務
用

0
 一

般
0 

一
般

1 
制

度
2
 児

童
相

談
所

・
一

時
保

護
所

3
 文

庫
1
 児

童
養

護
0 

一
般

1 
養

護
2
 精

神
薄

弱
児

3
 盲

児
4
 ろ

う
あ

児
5
 教

護
6 

保
育

幹
施

7 
里

親
8
 不

良
化

防
止

2
 保

育
0 

一
般

1 
施

設
2
 職

員
養

成
3
 妊

産
婦

4
 給

食
5
 文

化
3
 母

子
衛

生
0 

一
般

1 
妊

産
婦

2
 乳

幼
児

3
 母

親
学

校
4
 虚

弱
児

5
 肢

体
不

自
由

児
6 

物
質

0
 一

般
0 

一
般

1 
支

払
基

金
1
 国

民
健

康
保

険
0 

一
般

1 
地

方
財

政
2
 診

療
施

設
2
 健

康
保

険
0 

一
般

1 
施

設
2
 組

合
3
 船

員
保

険
0 

一
般

1 
給

付
2
 資

格
3
 施

設
4
 厚

生
年

金
保

険
0 

一
般

1 
給

付
2
 資

格
3
 組

合
5
 保

険
医

事
0 

一
般

1 
診

療
2
 医

療
機

関
3
 診

療
契

約
4
 監

査
5
 指

導
6
 数

理
0 

一
般

1 
健

康
保

険
2
 更

正
年

金
保

険
3
 船

員
保

険
4
 国

民
健

康
保

険

0
 法

人
0 

一
般

1 
社

団
2
 財

団
3
 特

殊
法

人
1
 団

体
0 

一
般

0
 一

般
0 

一
般

1
 国

会
0 

一
般

1 
衆

議
院

2
 参

議
院

2
 各

省
会

議
0 

閣
議

1 
次

官
会

議
2
 連

絡
会

議
3
 省

外
会

議
0 

一
般

1 
民

生
部

長
会

議
2
 衛

生
部

長
会

議
3
 関

係
課

長
会

議
4
 関

係
者

会
議

4
 省

内
会

議
0 

一
般

1 
省

議
2
 局

長
会

議
3
 書

記
会

議

※
「
厚

生
省

文
書

保
存

規
程

第
１

号
」
（
平

2
1
厚

労
4
3
1
）よ

り
作

成

【
備

考
】

灰
色

の
網

掛
け

部
分

は
、

平
成

1
2年

度
ま

で
に

厚
生

省
よ

り
移

管
さ

れ
た

も
の

。

部
門

類
項

M
 児

童
福

祉

N
 社

会
保

険

B
 人

事

C
 財

政

D
 文

書
統

計

E
　

国
立

公
園

F
 公

衆
衛

生

O
 法

人
団

体

P
 会

議

G
 予

防
衛

生

H
 医

事

J 
薬

事

K
 資

格
免

許

L
 社

会
福

祉
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一
〇 

務
能
率
の
向
上
を
は
か
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
（
第
一
条
）
、
保
存
期
間
は
永
年
保
存
、

一
〇
年
保
存
、
三
年
保
存
の
三
区
分
と
な
っ
て
い
る
（
第
五
条
、
別
表
第
二
）。
ま
た
、

変
更
点
と
し
て
は
、
記
録
文
書
分
類
表
で
は
「
目
」
の
項
目
が
な
く
な
っ
た
こ
と
が
あ

げ
ら
れ
る
（
第
四
条
）
（
【
図
表
４
】
九
頁
参
照
）
。 

 

こ
の
後
、
厚
生
省
で
は
、
平
成
九
年
に
前
述
の
文
書
取
扱
規
程
及
び
文
書
保
存
規
程

を
廃
止
し
、「
厚
生
省
文
書
管
理
規
程
」（
平
成
九
年
七
月
一
日
厚
生
省
訓
第
七
一
号
）23

を
新
た
に
定
め
て
い
る
。
こ
の
規
程
で
は
、
事
務
処
理
の
適
正
化
と
効
率
化
を
図
る
こ

と
を
目
的
と
し
（
第
一
条
）、
総
務
課
長
が
厚
生
省
に
お
け
る
文
書
の
管
理
に
関
す
る
事

務
を
総
括
す
る
こ
と
と
し
て
（
第
六
条
）、
責
任
の
所
在
を
明
確
化
し
た
。
文
書
の
分
類

及
び
保
存
期
間
は
、
第
一
類
（
永
年
）
、
第
二
類
（
一
〇
年
）、
第
三
類
（
五
年
）
、
第
四

類
（
三
年
）
の
四
区
分
と
し
、
第
一
・
二
類
の
文
書
は
完
結
後
三
年
間
は
主
管
課
で
、

三
年
経
過
後
は
総
務
課
で
保
存
し
、
第
三
・
四
類
の
文
書
に
つ
い
て
は
主
管
課
で
保
存

す
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
第
二
九
条
、
別
表
第
二
）（
【
図
表
３
】
参
照
）
。
ま
た
、
従
来
は
、

文
書
の
作
成
手
続
き
と
保
存
手
続
き
に
接
点
が
な
く
取
り
こ
ぼ
し
が
多
か
っ
た
こ
と
か

ら
、
総
務
課
あ
る
い
は
主
管
課
に
お
い
て
保
存
文
書
台
帳
へ
記
載
す
る
こ
と
（
第
三
二

条
）
や
、
三
年
を
経
過
し
た
総
務
課
保
存
文
書
（
筆
者
注
：
主
管
課
で
保
存
し
て
い
る

第
一
類
（
永
年
）
・
第
二
類
（
一
〇
年
）
の
文
書
を
さ
す
。
）
は
、
六
月
に
各
局
総
括
課

に
お
い
て
取
り
ま
と
め
の
上
、
官
房
総
務
課
に
引
継
ぐ
こ
と
（
第
三
三
～
三
五
条
）、
さ

ら
に
国
立
公
文
書
館
へ
の
移
管
（
第
三
九
条
）
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
た
。 

ま
と
め
る
と
、
昭
和
三
七
年
規
程
か
ら
の
主
な
変
更
点
は
四
つ
あ
る
。
一
点
目
は
、

文
書
管
理
事
務
に
係
る
責
任
体
制
を
明
確
化
し
た
こ
と
、
二
点
目
に
は
決
裁
・
供
覧
終

了
時
に
文
書
保
存
台
帳
へ
記
載
す
る
こ
と
で
、
保
存
対
象
文
書
が
確
実
に
引
き
継
が
れ

る
よ
う
に
し
た
こ
と
、
三
点
目
に
は
文
書
の
保
存
期
間
が
永
久
・
一
〇
年
・
五
年
・
三

年
保
存
の
四
区
分
に
変
更
と
な
っ
た
こ
と
、
四
点
目
は
国
立
公
文
書
館
へ
の
移
管
に
つ

い
て
規
定
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。 

 

こ
の
平
成
九
年
規
程
制
定
の
背
景
と
し
て
は
、「
厚
生
省
文
書
管
理
規
程
の
制
定
に
つ

い
て
」（
平
成
九
年
七
月
）
の
中
に
「
近
年
の
厚
生
行
政
に
係
る
文
書
管
理
事
務
に
対
応

で
き
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
医
薬
品
に
よ
る
健
康
被
害
の
再
発
防
止
対
策
に

関
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
報
告
書
24

に
お
い
て
『
文
書
管
理
責
任
者
の
特
定
、

文
書
類
別
に
応
じ
た
保
存
期
限
の
徹
底
、
文
書
作
成
責
任
者
の
明
示
等
新
し
い
文
書
管

理
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
の
検
討
』
を
進
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
文
書

管
理
事
務
に
係
る
責
任
体
制
、
文
書
保
存
の
手
続
等
の
明
確
化
な
ど
に
よ
っ
て
適
正
か

つ
能
率
的
な
文
書
管
理
事
務
を
確
保
し
、
厚
生
省
所
管
行
政
に
係
る
事
務
の
円
滑
な
処

理
に
資
す
る
こ
と
で
あ
る
」25
と
明
記
さ
れ
て
お
り
、
一
九
八
〇
年
代
に
明
ら
か
に
な
っ

た
い
わ
ゆ
る
薬
害
エ
イ
ズ
事
件
を
契
機
と
し
て
、
こ
の
規
程
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
時
期
に
文
書
管
理
規
程
を
新
た
に
定
め
て
い
る
例
は

他
省
庁
に
は
見
ら
れ
ず
、
厚
生
省
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
い
え
る
26

。 

 

第
三
節 

労
働
省
の
文
書
管
理
規
程 

 
 

 

労
働
省
は
前
述
の
よ
う
に
昭
和
二
二
年
に
設
置
さ
れ
た
。
組
織
及
び
文
書
管
理
規
程

の
変
遷
は
【
図
表
２
】
に
示
し
た
。
労
働
省
の
文
書
管
理
関
係
規
則
に
は
、
①
省
内
内

部
部
局
に
お
け
る
文
書
の
決
裁
に
関
す
る
基
準
（
例
え
ば
大
臣
・
政
務
次
官
の
決
裁
事

項
、
事
務
次
官
・
官
房
長
等
の
専
決
事
項
な
ど
）
を
定
め
た
「
文
書
処
分
事
項
」、
②
文

書
の
取
扱
に
つ
い
て
定
め
た
「
文
書
取
扱
規
程
」
、
③
「
文
書
処
分
事
項
」
の
規
程
に
基

づ
き
決
裁
を
受
け
た
文
書
と
簿
冊
の
保
存
に
つ
い
て
定
め
た
「
文
書
保
存
規
程
」
が
あ

る
が
、
『
労
働
省
文
書
関
係
規
程
集
』27
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
規
程
以
外
に
も
、
文
書

の
作
成
か
ら
管
理
に
至
る
ま
で
様
々
な
取
組
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

昭
和
二
二
年
に
は
「
労
働
省
文
書
取
扱
規
程
」
（
昭
和
二
二
年
訓
第
三
号
）
が
定
め

ら
れ
る
が
、
同
二
八
（
一
九
五
三
）
年
七
月
に
廃
止
と
な
り
、
同
じ
く
二
八
年
に
「
労
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働
省
文
書
取
扱
規
程
」
（
昭
和
二
八
年
七
月
一
五
日
訓
第
二
号
）
が
制
定
さ
れ
る
。
昭

和
三
五
（
一
九
六
〇
）
年
に
は
「
公
用
文
書
作
成
の
基
準
に
つ
い
て
」
（
昭
和
三
五
年

三
月
二
二
日
労
働
事
務
次
官
）
が
出
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
公
用
文
作
成
の
基
準
に
関
す

る
内
閣
官
房
長
官
の
通
達
（
昭
和
二
四
年
四
月
五
日
）
に
基
づ
き
、
公
用
文
書
作
成
の

書
式
を
整
備
す
る
た
め
、
前
述
の
「
労
働
省
文
書
取
扱
規
程
」
（
昭
和
二
八
年
）
を
改

正
し
、
昭
和
三
五
年
四
月
一
日
よ
り
労
働
省
文
書
に
つ
い
て
は
左
横
書
き
と
す
る
こ
と

が
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
文
書
、
資
料
、
図
書
等
の
整
理
保
管
の
改
善

に
つ
い
て
」
（
昭
和
三
七
年
四
月
二
八
日
官
房
長
）
で
は
、
永
年
・
一
〇
年
保
存
文
書

の
集
中
管
理
に
対
応
し
、
各
局
課
に
お
け
る
文
書
・
資
料
・
図
書
等
の
集
中
管
理
を
実

施
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
、
さ
ら
に
「
労
働
省
文
書
保
存
規
程
並
び
に
新
庁
舎
移
転
に
伴

う
保
存
文
書
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
昭
和
三
七
年
五
月
一
五
日
労
働
大
臣
官
房
総
務

課
長
）
で
は
総
務
課
へ
の
引
継
ぎ
対
象
と
な
ら
な
い
文
書
の
取
扱
い
に
つ
い
て
言
及
し

て
い
る
。 

こ
の
よ
う
な
流
れ
の
な
か
、
昭
和
三
七
年
に
「
労
働
省
文
書
保
存
規
程
」（
昭
和
三
七

年
五
月
一
五
日
訓
第
四
号
）
が
定
め
ら
れ
、
以
後
、
組
織
の
変
更
（
課
室
等
の
改
廃
）

に
よ
り
た
び
た
び
改
正
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
規
程
で
は
、
総
務
課
に
文
書
庫
を
設
け
総

務
課
長
が
管
理
す
る
こ
と
（
第
二
条
）、
文
書
分
類
は
別
表
第
一
「
労
働
省
文
書
分
類
表
」

に
よ
り
分
類
・
保
存
し
（
第
三
条
）
、
第
一
分
類
は
Ａ
～
Ｊ
ま
で
部
局
ご
と
、
第
二
分
類

は
１
～
９
ま
で
課
室
ご
と
、
以
下
は
第
三
分
類
・
第
四
分
類
に
分
か
れ
る
こ
と
と
さ
れ

た
（
【
図
表
５
】
二
七
～
三
一
頁
参
照
）
。
ま
た
、
保
存
期
間
は
別
表
第
二
「
文
書
保
存

期
間
区
分
表
」
に
よ
り
分
類
さ
れ
、
主
務
局
長
は
細
目
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
や
、
第
一
類
永
久
保
存
、
第
二
類
一
〇
年
保
存
、
第
三
類
五
年
保
存
、
第
四
類
二

年
保
存
と
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
た
（
第
四
条
）。
文
書
の
編
集
に
つ
い
て
は
、
主
務
局
に

お
い
て
、
処
理
済
み
文
書
を
暦
年
ご
と
（
会
計
文
書
は
会
計
年
度
ご
と
）
に
一
年
分
を

と
り
ま
と
め
、
規
定
す
る
保
存
期
間
ご
と
に
、
か
つ
、
分
類
表
に
よ
る
分
類
ご
と
に
別

冊
し
て
、
厚
さ
は
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
に
仮
製
冊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第

七
条
）、
文
書
の
引
継
に
つ
い
て
は
主
務
局
に
お
い
て
仮
製
冊
し
た
文
書
で
、
保
存
期
間

一
〇
年
以
上
の
も
の
は
総
務
課
へ
引
継
ぐ
こ
と
（
第
一
〇
条
）
、
保
存
期
間
が
一
〇
年
未

満
の
文
書
は
主
務
局
に
お
い
て
保
存
す
る
こ
と
（
第
一
四
条
）
の
ほ
か
、
総
務
課
長
が
、

総
務
課
で
保
存
し
て
い
る
文
書
を
国
立
公
文
書
館
に
移
管
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
主
務
局
長
と
協
議
の
上
で
移
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
一
六
条
）

と
い
う
点
に
つ
い
て
も
盛
り
込
ま
れ
た
。 

以
上
の
条
文
か
ら
、
労
働
省
の
文
書
管
理
は
、一
〇
年
以
上
保
存
文
書
は
集
中
管
理
、

一
〇
年
未
満
は
分
散
管
理
の
併
用
型
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
一
〇
進
分
類

に
よ
る
「
文
書
分
類
表
」
を
作
成
・
使
用
し
て
は
い
る
が
、
業
務
別
の
分
類
と
な
っ
て

い
た
厚
生
省
と
は
異
な
り
、
労
働
省
で
は
組
織
別
の
分
類
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
各
課

に
「
庶
務
」「
経
理
」
等
の
項
目
が
見
ら
れ
、
課
に
よ
っ
て
項
目
の
立
て
方
の
細
か
さ
や

レ
ベ
ル
感
が
異
な
る
こ
と
、
規
程
の
頻
繁
な
改
正
が
あ
る
な
ど
の
特
徴
が
あ
る
。 

ま
た
、
昭
和
四
〇
（
一
九
六
五
）
年
四
月
に
は
「
秘
密
文
書
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」

（
昭
和
四
〇
年
四
月
一
五
日
事
務
次
官
等
会
議
申
合
せ
）
に
よ
り
秘
密
文
書
等
の
取
扱

基
準
が
示
さ
れ
、
「
労
働
省
秘
密
文
書
取
扱
要
領
」
（
昭
和
四
〇
年
三
月
二
三
日
）
が
定

め
ら
れ
、
同
年
四
月
一
日
よ
り
実
施
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
申
合
せ
の
趣
旨
が
徹
底

し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
今
度
は
「
秘
密
文
書
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（
昭
和
四
七
年

五
月
二
六
日
内
閣
官
房
内
閣
参
事
官
室
）
が
出
さ
れ
、
労
働
省
で
は
「
労
働
省
秘
密
文

書
取
扱
規
程
」
（
昭
和
四
七
年
七
月
一
日
訓
第
一
四
号
）28
が
制
定
さ
れ
た
。
昭
和
四
〇

年
代
の
こ
の
よ
う
な
秘
密
文
書
の
取
扱
に
関
す
る
動
き
は
、
他
の
府
省
庁
に
も
共
通
し

て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
29

。 
第
四
節 
厚
生
労
働
省
の
文
書
管
理
規
程 
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平
成
一
三
年
一
月
六
日
、
中
央
省
庁
再
編
に
よ
り
厚
生
労
働
省
が
誕
生
し
、
同
時
に

「
厚
生
労
働
省
文
書
管
理
規
程
」
（
平
成
一
三
年
一
月
六
日
訓
第
二
一
号
）30
が
制
定
さ

れ
た
。
こ
の
規
程
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一

一
年
五
月
一
四
日
法
律
第
四
二
号
。
以
下
、
情
報
公
開
法
。）
の
施
行
に
伴
っ
て
定
め
ら

れ
た
「
行
政
文
書
の
管
理
方
策
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
平
成
一
二
年
二
月
二
五
日

各
省
庁
事
務
連
絡
会
議
申
合
せ
）
」31
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
り

従
来
各
行
政
機
関
に
お
い
て
ば
ら
つ
き
の
あ
っ
た
文
書
管
理
規
程
の
統
一
性
が
確
保
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

こ
の
規
程
で
は
、
事
務
処
理
の
適
正
化
及
び
能
率
化
を
図
る
こ
と
と
、
情
報
公
開
法

等
の
適
正
か
つ
円
滑
な
運
用
に
資
す
る
こ
と
が
目
的
と
し
て
掲
げ
ら
れ
（
第
一
条
）、
本

省
の
み
（
外
局
で
あ
る
社
会
保
険
庁
と
中
央
労
働
委
員
会
は
含
ま
な
い
）
を
適
用
範
囲

と
し
て
い
る
こ
と
、
電
子
文
書
に
つ
い
て
は
「
文
書
の
う
ち
電
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
、

電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
」と
定
義
し
て
い
る
（
第
二
条
）
。

ま
た
、
大
き
な
変
更
点
と
し
て
は
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
を
作
成
す
る
こ
と
（
第

一
〇
条
）
や
、
保
存
期
間
に
つ
い
て
は
、
第
一
類
（
三
〇
年
）、
第
二
類
（
一
〇
年
）、

第
三
類
（
五
年
）
、
第
四
類
（
三
年
）、
第
五
類
（
一
年
）、
第
六
類
（
一
年
未
満
）
の
六

区
分
と
し
（
第
三
七
条
）、
永
久
保
存
が
な
く
な
っ
た
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
分
類
に
つ
い

て
は
行
政
文
書
分
類
基
準
表
を
定
め
る
と
さ
れ
た
（
第
四
一
条
）
。
こ
れ
は
、
大
分
類
・

中
分
類
・
小
分
類
の
三
段
階
に
よ
る
ツ
リ
ー
構
造
を
し
て
お
り
、
厚
生
労
働
省
に
お
い

て
は
、
大
分
類
は
部
局
名
、
中
分
類
は
課
名
や
業
務
内
容
、
小
分
類
は
よ
り
詳
細
な
業

務
内
容
等
を
あ
て
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
ほ
か
、
保
存
場
所
に
つ
い
て
は
、
保
存

期
間
が
五
年
を
超
え
る
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
は
完
結
後
五
年
間
は
主
管
課
で
、
五
年
経

過
後
は
総
務
課
で
、
五
年
以
下
の
も
の
は
主
管
課
に
お
い
て
保
存
す
る
こ
と
（
第
四
二

条
）
、
移
管
に
つ
い
て
は
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
は
、
総
務
課
保

存
フ
ァ
イ
ル
は
総
務
課
長
・
主
管
課
長
が
協
議
し
、
主
務
課
保
存
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て

は
主
務
課
長
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
国
立
公
文
書
館
へ
移
管
す
る
こ
と
（
第

五
一
条
）
、
延
長
（
第
四
七
条
）
や
廃
棄
（
第
四
八
・
四
九
条
）
に
つ
い
て
も
明
記
さ
れ

て
い
る
。 

 

参
考
ま
で
に
、
こ
の
時
期
の
文
書
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
内

閣
府
が
平
成
一
七
（
二
〇
〇
五
）
年
に
実
施
し
た
調
査
32

に
よ
れ
ば
、
各
省
庁
の
文
書

管
理
方
式
は
「
六
割
が
分
散
保
存
で
、
四
割
が
分
散
保
存
と
集
中
保
存
の
併
用
」
と
さ

れ
て
い
る
。
厚
生
労
働
省
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
文
書
管
理
規
程
に
「
完
結
後
五
年
間

は
主
管
課
」「
五
年
経
過
後
は
総
務
課
」
に
お
い
て
保
存
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
、
分
散
保
存
と
集
中
保
存
の
併
用
型
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。 

も
う
ひ
と
つ
、
平
成
二
〇
（
二
〇
〇
八
）
年
に
内
閣
官
房
公
文
書
管
理
検
討
室
が
ま

と
め
た
『
文
書
管
理
に
関
す
る
各
府
省
庁
の
優
良
事
例
集
』33
で
は
、
厚
生
労
働
省
文
書

管
理
規
程
第
四
二
条
を
抜
粋
し
た
上
で
、
集
中
管
理
を
実
施
し
て
い
る
省
庁
の
事
例
と

し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
文
書
管
理
状
況
の
点
検
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
厚
生

労
働
省
で
は
「
Ｃ
型
肝
炎
関
連
資
料
の
事
案
」34
を
受
け
て
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム

が
実
施
し
た
調
査
結
果
を
踏
ま
え
、
①
文
書
管
理
監
査
実
施
要
領
（
自
主
点
検
チ
ェ
ッ

ク
シ
ー
ト
、
監
査
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
等
）
を
定
め
、
監
査
を
実
施
、
②
各
部
局
に
倉
庫

整
理
計
画
を
作
成
さ
せ
、
計
画
的
に
倉
庫
整
理
を
実
施
、
③
外
部
の
目
も
入
れ
た
見
直

し
を
行
う
た
め
、
民
間
か
ら
の
出
向
者
や
外
部
有
識
者
か
ら
の
意
見
を
参
考
に
し
な
が

ら
文
書
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。 

こ
れ
ら
の
調
査
報
告
か
ら
、
厚
生
労
働
省
の
文
書
管
理
方
法
が
集
中
管
理
と
分
散
管

理
の
併
用
型
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
平
成
一
四
年
以
降
、
各
地
で
提
訴
さ
れ
た
Ｃ
型
肝

炎
訴
訟
は
同
省
の
文
書
管
理
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
事
件
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
も
指

摘
で
き
よ
う
。 

平
成
二
三
（
二
〇
一
一
）
年
、
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
一
年
七
月

一
日
法
律
第
六
六
号
。
以
下
、
公
文
書
管
理
法
。
）
の
施
行
に
と
も
な
っ
て
定
め
ら
れ
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た
「
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
平
成
二
三
年
四
月
一
日
内
閣
総
理

大
臣
決
定
）35
に
よ
り
、
各
省
庁
の
文
書
管
理
規
程
は
再
び
刷
新
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

厚
生
労
働
省
で
は
「
厚
生
労
働
省
行
政
文
書
管
理
規
則
」（
平
成
二
三
年
四
月
一
日
厚
生

労
働
省
訓
第
二
〇
号
）36
が
制
定
さ
れ
た
。 

こ
の
規
則
の
目
的
は
、
公
文
書
管
理
法
に
基
づ
き
厚
生
労
働
省
の
文
書
管
理
に
つ
い

て
必
要
事
項
を
定
め
る
こ
と
（
第
一
条
）
と
さ
れ
、
保
存
に
つ
い
て
は
、
標
準
文
書
保

存
期
間
基
準
表
を
定
め
（
第
一
四
条
）
、
保
存
期
間
は
三
〇
年
・
一
〇
年
・
五
年
・
三
年
・

一
年
・
一
年
未
満
・
常
用
（
無
期
限
）
と
な
っ
た
。
ま
た
、
別
表
第
二
に
基
づ
き
、
保

存
期
間
満
了
前
の
で
き
る
限
り
早
い
時
期
に
、
満
了
し
た
と
き
の
措
置
を
定
め
る
こ
と

と
さ
れ
（
第
二
〇
条
）、
こ
の
別
表
第
二
が
移
管
対
象
と
な
る
か
ど
う
か
の
判
断
基
準
と

な
っ
た
。
な
お
、
別
表
第
一
・
第
二
に
、
厚
生
労
働
省
が
独
自
に
追
加
し
た
項
目
は
み

ら
れ
な
い
。
ま
た
、
集
中
管
理
の
推
進
（
第
一
七
条
）
、
紛
失
・
誤
廃
棄
へ
の
対
応
（
第

二
四
条
）
、
管
理
状
況
の
報
告
（
第
二
五
条
）
な
ど
も
盛
り
込
ま
れ
た
。 

以
上
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
、
平
成
一
三
年
制
定
の
「
厚
生
労
働
省
文
書
管
理
規
程
」

は
、
中
央
省
庁
再
編
に
よ
り
厚
生
省
・
労
働
省
が
統
合
さ
れ
、
厚
生
労
働
省
が
発
足
し

て
新
し
く
定
め
ら
れ
た
規
程
で
あ
り
、
情
報
公
開
法
の
施
行
に
と
も
な
っ
て
定
め
ら
れ

た
「
行
政
文
書
の
管
理
方
策
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
基
づ
く
も
の
で
、
主
な
特

徴
は
四
つ
あ
る
。
①
文
書
管
理
規
程
の
位
置
付
け
が
法
令
（
情
報
公
開
法
）
に
基
づ
く

も
の
と
な
っ
た
こ
と
、
②
電
子
文
書
に
つ
い
て
定
義
が
な
さ
れ
た
こ
と
、
③
保
存
期
間

は
永
久
保
存
が
な
く
な
り
最
長
三
〇
年
と
な
っ
た
こ
と
、
④
行
政
文
書
分
類
基
準
表
に

従
っ
て
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
を
整
理
し
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
を
作
成
す
る
と

さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
厚
生
労
働
省
の
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
は
、
大
分
類
が
部

局
名
と
さ
れ
る
な
ど
、
主
に
組
織
別
の
分
類
と
な
っ
て
い
る
。 

ま
た
、
平
成
二
三
年
制
定
の
「
厚
生
労
働
省
行
政
文
書
管
理
規
則
」
は
、
公
文
書
管

理
法
及
び
「
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
規

則
で
、
大
き
な
変
更
と
し
て
は
、
①
レ
コ
ー
ド
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
付
与
、
②
業
務
内
容

に
よ
る
文
書
の
類
型
化
、
の
二
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。 

厚
生
労
働
省
に
至
る
ま
で
の
文
書
管
理
の
全
体
的
な
流
れ
は
【
図
表
６
】
の
よ
う
に

図
示
で
き
る
。 

 

【図表６】文書管理の流れ 

(参考） 昭和37年設置 平成21年設置

・集中管理と分散管理の併用

昭和46年設置 平成13年設置

・分散管理 ・分散管理

明治18年設置 昭和13年設置 平成13年設置

・業務別分類 ・業務別分類 ・主に組織別分類

・集中管理 ・集中管理と分散管理の併用 ・集中管理と分散管理の併用

大正9年設置 昭和22年設置

・本省とは異なる独自の規程 ・組織別分類

・組織別分類

組織の流れ

文書管理の流れ（厚生系）

文書管理の流れ（労働系）

社会保険庁 日本年金機構

・集中管理（10年以上）と

　分散管理（10年未満）の併用

内務省 衛生局
＜本省＞

内務省 社会局
＜外局＞

厚生省

労働省

厚生労働省

環境庁 環境省
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第
三
章 

移
管
文
書
の
特
徴 

 

 

第
一
章
・
第
二
章
で
は
、
文
書
を
作
成
す
る
側
の
状
況
に
つ
い
て
組
織
や
文
書
管
理

規
程
等
を
中
心
に
見
て
き
た
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
文
書
を
受
入
れ
る
側
の
状
況
に

つ
い
て
、
国
の
移
管
に
関
す
る
制
度
や
移
管
基
準
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か

を
確
認
し
、
厚
生
省
・
労
働
省
・
厚
生
労
働
省
の
各
時
期
に
移
管
さ
れ
た
文
書
に
つ
い

て
検
討
す
る
。 

 

第
一
節 

移
管
基
準
と
移
管
対
象
文
書 

 

文
書
を
受
け
入
れ
る
側
で
あ
る
国
立
公
文
書
館
は
、
昭
和
四
六
年
七
月
に
総
理
府
に

設
置
さ
れ
、
平
成
一
三
年
四
月
に
国
の
行
政
改
革
の
一
環
と
し
て
独
立
行
政
法
人
国
立

公
文
書
館
と
な
っ
て
い
る
。
移
管
に
関
す
る
制
度
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
三
年
の
情
報

公
開
法
施
行
の
前
後
、
及
び
平
成
二
三
年
の
公
文
書
管
理
法
施
行
以
降
と
で
大
き
く
異

な
る
。
そ
の
た
め
、
移
管
基
準
に
つ
い
て
も
大
き
く
三
つ
の
時
期
に
分
け
て
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
（【
図
表
７
】
一
六
～
一
七
頁
参
照
）
。
移
管
基
準
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、

先
行
研
究
37

に
お
い
て
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
概
略
の
み
触
れ
て

お
き
た
い
。 

 

（
一
）
国
立
公
文
書
館
設
置
～
情
報
公
開
法
施
行
以
前
（
平
成
一
二
年
度
以
前
） 

 

こ
の
時
期
の
移
管
基
準
に
つ
い
て
は
、「
公
文
書
等
の
国
立
公
文
書
館
へ
の
移
管
及
び

国
立
公
文
書
館
に
お
け
る
公
開
措
置
の
促
進
に
つ
い
て
」（
昭
和
五
五
年
一
二
月
二
五
日

連
絡
会
議
申
合
せ
）
な
ど
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
移
管
対
象
と
な
る
文
書
は
、「
永
年
保
存

文
書
」「
作
成
後
一
〇
年
以
上
経
過
し
た
も
の
」
な
ど
主
に
保
存
年
限
に
よ
る
も
の
と
、

「
国
立
公
文
書
館
が
移
管
の
必
要
を
認
め
た
も
の
」
で
あ
っ
た
。 

 

（
二
）
情
報
公
開
法
施
行
後
（
平
成
一
三
年
度
以
後
） 

情
報
公
開
法
施
行
後
の
移
管
に
つ
い
て
は
、
「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等

の
適
切
な
保
存
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
」
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
閣
議

決
定
）
及
び
「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
の
た
め
に
必
要
な

措
置
に
つ
い
て
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
閣
議
決
定
）
の
実
施
に
つ
い
て
」（
平
成

一
三
年
三
月
三
〇
日
各
府
省
庁
官
房
長
等
申
合
せ
。
以
下
、
「
官
房
長
等
申
合
せ
」
。
）
、

「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ

い
て
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
閣
議
決
定
）
等
の
運
用
に
つ
い
て
」
（
平
成
一
三
年

三
月
三
〇
日
各
府
省
庁
文
書
課
長
等
申
合
せ
。
以
下
、
「
文
書
課
長
等
申
合
せ
」
。
）
に

よ
っ
て
定
め
ら
れ
、
「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
」
に
該
当
す
る
文
書
が
移

管
の
対
象
と
な
っ
た
。 

平
成
一
七
年
に
は
、
こ
れ
ら
の
「
官
房
長
等
申
合
せ
」
「
文
書
課
長
等
申
合
せ
」
が

改
正
さ
れ
、
「
法
令
」「
閣
議
等
関
係
」
「
予
算
・
決
算
関
係
」
と
い
っ
た
二
三
の
分
類

区
分
と
、
よ
り
具
体
的
な
文
書
類
型
が
示
さ
れ
た
。 

平
成
一
九
（
二
〇
〇
七
）
年
に
は
「
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
の
た
め
の
特
定
の
国

政
上
の
重
要
事
項
等
の
指
定
に
つ
い
て
」
（
平
成
一
九
年
六
月
二
七
日
内
閣
総
理
大
臣

決
定
）
に
よ
り
、「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
関
連
施
策
」「
オ
ウ
ム
真
理
教
対
策
」
等
の
八

つ
の
項
目
が
「
国
政
上
の
重
要
事
項
等
」
と
し
て
指
定
さ
れ
た
。
さ
ら
に
「
定
期
的
に

作
成
さ
れ
る
行
政
文
書
の
移
管
に
つ
い
て
」（
平
成
一
九
年
六
月
二
七
日
内
閣
総
理
大

臣
か
ら
各
行
政
機
関
の
長
宛
通
知
）
に
よ
っ
て
、
予
算
書
、
決
算
書
、
年
次
報
告
等
の

よ
う
に
、
毎
年
ま
た
は
隔
年
等
で
定
期
的
に
作
成
さ
れ
る
文
書
で
移
管
対
象
と
な
る
文

書
の
詳
細
も
定
め
ら
れ
た
。 

 

な
お
、
情
報
公
開
法
の
施
行
に
伴
い
、
移
管
文
書
の
引
取
り
・
返
却
の
特
例
を
定
め
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た
「
平
成
一
二
年
度
の
国
立
公
文
書
館
へ
の
公
文
書
等
の
移
管
措
置
等
に
つ
い
て
（
平

成
一
二
年
九
月
二
一
日
内
閣
総
理
大
臣
官
房
総
務
課
）
」
に
基
づ
き
、
現
用
文
書
と
し
て

同
省
に
お
い
て
保
管
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
国
立
公
文
書
館
か
ら
厚
生
労
働
省
へ

三
〇
、
五
八
八
冊
の
文
書
が
返
却
さ
れ
て
い
る
38

。 

 （
三
）
公
文
書
管
理
法
施
行
後
（
平
成
二
三
年
度
以
後
） 

公
文
書
管
理
法
施
行
後
は
、「
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
則
り
、

「
厚
生
労
働
省
行
政
文
書
管
理
規
則
」（
平
成
二
三
年
四
月
一
日
厚
生
労
働
省
訓
第
二
〇

号
）
別
表
第
二
に
よ
り
移
管
対
象
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
別
表

第
二
に
は
、
具
体
的
な
移
管
・
廃
棄
の
判
断
指
針
と
し
て
二
二
項
目
が
設
け
ら
れ
、
文

書
の
保
存
期
間
満
了
時
の
措
置
が
示
さ
れ
た
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
項
目
に
該
当
し
な
い
場

合
の
判
断
基
準
も
記
さ
れ
た
。 

 

第
二
節 

厚
生
省
移
管
文
書 

 

  

こ
こ
で
は
厚
生
省
か
ら
移
管
さ
れ
た
文
書
の
傾
向
と
、
前
節
で
確
認
し
た
移
管
基
準

の
も
と
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
文
書
が
移
管
さ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
整
理
し
て

お
き
た
い
。 

【
図
表
８
】（
三
二
頁
参
照
）
は
、
当
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
か
ら
厚
生
省
及
び
厚

生
労
働
省
か
ら
移
管
さ
れ
た
文
書
を
抽
出
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
、
縦
軸
は
文
書
の
作

成
年
を
、
横
軸
は
文
書
が
当
館
へ
移
管
さ
れ
た
年
度
を
表
す
。
参
考
ま
で
に
、
縦
軸
に

は
文
書
作
成
時
の
主
な
組
織
を
、
横
軸
に
は
ど
の
移
管
基
準
に
よ
る
移
管
だ
っ
た
の
か

が
わ
か
る
よ
う
補
記
し
た
。 

こ
の
表
か
ら
移
管
の
全
体
的
な
傾
向
が
読
み
取
れ
る
。
厚
生
省
か
ら
の
文
書
の
移
管

は
、
国
立
公
文
書
館
が
設
置
さ
れ
た
翌
年
（
昭
和
四
七
年
）
か
ら
開
始
さ
れ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
ま
た
、
昭
和
六
二
年
度
以
降
は
毎
年
、
文
書
が
移
管
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。
移
管
冊
数
の
多
い
年
度
（
例
え
ば
昭
和
五
五
年
度
三
、
一
六
四
冊
、
平
成
四
年

度
二
、
五
九
八
冊
）
と
少
な
い
年
度
（
平
成
一
二
年
度
一
〇
一
冊
、
昭
和
四
七
年
度
一

四
一
冊
）
と
の
差
が
大
き
い
こ
と
な
ど
も
指
摘
で
き
る
。 

ま
た
、
表
中
の
網
掛
け
の
有
無
に
よ
る
縞
模
様
は
、
文
書
の
作
成
年
を
基
準
に
塗
り

分
け
し
た
も
の
で
、
上
か
ら
順
に
作
成
か
ら
三
〇
年
以
上
経
過
・
二
〇
年
以
上
経
過
・

一
〇
年
以
上
経
過
・
五
年
以
上
経
過
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
そ
の
年
度
の
移

管
分
に
つ
い
て
、
作
成
か
ら
三
〇
年
以
上
経
っ
た
比
較
的
古
い
文
書
が
移
管
さ
れ
て
き

て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
五
年
未
満
の
新
し
い
文
書
が
移
管
さ
れ
て
い
る
の
か
が
わ
か

る
。
例
え
ば
、
昭
和
五
一
年
度
移
管
文
書
三
七
二
冊
の
う
ち
、
昭
和
二
一
年
作
成
の
文

書
（
作
成
か
ら
三
〇
年
経
過
）
は
一
二
冊
、
昭
和
三
一
年
作
成
の
文
書
（
作
成
か
ら
二

〇
年
経
過
）
は
三
冊
あ
る
が
、
昭
和
五
一
（
一
九
七
六
）
年
の
「
公
文
書
等
の
集
中
管

理
」
に
お
い
て
「
永
年
保
存
文
書
で
、
作
成
後
一
〇
年
以
上
経
過
し
た
も
の
」
が
移
管

対
象
と
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
一
〇
年
以
上
二
〇
年
未
満
の
文
書
は
移
管
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
昭
和
五
四
年
度
以
降
は
五
年
以
上
一
〇
年

未
満
経
過
の
文
書
だ
け
で
な
く
、
一
年
以
上
五
年
未
満
の
比
較
的
新
し
い
文
書
も
移
管

さ
れ
て
お
り
、
移
管
の
幅
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。 

次
に
移
管
さ
れ
た
文
書
の
内
容
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、【
図
表
９
】
（
一
八
頁
参
照
）

は
、
第
二
章
第
二
節
で
取
り
上
げ
た
昭
和
三
七
年
の
「
記
録
文
書
分
類
表
」
の
文
書
分

類
（【
図
表
４
】
参
照
）
を
も
と
に
、
移
管
冊
数
を
取
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

表
か
ら
は
、
年
度
ご
と
に
特
定
の
種
類
の
文
書
が
ま
と
め
て
大
量
に
移
管
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
最
も
多
い
文
書
は
、
医
師
・
看
護
婦
・
薬
剤
師
な
ど
の
免
許
申
請
等

に
関
す
る
文
書
（
文
書
分
類
で
は
「
Ｋ
資
格
免
許
／
１
免
許
登
録
／
１
免
許
」。
以
下
、

同
じ
。
）
で
一
四
、
二
三
八
冊
と
全
体
の
六
二
％
を
占
め
る
。
次
い
で
、
社
会
福
祉
法
人

の
設
立
認
可
等
に
関
す
る
文
書
（
Ｏ
法
人
団
体
／
０
法
人
／
０
一
般
）
が
六
、
一
四
四 
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(一)国立公文書館設置～情報公開法施行以前  

平成13年 昭和55年 昭和51年 昭和38年  

・「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
適
切

な
保
存
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
（
平

成
一
三
年
三
月
三
〇
日
閣
議
決
定
）
等
の
運
用

に
つ
い
て
」
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
各
府

省
庁
文
書
課
長
等
申
合
せ
） 

・「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
適
切

な
保
存
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
（
平

成
一
三
年
三
月
三
〇
日
閣
議
決
定
）
の
実
施
に

つ
い
て
」
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
各
府
省

庁
官
房
長
等
申
合
せ
） 

・「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
適
切

な
保
存
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
」

（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
閣
議
決
定
） 

・「
公
文
書
等
の
国
立
公
文
書
館
へ
の
移
管
及
び

国
立
公
文
書
館
に
お
け
る
公
開
措
置
の
促
進
に

つ
い
て
」
（
昭
和
五
五
年
一
二
月
二
五
日
連
絡

会
議
申
合
せ
） 

・「
公
文
書
等
の
集
中
管
理
―
保
存
・
公
開
の
た

め
の
移
管
の
重
要
性
に
つ
い
て
―
」 

・
「
国
立
公
文
書
館
設
置
に
つ
い
て
の
要
綱
」

（
昭
和
三
八
年
七
月
二
四
日
連
絡
会
議
決
定
） 

移
管
基
準
等 

・
別
表
「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
（
国
立
公
文
書
館
）
等
に
移
管
す
る
こ
と
が
適
当
な
行
政
文
書
に
つ
い
て
の

基
本
的
な
考
え
方
」
に
掲
げ
ら
れ
た
文
書
類
型
に
よ
る
。 

・「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
」
と
し
て
国
の
行
政
機
関
か
ら
移
管
す
べ
き
も
の
。 

(

１)

国
政
上
の
重
要
な
事
項
又
は
そ
の
他
の
所
管
行
政
上
の
重
要
な
事
項
の
う
ち
所
管
行
政
に
係
る
重
要
な
政
策
等
国
政
上
の
重
要
な
事
項
に
準

ず
る
重
要
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
以
下
「
国
政
上
の
重
要
事
項
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
意
思
決
定
を
行
う
た
め
の
決
裁
文
書
（
当

該
決
裁
文
書
と
一
体
不
可
分
の
記
録
で
あ
っ
て
、
当
該
決
裁
文
書
の
内
容
又
は
当
該
意
思
決
定
に
至
る
ま
で
の
審
議
、
検
討
若
し
く
は
協
議
の

過
程
が
記
録
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
） 

(

２)

国
政
上
の
重
要
事
項
等
に
係
る
意
思
決
定
に
基
づ
く
当
該
行
政
機
関
の
事
務
及
び
事
業
の
実
績
が
記
録
さ
れ
た
も
の
（(

１)

に
該
当
す
る
も
の

を
除
く
。
） 

(

３)

昭
和
二
〇
年
ま
で
に
作
成
さ
れ
、
又
は
取
得
さ
れ
た
も
の
（(

１)

又
は(

２)

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

(

４)

各
行
政
機
関
（
３(

１)

に
掲
げ
る
機
関
が
置
か
れ
る
行
政
機
関
（
注
：
宮
内
庁
書
陵
部
、
外
務
省
外
交
史
料
館
）
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
保

有
す
る
行
政
文
書
で
あ
っ
て
、(

１)

か
ら(

３)

ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
の
う
ち
、
結
果
と
し
て
国
政
上
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す

こ
と
と
な
っ
た
事
項
に
つ
い
て
記
録
さ
れ
た
も
の
そ
の
他
内
閣
総
理
大
臣
が
国
立
公
文
書
館
に
お
い
て
保
存
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認

め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
移
管
に
つ
い
て
各
行
政
機
関
と
合
意
し
た
も
の 

・「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
」
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
記
録
さ
れ
た
も
の
。 

(
１)
我
が
国
政
府
の
過
去
の
主
要
な
活
動
を
跡
づ
け
る
た
め
に
必
要
な
、
国
政
上
の
重
要
な
事
項
又
は
そ
の
他
の
所
管
行
政
上
の
重
要
な
事
項
の
う

ち
所
管
行
政
に
係
る
重
要
な
政
策
等
国
政
上
の
重
要
な
事
項
に
準
ず
る
重
要
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
係
る
意
思
決
定 

(

２)(
１)
の
決
定
に
至
る
ま
で
の
審
議
、
検
討
又
は
協
議
の
過
程
及
び
そ
の
決
定
に
基
づ
く
施
策
の
遂
行
過
程 

・
右
記
「
公
文
書
等
の
集
中
管
理
」
と
同
じ
。 

・
「
移
管
を
不
適
当
と
す
る
理
由
の
あ
る
も
の
は
、
そ
の
理
由
の
な
く
な
る
ま
で
の
期
間
、
移
管
を
保
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
の
保
留
条
項
が

追
加
さ
れ
た
。 

①
永
年
保
存
文
書
で
、
作
成
後
一
〇
年
以
上
経
過
し
た
も
の 

②
有
期
限
文
書
で
保
存
期
間
を
経
過
し
た
も
の
の
う
ち
、
国
立
公
文
書
館
が
移
管
の
必
要
を
認
め
た
も
の 

③
保
存
規
程
に
よ
り
保
存
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
も
の
で
、
国
立
公
文
書
館
が
移
管
の
必
要
を
認
め
た
も
の 

①
永
久
保
存
文
書
、
一
〇
年
以
上
の
保
存
期
間
を
定
め
ら
れ
一
〇
年
を
経
過
し
た
文
書 

②
一
〇
年
未
満
の
保
存
期
間
を
定
め
ら
れ
そ
の
保
存
期
間
を
経
過
し
た
文
書 

移
管
対
象
文
書 



 

 

 
 
 

『
北
の
丸
』
第
48
号 

厚
生
労
働
省
移
管
文
書
の
特
徴 

一
七 

                        

(三)公文書管理法施行後 (二)情報公開法施行後 
平成23年 平成19年 平成17年 

・
「
厚
生
労
働
省
行
政
文
書
管
理
規
則
」
（
平
成

二
三
年
四
月
一
日
厚
生
労
働
省
訓
第
二
〇
号
）

別
表
第
二 

保
存
期
間
満
了
時
の
措
置
の
設
定

基
準 

・「
定
期
的
に
作
成
さ
れ
る
行
政
文
書
の
移
管
に

つ
い
て
」
（
平
成
一
九
年
六
月
二
七
日
内
閣
総

理
大
臣
か
ら
各
行
政
機
関
の
長
宛
通
知
） 

・「
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
の
た
め
の
特
定
の

国
政
上
の
重
要
事
項
等
の
指
定
に
つ
い
て
」

（
平
成
一
九
年
六
月
二
七
日
内
閣
総
理
大
臣
決

定
） 

・「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
適
切

な
保
存
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
（
平

成
一
三
年
三
月
三
〇
日
閣
議
決
定
）
等
の
運
用

に
つ
い
て
」
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
各
府

省
庁
文
書
課
長
等
申
合
せ
）
（
改
正 

平
成
一

七
年
六
月
三
〇
日
） 

・「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
適
切

な
保
存
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
（
平

成
一
三
年
三
月
三
〇
日
閣
議
決
定
）
の
実
施
に

つ
い
て
」
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
各
府
省

庁
官
房
長
等
申
合
せ
）
（
改
正 

平
成
一
七
年

六
月
三
〇
日
） 

・
以
下
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
文
書
は
、
「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
そ
の
他
の
文
書
」
に
当
た
り
、
保
存
期
間
満
了
後
に
は
国
立
公
文

書
館
に
移
管
す
る
も
の
と
す
る
。 

【
Ⅰ
】
国
の
機
関
及
び
独
立
行
政
法
人
等
の
組
織
及
び
機
能
並
び
に
政
策
の
検
討
過
程
、
決
定
、
実
施
及
び
実
績
に
関
す
る
重
要
な
情
報
が
記
録
さ

れ
た
文
書 

【
Ⅱ
】
国
民
の
権
利
及
び
義
務
に
関
す
る
重
要
な
情
報
が
記
録
さ
れ
た
文
書 

 

【
Ⅲ
】
国
民
を
取
り
巻
く
社
会
環
境
、
自
然
環
境
等
に
関
す
る
重
要
な
情
報
が
記
録
さ
れ
た
文
書 

【
Ⅳ
】
国
の
歴
史
、
文
化
、
学
術
、
事
件
等
に
関
す
る
重
要
な
情
報
が
記
録
さ
れ
た
文
書 

・
毎
年
又
は
隔
年
等
に
定
期
的
に
作
成
さ
れ
る
行
政
文
書
の
う
ち
、
各
行
政
機
関
の
長
か
ら
移
管
を
受
け
る
も
の
を
示
す
。
「
予
算
・
決
算
関
係
」

「
年
次
報
告
書
等
関
係
」
等
の
一
一
の
分
類
区
分
を
設
け
た
。 

・
以
下
の
通
り
、
特
定
の
国
政
上
の
重
要
事
項
を
指
定
。 

①
阪
神
・
淡
路
大
震
災
関
連
施
策 

②
オ
ウ
ム
真
理
教
対
策 

③
病
原
性
大
腸
菌O

157

対
策 

④
中
央
省
庁
等
改
革 

⑤
情
報
公
開
法
制
定 

 

⑥
不
良
債
権
処
理
関
連
施
策 

⑦
気
候
変
動
に
関
す
る
京
都
会
議
関
連
施
策 

⑧
サ
ッ
カ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
日
韓
共
催 

・
右
の
「
文
書
課
長
等
申
合
せ
」
が
改
正
さ
れ
、
別
表
「
「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
」
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
（
国
立
公
文
書
館
）
等

に
移
管
す
る
こ
と
が
適
当
な
文
書
類
型
」
に
改
正
さ
れ
た
。
「
法
令
」「
閣
議
等
関
係
」「
予
算
・
決
算
関
係
」
等
、
文
書
の
内
容
別
に
二
三
の
分
類

区
分
を
設
け
た
。 

 ・
右
の
「
官
房
長
等
申
合
せ
」
が
改
正
さ
れ
、(

３)

の
項
目
に
以
下
の
類
型
が
追
加
さ
れ
た
。 

①
昭
和
二
〇
年
ま
で
に
作
成
さ
れ
、
又
は
取
得
さ
れ
た
文
書 

②
行
政
文
書
を
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
と
き
か
ら
保
存
期
間
が
三
〇
年
以
上
経
過
し
た
文
書
（
保
存
期
間
が
三
〇
年
未
満
で
あ
っ
て
も
、
延
長

に
よ
り
結
果
と
し
て
三
〇
年
以
上
経
過
し
た
文
書
を
含
む
。
） 

③
閣
議
請
議
に
関
す
る
文
書 

④
事
務
次
官
（
事
務
次
官
が
置
か
れ
て
い
な
い
機
関
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
に
相
当
す
る
職
）
以
上
の
決
裁
し
た
文
書 

⑤
行
政
機
関
が
そ
の
施
策
等
を
一
般
に
周
知
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
作
成
し
た
広
報
誌
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
ポ
ス
タ
ー
、
ビ
デ
オ
等
の
広
報

資
料
の
う
ち
当
該
行
政
機
関
の
本
府
省
庁
が
保
有
し
て
い
る
も
の 

⑥
文
書
閲
覧
制
度
に
基
づ
き
閲
覧
目
録
に
搭
載
さ
れ
た
文
書 

⑦
２(

４)

の
規
定
に
よ
り
、
予
算
書
、
決
算
書
、
年
次
報
告
書
等
の
毎
年
又
は
隔
年
等
に
定
期
的
に
作
成
さ
れ
る
文
書
の
う
ち
、
各
行
政
機
関
の

長
と
移
管
に
つ
い
て
協
議
し
、
包
括
的
な
合
意
が
な
さ
れ
た
も
の 

⑧
２(

５)

の
規
定
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
し
た
特
定
の
国
政
上
の
重
要
事
項
等
に
関
連
し
て
作
成
さ
れ
た
文
書
で
あ
っ
て
、
各
行
政
機

関
の
長
と
移
管
に
つ
い
て
協
議
し
、
合
意
に
達
し
た
も
の 

【図表７】移管基準の変遷 
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一
八 

冊
で
二
七
％
、
厚
生
年
金
基
金
の
設
立
認
可
等
に
関
す
る
文
書
（
Ｎ
社
会
保
険
／
４
厚

生
年
金
保
険
／
３
組
合
）
が
一
、
三
八
八
冊
で
六
％
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
ほ
か
、

厚
生
省
の
例
規
や
運
営
覚
書
な
ど
を
含
む
「
Ａ
厚
生
一
般
」
や
、
ユ
ニ
セ
フ
に
関
す
る

文
書
を
含
む
「
Ｍ
児
童
福
祉
」
等
の
分
野
の
移
管
も
見
ら
れ
る
。 

ま
と
め
る
と
、
内
容
で
み
る
と
個
別
の
許
認
可
関
係
文
書
が
厚
生
省
移
管
文
書
の
大

部
分
を
占
め
て
お
り
、
省
の
所
管
行
政
に
関
す
る
文
書
（
前
述
の
文
書
分
類
で
は
「
Ｆ

公
衆
衛
生
」「
Ｊ
薬
事
」
な
ど
）
や
、
省
の
運
営
に
関
す
る
文
書
（
「
Ｂ
人
事
」「
Ｐ
会
議
」
）

や
「
Ｄ
文
書
統
計
」
な
ど
の
分
野
に
関
す
る
文
書
の
移
管
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う

点
が
大
き
な
特
徴
で
あ
る
と
い
え
る
39

。 

 

第
三
節 

労
働
省
移
管
文
書 

 

  

労
働
省
か
ら
の
移
管
実
績
に
つ
い
て
は
、
文
書
の
作
成
年
・
移
管
年
度
別
の
分
布
を

【
図
表
10
】
（
三
三
頁
参
照
）
に
示
し
た
。
傾
向
と
し
て
は
、
昭
和
四
八
年
度
か
ら
平

成
三
年
度
ま
で
は
一
～
二
年
お
き
の
移
管
だ
っ
た
も
の
が
、
平
成
五
年
度
以
降
は
毎
年

継
続
的
に
移
管
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
厚
生
省
の
場
合
と
同
様
に
、

移
管
冊
数
の
多
い
年
度
（
例
え
ば
昭
和
五
三
年
度
四
、
七
四
一
冊
、
昭
和
五
六
年
度
二
、

三
〇
八
冊
）
と
少
な
い
年
度
（
昭
和
四
八
年
度
七
一
冊
）
と
の
差
が
大
き
い
こ
と
が
あ

げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
移
管
基
準
の
変
更
に
と
も
な
っ
て
昭
和
五
三
年
度
以
降
は
移
管

文
書
の
幅
も
少
し
広
が
っ
て
い
る
。 

【
図
表
11
】
（
三
四
頁
参
照
）
は
、
平
成
一
二
年
時
点
の
局
課
を
も
と
に
、
主
な
移

管
文
書
と
移
管
年
度
を
と
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
第
二
章
第
三
節
や
【
図
表
５
】

で
も
示
し
た
通
り
、
労
働
省
に
お
い
て
も
一
〇
進
分
類
に
よ
る
文
書
分
類
表
が
採
用
さ

れ
、
文
書
管
理
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
第
一
分
類
（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
）
は
部
局
、
第

二
分
類
（
数
字
）
は
課
室
、
第
三
分
類
（
数
字
）
が
係
ま
た
は
業
務
と
な
っ
て
お
り
、

【図表９】厚生省からの移管実績（昭和 37 年記録文書分類表別） 

昭和47 昭和51 昭和54 昭和55 昭和57 昭和60 昭和62 昭和63 平成1 平成2 平成3 平成4 平成5 平成6 平成7 平成8 平成9 平成10 平成11 平成12

部門/類/項 合計 1972 1976 1979 1980 1982 1985 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

A厚生一般/0一般/0一般 17 11 6

A厚生一般/0一般/1組織 16 16

A厚生一般/0一般/2運営 54 12 42

C財政/1予算・決算/1予算作成 11 11

C財政/3国有財産/0一般 26 26

G予防衛生/0一般/0一般 3 3

G予防衛生/1予防防疫/1予防事業 1 1

G予防衛生/1予防防疫/3施設 5 5

H医事/0一般/1医療制度 16 16

K資格免許/1免許登録/1免許 14,238 250 1,800 777 190 144 866 798 1,091 1,449 927 1,592 2,100 1,400 854

L社会福祉/0一般/0一般 1 1

L社会福祉/3生活保護/0一般 1 1

M児童福祉/0一般/0一般 41 41

M児童福祉/1児童養護/0一般 21 11 10

M児童福祉/1児童養護/1養護 1 1

M児童福祉/1児童養護/5教護 2 2

M児童福祉/2保育/2職員養成 116 116

N社会保険/2健康保険/2組合 540 20 79 303 138

N社会保険/4厚生年金保険/3組合 1,388 500 462 248 178

N社会保険/6数理/3船員保険 1 1

O法人団体/0法人/0一般 6,144 43 2,361 232 1,091 443 1,212 762

O法人団体/0法人/1社団 6 6

O法人団体/0法人/2財団 8 8

（労働省移管文書） 53 53

総計 22,710 141 372 1,800 3,164 232 1,281 443 777 190 144 866 2,598 2,101 1,627 927 1,592 2,100 1,400 854 101

（文書分類は、昭和37年改正「厚生省文書保存規程　別表第1」（平21厚労431）をもとに作成。）

移管年度
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一
九 

組
織
別
の
分
類
と
な
っ
て
い
た
。
組
織
が
変
更
さ
れ
る
た
び
に
文
書
管
理
規
程
も
改
正

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
数
十
年
分
の
移
管
実
績
の
有
無
を
こ
の
分
類
表
に
あ
て
は
め

る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
【
図
表
11
】
で
は
厚
生
労
働
省
と
な
る

直
前
の
平
成
一
二
年
時
点
で
の
局
課
名
を
も
と
に
移
管
実
績
を
取
り
ま
と
め
る
こ
と
と

し
た
。 

移
管
文
書
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
「
労
働
保
険
再
審
査
請
求
事
件
記
録
」
「
再
審
査
請

求
事
件
」
に
関
す
る
文
書
が
移
管
文
書
全
体
の
五
七
％
を
占
め
て
最
も
多
く
、
次
い
で

統
計
・
調
査
に
関
す
る
文
書
が
二
六
％
、
社
会
保
険
労
務
士
に
関
す
る
文
書
と
一
級
技

能
士
台
帳
40

が
そ
れ
ぞ
れ
三
％
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
、
女
性
局
（
平
成
九
年
一
〇
月

設
置
。
前
身
と
な
る
の
は
昭
和
二
二
年
九
月
設
置
の
婦
人
少
年
局
、
そ
の
後
は
昭
和
五

九
年
七
月
設
置
の
婦
人
局
で
あ
る
。）
が
作
成
し
た
文
書
は
こ
の
時
期
に
は
移
管
さ
れ
て

い
な
い
41

。 
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本
章
第
一
節
で
も
確
認
し
た
通
り
厚
生
労
働
省
か
ら
の
移
管
は
、
平
成
一
三
年
の
情

報
公
開
法
施
行
後
の
移
管
基
準
に
よ
り
実
施
さ
れ
た
も
の
と
、
平
成
二
三
年
の
公
文
書

管
理
法
施
行
後
の
基
準
に
よ
る
も
の
と
、
二
つ
の
時
期
に
わ
け
ら
れ
る
。
前
者
は
「
歴

史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
」
に
該
当
す
る
文
書
が
移
管
対
象
と
な
っ
た
点
で
、

ま
た
、
後
者
に
つ
い
て
は
公
文
書
管
理
法
に
則
っ
た
移
管
と
な
り
、「
厚
生
労
働
省
行
政

文
書
管
理
規
則
」
の
別
表
第
二
に
よ
り
移
管
対
象
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
と
な
っ

た
点
で
そ
れ
ま
で
の
移
管
と
は
大
き
く
異
な
る
。 

移
管
実
績
は
【
図
表
８
】
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
傾
向
と
し
て
、
移
管
の
制
度

が
変
更
と
な
っ
た
平
成
一
三
年
度
か
ら
の
数
年
間
は
移
管
実
績
が
三
〇
冊
程
度
と
、
他

の
年
度
と
比
べ
て
も
極
端
に
少
な
い
。
ま
た
公
文
書
管
理
法
施
行
直
前
の
平
成
二
二
年

度
は
、
一
部
の
資
料
群
が
一
括
し
て
移
管
さ
れ
、
九
、
七
四
七
冊
の
文
書
が
移
管
さ
れ

て
い
る
。 

【
図
表
12
】
（
二
〇
頁
参
照
）
は
、
平
成
一
七
年
六
月
に
改
正
さ
れ
た
「
文
書
課
長
等

申
合
せ
」
別
表
の
分
類
区
分
に
、
平
成
一
三
年
度
か
ら
二
二
年
度
ま
で
に
移
管
を
受
け

た
文
書
を
あ
て
は
め
た
も
の
で
あ
る
。
文
書
類
型
で
み
る
と
、「
22
所
管
行
政
」
が
六
、

五
五
二
冊
と
、
全
体
の
三
六
％
を
占
め
て
最
も
多
い
。
具
体
例
を
あ
げ
る
と
、
社
会
保

険
審
査
会
（
厚
生
省
保
険
局
作
成
）
、
台
湾
出
身
旧
日
本
軍
人
軍
属
未
支
給
給
与
関
係
（
社

会
・
援
護
局
作
成
）、
労
働
争
議
関
係
（
労
働
省
作
成
）
な
ど
の
文
書
が
含
ま
れ
て
い
る
。

続
い
て
、
「
12
争
訟
関
係
」
が
三
、
八
三
一
冊
で
二
一
％
を
占
め
る
。
例
と
し
て
は
、

労
働
保
険
再
審
査
請
求
事
件
記
録
（
労
働
省
労
働
保
険
審
査
会
作
成
）、
不
当
労
働
行
為

事
件
記
録
綴
（
労
働
省
中
央
労
働
委
員
会
作
成
）
な
ど
。「
08
審
議
会
等
関
係
」
は
一
、

九
三
五
冊
で
一
〇
％
を
占
め
、
薬
事
審
議
会
答
申
書
（
厚
生
省
作
成
）
、
薬
事
・
食
品
衛

生
審
議
会
議
事
録
（
厚
生
労
働
省
作
成
）
な
ど
、
ま
た
「
17
許
認
可
、
免
許
、
承
認
等
」

は
一
、
五
五
三
冊
あ
り
八
％
。
具
体
的
に
は
臨
床
検
査
技
師
免
許
関
係
（
厚
生
省
医
務

局
作
成
）
な
ど
が
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
反
対
に
、
「
04
政
策
評
価
関
係
」
「
05
基

本
計
画
等
関
係
」
「
09
省
議
、
局
議
関
係
」
「
19
国
家
的
儀
式
・
行
事
関
係
」
な
ど
の

分
野
の
移
管
は
数
冊
程
度
と
非
常
に
少
な
く
、
「
20
歴
史
的
事
件
、
事
故
関
係
」
に
関

す
る
文
書
の
移
管
は
見
ら
れ
な
い
。 

ま
た
、
文
書
の
作
成
元
別
で
は
、
平
成
一
三
～
二
二
年
度
移
管
の
合
計
一
八
、
一
五

四
冊
の
う
ち
労
働
省
作
成
分
が
一
〇
、
九
〇
六
冊
（
六
〇
％
）
、
厚
生
省
分
が
五
、
五

二
三
冊
（
三
〇
％
）、
厚
生
労
働
省
分
が
一
、
六
四
二
冊
（
九
％
）、
続
い
て
中
央
労
働

委
員
会
分
二
三
冊
、
そ
の
他
・
不
明
分
六
〇
冊
と
い
う
こ
と
が
当
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ

イ
ブ
か
ら
わ
か
り
、
こ
の
時
期
に
は
労
働
省
作
成
文
書
が
比
較
的
多
く
移
管
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

も
う
少
し
詳
し
く
内
訳
を
調
べ
る
と
、
例
え
ば
「
03
予
算
・
決
算
関
係
」
に
つ
い
て 
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い
え
ば
、
厚
生
省
分
は
昭
和
四
七
年
度
に
実
績
が
あ
っ
た
が
、
以
降
は
平
成
一
七
年
度

ま
で
途
絶
え
て
い
る
。
ま
た
、
労
働
省
分
は
平
成
一
七
年
度
か
ら
移
管
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
。
「
08
審
議
会
等
関
係
」
に
つ
い
て
は
、
厚
生
省
分
は
平
成
一
三
年
度
か
ら
実
績

が
あ
る
一
方
で
、
労
働
省
分
は
平
成
一
二
年
度
ま
で
移
管
実
績
は
な
か
っ
た
が
、
平
成

一
七
年
度
以
降
移
管
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。「
広
報
資
料
」
は
、
労
働
省
分
が
主
に
平
成

一
七
年
度
に
移
管
さ
れ
、
厚
生
労
働
省
分
は
平
成
一
八
年
度
以
降
に
実
績
が
あ
る
。
以

上
の
よ
う
に
、
移
管
基
準
の
変
更
に
と
も
な
い
、
平
成
一
七
年
度
以
降
は
移
管
さ
れ
る

文
書
の
種
類
、
数
量
と
も
に
増
加
し
て
い
る
と
い
え
る
。 

続
い
て
、
【
図
表
13
】
は
、
平
成
二
三
年
度
に
移
管
さ
れ
た
文
書
の
簿
冊
名
か
ら
推

測
し
、
「
厚
生
労
働
省
文
書
管
理
規
則
」
別
表
第
二
の
各
項
目
に
筆
者
が
あ
て
は
め
て

集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
書
を
あ
て
は
め
る
際
に
は
、
複
数
の
項
目
に
ま
た
が
っ
て

該
当
す
る
も
の
も
考
え
ら
れ
た
が
、
基
本
的
に
は
別
表
第
二
の
２
（
１
）
、
２
（
２
）
、

２
（
３
）
、
「
基
本
的
考
え
方
」
の
順
序
で
優
先
し
て
計
上
し
た
。
結
果
、
２
（
３
）
の

「
昭
和
二
七
年
度
ま
で
に
作
成
・
取
得
さ
れ
た
文
書
」
及
び
、
「
基
本
的
考
え
方
」
の

「
【
Ⅳ
】
国
の
歴
史
、
文
化
、
学
術
、
事
件
等
に
関
す
る
重
要
な
情
報
が
記
録
さ
れ
た

文
書
」
に
あ
た
る
も
の
が
最
も
多
く
移
管
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
具
体
的
に
は
、

後
述
す
る
「
留
守
名
簿
」
や
「
旧
ソ
連
邦
政
府
等
提
供
資
料
」
な
ど
の
戦
没
者
等
援
護

関
係
の
文
書
が
該
当
す
る
。
次
い
で
、
２
（
２
）
の
「
各
行
政
機
関
に
お
い
て
実
施
・

運
用
し
て
い
る
制
度
の
運
用
状
況
の
把
握
等
の
業
務
」
「
国
際
会
議
」
等
に
あ
た
る
文

書
の
移
管
が
多
い
。
内
容
と
し
て
は
、
労
働
争
議
や
あ
っ
せ
ん
に
関
す
る
文
書
、
世
界

保
健
機
関
に
関
す
る
文
書
な
ど
を
含
む
。
ま
た
、
以
前
か
ら
移
管
実
績
の
ほ
と
ん
ど
な

い
省
議
等
に
関
す
る
文
書
は
、
公
文
書
管
理
法
施
行
後
も
変
わ
ら
ず
移
管
が
な
い
が
、

一
方
で
新
た
に
設
け
ら
れ
た
「
９
他
の
行
政
機
関
に
対
し
て
示
す
基
準
の
設
定
及
び
そ

の
経
緯
」
「
10
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
示
す
基
準
の
設
定
及
び
そ
の
経
緯
」
「
17
独

立
行
政
法
人
等
に
関
す
る
事
項
」
の
事
項
に
つ
い
て
は
移
管
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ

【図表 12】厚生労働省からの移管実績（文書類型・移管年度別） 

 平成13 平成14 平成15 平成16 平成13-16 平成17 平成18 平成19 平成20 平成21 平成22 平成17-22

2001 2002 2003 2004 小計 2005 2006 2007 2008 2009 2010 小計

01法令 10 3 3 5 21 1 3 18 57 170 37 286 307

02閣議等関係 1 1 8 9 4 21 22

03予算・決算関係 0 2 3 14 90 15 12 136 136

04政策評価関係 1 1 2 2 3

05基本計画等関係 0 2 2 2

06国際条約等関係 0 23 6 1 13 10 53 53

07組織・定員関係 1 1 1 1 4 2 9 5 22 23

08審議会等関係 14 3 17 5 39 2 99 90 168 1,537 1,896 1,935

09省議、局議関係 0 1 1 1

10国会関係 2 2 4 2 7 1 4 4 1 19 23

11法人関係 2 3 54 59 2 3 31 54 59 24 173 232

12争訟関係 12 3 15 3 619 422 2,772 3,816 3,831

13補助金関係 4 1 15 20 26 33 51 94 51 51 306 326

14文書管理関係 3 3 1 1 5 11 812 18 848 851

15統計関係 3 3 14 1 139 34 13 1 202 205

16人事関係 0 7 19 22 27 75 75

17許認可、免許、承認等 5 5 1 1 95 872 304 275 1,548 1,553

18栄典又は表彰関係 3 2 5 3 5 4 6 42 21 81 86

19国家的儀式・行事関係 0 1 1 2 2

20歴史的事件、事故関係 0 0 0

21調査・研究関係 4 4 20 50 20 14 25 129 133

22所管行政 7 2 1 4 14 1,959 187 259 374 3,759 6,538 6,552

23その他 2 2 14 1 4 24 55 1,020 1,118 1,120

広報資料 124 70 12 128 141 138 613 613

国政上の重要事項 2 4 1 7 7

人事院勧告関係 3 3 3

年次報告書等関係 5 28 2 8 8 9 60 60

合計 31 29 29 108 197 2,175 182 735 2,405 2,713 9,747 17,957 18,154

合計
　　　　　　　　　　移管年度
文書類型



 

 

 
 
 

『
北
の
丸
』
第
48
号 

厚
生
労
働
省
移
管
文
書
の
特
徴 

二
一 

の
移
管
冊
数
と
し
て
は
少
な
い
が
、
移
管
の
基
準
が
以
前
よ
り
具
体
的
に
な
っ
た
こ
と

で
実
績
と
し
て
数
字
が
あ
が
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

こ
の
ほ
か
に
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
は
、
厚
生
労
働
省
が
保
管
し
、
援
護
年
金
の
支

給
や
戦
没
者
の
慰
霊
事
業
な
ど
の
業
務
で
使
用
し
て
い
た
「
戦
没
者
等
援
護
関
係
資

料
」
が
平
成
二
二
年
度
以
降
、
ま
と
め
て
移
管
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
（
【
図
表
12
】

で
は
、
「
22
所
管
行
政
」
に
あ
て
は
め
て
計
上
し
た
。
）
。
具
体
的
に
は
、
平
成
二
二
年

度
移
管
の
「
ふ
虜
カ
ー
ド
」（
九
九
八
件
）、
平
成
二
三
年
度
移
管
の
「
旧
ソ
連
邦
政
府

等
提
供
資
料
」（
二
、
四
二
五
件
）
や
「
留
守
名
簿
」（
三
、

〇
一
四
件
）
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
平
成
二
二
年
に
長
妻

厚
生
労
働
大
臣
（
当
時
）
の
指
示
に
よ
り
、
戦
後
七
〇
周
年

に
あ
た
る
平
成
二
七
年
度
ま
で
の
五
か
年
計
画
が
策
定
さ
れ

て
、
順
次
移
管
が
な
さ
れ
て
い
る
資
料
群
で
あ
る
42

。 

以
上
、
厚
生
労
働
省
か
ら
の
移
管
の
傾
向
と
特
徴
を
簡
単

に
ま
と
め
る
と
、
次
の
四
つ
の
点
が
指
摘
で
き
る
。
一
点
目

に
は
、
平
成
一
三
年
に
情
報
公
開
法
が
施
行
さ
れ
、
厚
生
労

働
省
が
発
足
し
て
か
ら
も
、
許
認
可
や
争
訟
等
の
個
別
事
案

の
文
書
が
多
く
移
管
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
省
の
意
思
決
定

に
係
る
文
書
の
移
管
が
少
な
い
こ
と
。
二
点
目
は
、
厚
生
省

作
成
文
書
と
労
働
省
作
成
文
書
と
で
は
、
労
働
省
の
方
が
移

管
冊
数
が
多
い
こ
と
。
三
点
目
は
、
戦
没
者
等
援
護
関
係
資

料
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
あ
る
文
書
群
を
一
括
し
て
移
管
す

る
傾
向
が
あ
る
こ
と
。
四
点
目
は
、
移
管
基
準
の
変
更
に
と

も
な
い
平
成
一
七
年
度
以
降
は
移
管
さ
れ
る
文
書
の
種
類
・

数
量
と
も
に
増
加
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。 

 

 

お
わ
り
に 

 

本
稿
で
は
、
公
文
書
管
理
法
が
施
行
と
な
っ
た
平
成
二
三
年
度
ま
で
に
厚
生
労
働
省

か
ら
当
館
に
移
管
さ
れ
た
文
書
の
特
徴
を
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
文
書
の
作

成
側
に
つ
い
て
着
目
し
、
第
一
章
で
は
、
内
務
省
衛
生
局
・
社
会
局
を
母
体
と
し
て
発

足
し
た
厚
生
省
が
、
戦
後
、
労
働
省
・
社
会
保
険
庁
・
環
境
庁
の
設
置
に
よ
り
次
々
と

【図表 13】 厚生労働省からの移管実績（平成 23 年度分） 

冊数

1　法律の制定又は改廃及びその経緯 70

2　条約その他の国際約束の締結及びその経緯 48

3　政令の制定又は改廃及びその経緯 15

4　省令その他の規則の制定又は改廃及びその経緯 15

5　閣議の決定又は了解及びその経緯 5

6　関係行政機関の長で構成される会議の決定又は了解及びその経緯 0

7　省議の決定又は了解及びその経緯 0

8　複数の行政機関による申合せ及びその経緯 0

9　他の行政機関に対して示す基準の設定及びその経緯 4

10　地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯 26

11　個人の権利義務の得喪及びその経緯
 (5)不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯

5

12　法人の権利義務の得喪及びその経緯
 (1) 行政手続法第２条第８号ロの審査基準、同号ハの処分基準、同号ニの行政指導指針及び同法第６条の
　　 標準的な期間に関する立案の検討その他の重要な経緯

1

12　法人の権利義務の得喪及びその経緯
 (2) 許認可等に関する重要な経緯

32

12　法人の権利義務の得喪及びその経緯
 (4) 補助金等の交付に関する重要な経緯

10

11 個人の権利義務の得喪及びその経緯　及び  12　法人の権利義務の得喪及びその経緯
 (4)補助金等の交付に関する重要な経緯

1

11 個人の権利義務の得喪及びその経緯　及び  12　法人の権利義務の得喪及びその経緯
 (5)不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯

146

14　告示、訓令及び通達の制定又は改廃及びその経緯 5

15　予算及び決算に関する事項 8

16　機構及び定員に関する事項 4

17　独立行政法人等に関する事項 4

18　政策評価に関する事項 1

19　公共事業の実施に関する事項 0

20　栄典又は表彰に関する事項 1

21　国会及び審議会等における審議等に関する事項 186

２(1)の② 重要な政策事項等
（阪神淡路大震災関連、オウム真理教対策、病原性大腸菌0157対策、中央省庁等改革、情報公開制定、不
  良債権処理関連施策、気候変動に関する京都会議関連施策、サッカーワールドカップ日韓共催等）

3

２(2) ・各行政機関において実施・運用している制度の運用状況の把握等の業務
・国際会議
・国際協力・国際交流
・統計調査
・その他（年次報告書、広報資料）

1,789

２(3) ・昭和27 年度までに作成・取得された文書 4,943

【Ⅰ】国の機関及び独立行政法人等の組織及び機能並びに政策の検討過程、決定、実施及び実績に関す
       る重要な情報が記録された文書

39

【Ⅱ】国民の権利及び義務に関する重要な情報が記録された文書 2

【Ⅲ】国民を取り巻く社会環境、自然環境等に関する重要な情報が記録された文書 87

【Ⅳ】国の歴史、文化、学術、事件等に関する重要な情報が記録された文書 2,429

9,879

別表第2
２(1)

１基本的
考え方

合計

事項



 

 

 
 
 

『
北
の
丸
』
第
48
号 

厚
生
労
働
省
移
管
文
書
の
特
徴 

二
二 

業
務
の
一
部
を
移
管
し
、
平
成
一
三
年
の
省
庁
再
編
に
よ
り
再
び
労
働
省
と
統
合
さ
れ

て
、
厚
生
労
働
省
と
な
る
ま
で
の
組
織
の
変
遷
に
つ
い
て
確
認
し
た
。
第
二
章
で
は
、

厚
生
省
設
置
の
直
前
か
ら
公
文
書
管
理
法
施
行
ま
で
の
文
書
管
理
の
変
遷
を
、
各
時
期

の
文
書
管
理
規
程
等
を
も
と
に
概
観
し
た
。
ま
た
、
文
書
の
受
入
れ
側
の
状
況
に
つ
い

て
は
、
第
三
章
に
お
い
て
国
の
移
管
制
度
及
び
移
管
基
準
の
変
遷
と
各
省
か
ら
実
際
に

移
管
さ
れ
た
文
書
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
た
。 

今
回
は
検
討
に
至
ら
な
か
っ
た
が
、
移
管
さ
れ
な
い
文
書
群
の
存
在
な
ど
に
つ
い
て

の
調
査
及
び
分
析
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

   

1 

栃
木
智
子
「
経
済
産
業
省
（
通
商
産
業
省
）
文
書
の
構
造
と
移
管
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」（
『
北

の
丸
』
四
三
号
、
二
〇
一
一
）
、
同
「
人
事
院
移
管
文
書
の
基
本
的
性
格
」（
同
四
七
号
、
二

〇
一
五
）
、
本
村
慈
「
文
部
省
・
文
部
科
学
省
に
お
け
る
文
書
管
理
と
国
立
公
文
書
館
移
管

文
書
」（
同
四
三
号
）
、
小
宮
山
敏
和
「
農
林
水
産
省
の
文
書
管
理
と
移
管
文
書
の
特
徴
」（
同

四
四
号
、
二
〇
一
二
）
、
水
野
京
子
「
内
閣
法
制
局
移
管
文
書
に
つ
い
て
」（
同
四
五
号
、
二

〇
一
三
）
。
こ
の
ほ
か
、
業
務
プ
ロ
セ
ス
に
着
目
し
た
、
太
田
由
紀
「
意
思
決
定
過
程
を
示

す
文
書
の
作
成
と
移
管 

―
国
土
交
通
省
移
管
文
書
・
水
資
源
開
発
基
本
計
画
を
中
心
と
し

て
」
（
同
四
四
号
）
、
筧
雅
貴
「
統
計
調
査
の
企
画
に
関
す
る
文
書
に
つ
い
て
の
一
考
察 

―

昭
和
四
五
年
国
勢
調
査
を
事
例
に
」
（
同
四
六
号
、
二
〇
一
四
）
が
あ
る
。 

2 

「
厚
生
省
官
制
制
定
社
会
局
官
制
廃
止
（
第
二
百
五
十
四
号
ヲ
以
テ
本
号
中
改
正
）」（
国
立

公
文
書
館
所
蔵 

御
二
一
四
一
八
） 

3 

厚
生
省
五
十
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
厚
生
省
五
十
年
史
』
記
述
編
（
財
団
法
人
厚
生
問
題
研

究
会
、
一
九
八
八
、
三
九
八
頁
） 

4 

「
労
働
省
設
置
法
」
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵 

御
三
一
八
四
五
） 

5 

「
厚
生
省
設
置
法
」
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵 

御
三
一
八
三
四
） 

6 

「
厚
生
労
働
省
設
置
法
」
（
平
成
一
一
年
七
月
一
六
日
法
律
第
九
七
号
） 
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（
二
〇
一
五
年
一
一
月
三
〇
日

参
照
） 

7 

前
掲
３
『
厚
生
省
五
十
年
史
』(

三
四
三
頁
）
及
び
、
厚
生
労
働
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
厚
生

労
働
省
の
は
じ
ま
り
」h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
m
h
l
w
.
g
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p
0
3
.
p
d
f

（
二
〇
一
五
年
一
一
月
三
〇
日
参
照
）。 

8 

「
二
〇
一
五
厚
生
労
働
省
業
務
ガ
イ
ド
」h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
m
h
l
w
.
g
o
.
j
p
/
h
o
u
d
o
u
_
k
o
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1
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-
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_
1
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.
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d
f
 

及
び
、
厚
生
労
働
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
主

な
仕
事
（
所
掌
事
務
）」ht

t
p
:
/
/
w
w
w
.
m
h
l
w
.
g
o
.
j
p
/
k
o
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s
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i
r
o
u
d
o
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s
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o
u
/
s
h
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g
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（
二

〇
一
五
年
一
一
月
三
〇
日
参
照
）。 

9 

「
厚
生
労
働
省
定
員
規
則
」
（
平
成
一
三
年
一
月
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
三
号
、
最
終
改
正

平
成
二
七
年
九
月
一
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
二
号
） 

10 

昭
和
七
年
「
内
務
省
文
書
保
存
規
程
」
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵 

昭
四
七
厚
生
三
） 

11 

大
正
一
一
年
「
社
会
局
処
務
規
程
」
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵 

昭
和
四
七
厚
生
四
） 

12 

大
正
一
三
年
「
社
会
局
文
書
編
纂
保
存
規
程
」
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵 

昭
四
七
厚
生
四
） 

13 

大
正
一
三
年
「
社
会
局
文
書
編
纂
類
別
」
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵 

昭
四
七
厚
生
四
） 

14 

下
重
直
樹
「
解
説
三 

内
政
・
経
済
関
係
官
庁
に
お
け
る
公
文
書
管
理
」
（
中
野
目
徹
、
熊

本
史
雄
編
『
近
代
日
本
公
文
書
管
理
制
度
史
料
集 

中
央
行
政
機
関
編
』
、
岩
田
書
院
、
二

〇
〇
九
） 

15 

「
例
規
（
各
種
規
定
）・
第
五
冊
・
昭
和
十
三
年
～
十
六
年
」（
国
立
公
文
書
館
所
蔵 

昭
四

七
厚
生
七
） 

16 

昭
和
一
三
年
「
厚
生
省
文
書
保
存
規
程
」
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵 

平
二
一
厚
労
四
三
一
） 

17 

昭
和
一
一
年
「
内
務
省
文
書
取
扱
規
程
」（
国
立
公
文
書
館
所
蔵 

昭
四
七
厚
生
五
） 

18 

「
文
書
整
理
法
に
つ
い
て
」
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵 

平
二
一
厚
労
四
三
一
） 

19 

「
文
書
整
理
保
存
の
要
領
（
昭
和
二
五
年
）」（
国
立
公
文
書
館
所
蔵 

平
二
一
厚
労
四
三
一
） 

20 

昭
和
二
五
年
「
厚
生
省
文
書
保
存
規
程
」
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵 

平
二
一
厚
労
四
三
一
） 

21 

前
掲
１
、
栃
木
論
文
及
び
拙
稿
を
参
照
。 

22 

昭
和
三
七
年
「
厚
生
省
本
省
文
書
保
存
規
程
」
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵 

平
二
一
厚
労
四
三

一
） 

23 
平
成
九
年
「
厚
生
省
文
書
管
理
規
程
」
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵 

平
二
〇
厚
労
二
〇
八
一
） 

24 

「
医
薬
品
に
よ
る
健
康
被
害
の
再
発
防
止
に
つ
い
て
」 

 
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
1
.
m
h
l
w
.
g
o
.
j
p
/
h
o
u
d
o
u
/
0
8
0
7
/
0
7
0
1
-
3
.
h
t
m
l

（
二
〇
一
五
年
一
一
月
三
〇
日

参
照
）
。
薬
害
エ
イ
ズ
事
件
を
契
機
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
が
発
足
、
平
成
八
（
一
九
九



 

 

 
 
 

『
北
の
丸
』
第
48
号 

厚
生
労
働
省
移
管
文
書
の
特
徴 

二
三 

六
）
年
七
月
一
日
に
報
告
書
が
出
さ
れ
た
。 

25 
平
成
九
年
七
月
一
日
「
厚
生
省
文
書
管
理
規
程
の
制
定
に
つ
い
て
」
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵 

平
二
〇
厚
労
二
〇
八
一
） 

26 

平
成
一
三
年
ま
で
の
各
省
庁
に
お
け
る
文
書
管
理
規
程
等
の
制
定
・
改
廃
時
期
は
、
①
各
省

庁
の
設
置
期
、
②
昭
和
二
四
～
二
五
年
前
後
、
③
昭
和
四
〇
年
代
に
多
く
み
ら
れ
る
と
い
う

傾
向
が
あ
る
。 

27 
 

労
働
大
臣
官
房
総
務
課
編
『
労
働
省
文
書
関
係
規
程
集 

昭
和
五
四
年
一
〇
月
』
（
一
九
七

九
） 

28 

「
文
書
処
理
規
定
制
定
改
廃
原
議 

昭
和
四
三
年
度
～
昭
和
五
三
年
度 

第
一
分
冊
」
（
国

立
公
文
書
館
所
蔵 

平
二
一
厚
労
四
二
九
） 

29 
 

例
え
ば
、
「
総
理
府
秘
密
文
書
取
扱
規
程
」
（
昭
和
四
〇
年
六
月
一
六
日
総
理
府
訓
令
第
六

号
）
、
「
環
境
庁
秘
密
文
書
取
扱
規
程
」
（
昭
和
四
七
年
五
月
一
二
日
環
境
庁
訓
令
第
六
号
）
、

「
国
土
庁
秘
密
文
書
管
理
規
程
」
（
昭
和
四
九
年
一
一
月
八
日
国
土
庁
訓
令
第
一
一
号
）
な

ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。 

30 

「
厚
生
労
働
省
文
書
管
理
規
程
」h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
m
h
l
w
.
g
o
.
j
p
/
h
o
u
d
o
u
/
2
0
0
7
/
1
1
/
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/
 

h
1
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0
-
4
o
.
p
d
f

（
二
〇
一
五
年
一
一
月
三
〇
日
参
照
）
。
な
お
、
訓
令
番
号
に
つ
い
て
は
、

「
厚
生
労
働
省
文
書
管
理
規
程
の
手
引
」
（
情
報
公
開
文
書
室
、
二
〇
〇
一
） 
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.
p
d
f

（
二
〇
一
五
年
一
一
月
三

〇
日
参
照
）
に
よ
れ
ば
、
官
報
に
掲
載
す
る
訓
令
の
訓
令
番
号
は
「
厚
生
労
働
省
訓
令
．
．
第
○

号
」
と
し
、
掲
載
し
な
い
も
の
は
「
厚
生
労
働
省
訓．
第
○
号
」
と
す
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。 

31 

「
行
政
文
書
の
管
理
方
策
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
平
成
一
二
年
二
月
二
五
日
各
省
庁

事
務
連
絡
会
議
申
合
せ
）h

t
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（
二
〇
一
五
年
一
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月
三
〇
日
参
照
） 

32 

公
文
書
等
の
適
切
な
管
理
、
保
存
及
び
利
用
に
関
す
る
懇
談
会
（
第
一
四
回
、
平
成
一
八
年

六
月
二
二
日
開
催
）
参
考
資
料
３
「
各
省
庁
現
用
文
書
推
計
調
査
結
果
概
要
（
速
報
）
」

h
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p
:
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w
8
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_
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/

s
a
n
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o
0
3
.
p
d
f

（
二
〇
一
五
年
一
一
月
三
〇
日
参
照
） 

33 

『
文
書
管
理
に
関
す
る
各
府
省
庁
の
優
良
事
例
集
』
（
内
閣
官
房
公
文
書
管
理
検
討
室
、
二

〇
〇
八
）
二
二
頁
及
び
「
参
考
二
」
八
～
九
頁
。 

34 

平
成
一
九
年
（
二
〇
〇
七
）
一
〇
月
、
Ｃ
型
肝
炎
訴
訟
に
関
し
て
、
Ｃ
型
肝
炎
ウ
ィ
ル
ス
に

感
染
し
た
疑
い
の
あ
る
四
一
八
人
の
リ
ス
ト
が
同
省
の
地
下
倉
庫
に
放
置
さ
れ
て
い
た
問

題
が
発
覚
し
、
厚
生
労
働
省
や
製
薬
会
社
に
対
し
て
批
判
が
集
中
し
た
件
を
さ
す
。
薬
害
肝

炎
被
害
者
を
救
済
す
る
た
め
の
法
律
「
薬
害
肝
炎
救
済
法
」
や
、
肝
炎
対
策
の
基
本
指
針
・

基
本
的
施
策
な
ど
に
つ
い
て
定
め
た
「
肝
炎
対
策
基
本
法
」
の
契
機
と
な
る
と
と
も
に
、
公

文
書
管
理
の
不
適
切
な
事
例
と
し
て
公
文
書
管
理
法
制
定
に
つ
な
が
る
出
来
事
と
な
っ
た
。 

35 

「
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
平
成
二
三
年
四
月
一
日
内
閣
総
理
大
臣

決
定
）h
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/
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（
二
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年
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） 

36 

「
厚
生
労
働
省
行
政
文
書
管
理
規
則
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p
d
f

（
二
〇
一
五
年
一
一
月
三
〇
日
参
照
） 

37 

前
掲
１
、
栃
木
論
文
。
中
島
康
比
古
、
水
野
京
子
「
国
際
標
準
に
基
づ
く
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
所

蔵
機
関
情
報
記
述
の
試
み 

―
国
立
公
文
書
館
を
事
例
と
し
て
―
」
（
『
北
の
丸
』
四
六
号
、

二
〇
一
四
、
六
五
～
六
八
頁
） 

38 

『
国
立
公
文
書
館
年
報
』
平
成
一
三
年
度
（
二
〇
〇
一
）
の
五
八
頁
の
リ
ス
ト
「
所
蔵
公
文

書
等
目
録
一
覧
（
昭
和
四
六
年
～
平
成
一
二
年
移
管
分
）
」
と
現
在
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ

ブ
の
搭
載
情
報
か
ら
、
昭
和
五
二
年
度
移
管
分
の
「
支
出
計
算
書
附
属
証
拠
書
類
、
社
会
保

険
労
務
士
資
格
選
考
申
請
書
等
」
及
び
同
五
三
年
移
管
分
「
健
康
保
険
法
施
行
関
係
」
が
返

却
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

39 

国
立
公
園
に
関
す
る
業
務
（
「
Ｅ
国
立
公
園
」
）
は
、
昭
和
四
六
年
に
設
置
さ
れ
た
環
境
庁
の

所
管
行
政
と
な
っ
た
た
め
文
書
も
引
き
継
が
れ
、
環
境
庁
よ
り
移
管
実
績
が
あ
る
。 

40 

技
能
士
と
は
、
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
が
名
乗
る
こ
と
が
で
き
る
名
称
独
占
資
格
。
技
能

検
定
に
は
、
機
械
加
工
、
建
築
大
工
や
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
な
ど
全
部
で

一
二
八
職
種
の
試
験
が
あ
る
。 

41 

平
成
二
〇
・
二
一
年
度
に
は
合
計
二
五
冊
の
移
管
実
績
が
あ
る
。 

42 

平
成
二
二
年
三
月
一
九
日
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
「
戦
没
者
等
援
護
関
係
の
資
料
の
移
管
等
に
つ

い
て
」http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/senbotsusha/ 
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【図表１】厚生省の組織及び文書管理規程の変遷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年
昭和13年1月11日
（1938）

昭和13年
（1938）

昭和16年
（1941）

昭和17年
（1942）

昭和18年
（1943）

昭和20年
（1945）

昭和21年
（1946）

昭和22年9月
（1947）

昭和23年
（1948）

昭和24年
（1949）

昭和29年
（1954）

昭和34年
（1959）

昭和36年
（1961）

昭和37年
（1962）

昭和39年
（1964）

昭和46年
（1971）

昭和59年
（1984）

平成4年
（1992）

平成9年
（1997）

平成13年
（2001）

平成15年
（2003）

平成23年4月1日
（2011）

関連事項 厚生省の創設
中央労働委員会の
設置

労働省の設置 引揚援護庁の設置 厚生省設置法制定 社会保険庁の設置
環境庁の設置、国
立公文書館の設置

厚生労働省の発足、
情報公開法施行

公文書管理法施行

本省局 大臣官房 大臣官房 大臣官房 大臣官房 大臣官房 大臣官房 大臣官房 大臣官房 大臣官房 大臣官房 大臣官房 大臣官房 大臣官房 大臣官房 大臣官房 大臣官房
※昭和43.6.15設置の
国立公園部の業務を
環境庁へ移管

大臣官房 大臣官房 大臣官房 大臣官房 大臣官房 大臣官房

文部省
大臣官房

体力局 体力局 人口局
（昭和16.8.1設置）

人口局 健民局
（昭和18.11.1設置）

健民局
※昭和21.2.1体練課
の業務を文部省へ移
管

公衆保健局
（昭和21.11.5設置）

公衆保健局 公衆衛生局
（昭和23.7.15設置）

公衆衛生局 公衆衛生局 公衆衛生局 公衆衛生局 公衆衛生局 公衆衛生局 公衆衛生局 健康政策局
（昭和59.7.1設置）

健康政策局 健康政策局 医政局 医政局 医政局

衛生局 衛生局 衛生局 衛生局 衛生局 衛生局 医務局
（昭和21.11.5設置）

医務局 医務局 医務局 医務局 医務局 環境衛生局
（昭和36.6.1設置）

環境衛生局 環境衛生局 環境衛生局
※昭和42.6.20設置の
公害部の業務の一部
を環境庁へ移管

保健医療局
（昭和59.7.1設置）

保健医療局 保健医療局 健康局 健康局 健康局

予防局 予防局 予防局 勤労局
（昭和17.11.1設置）

勤労局 社会局
（昭和20.10.27設置）
※一部を戦災復興院
へ。昭和21.3.13引揚
援護課の業務を引揚
援護院へ移管

予防局
（昭和21.11.5設置）

予防局 予防局 薬務局 薬務局 薬務局 医務局 医務局 医務局 医務局 生活衛生局
（昭和59.7.1設置）

生活衛生局 生活衛生局 医薬局 医薬食品局
（平成15.7.1設置）

医薬食品局

社会局 社会局 生活局
（昭和16.8.1設置）

保険局
(昭和17.11.1設置。保
険院より移管)

保険局 労政局
（昭和20.10.27設置）

社会局 社会局 薬務局
（昭和23.7.15設置）

社会局 社会局 社会局 薬務局 薬務局 薬務局 薬務局 薬務局 薬務局 医薬安全局
（平成9.7.1設置）

労働基準局 労働基準局 労働基準局

労働局 労働局 労働局 勤労局 労政局
※昭和22.9.1労働省
へ移管

児童局
（昭和22.3.9設置）

社会局 児童局 児童局 児童局 社会局 社会局 国立公園局
（昭和39.7.1設置）
※昭和43.6.15大臣官
房国立公園部へ移管

社会局 社会局 社会・援護局
（平成4.7.1設置）

社会・援護局 職業安定局 職業安定局 職業安定局

臨時軍事援護部 臨時軍事援護部
（昭和14.7.15軍事保
護院へ）

職業局
（昭和16.1.10設置）

保険局 勤労局
※昭和22.4.15職業安
定局へ改組後、昭和
22.9.1労働省へ移管

保険局 児童局 保険局 引揚援護局
（昭和29.4.1設置。引
揚援護庁より移管）

保険局 児童局 児童局 社会局 児童家庭局 児童家庭局 老人保健福祉局
（平成4.7.1設置）

老人保健福祉局 職業能力開発局 職業能力開発局 職業能力開発局

職業部
（昭和13.4.18設置）

臨時防疫局
（昭和20.10.27設置）

保険局 第一復員局
（昭和22.10.15設置。
復員庁より移管。）

復員局
（昭和23.1.1設置）
※昭和23.5.31引き揚
援護庁へ移管

年金局
（昭和34.5.1設置）

保険局
※業務の一部を昭和
37.7.設置の社会保険
庁へ移管

保険局 児童家庭局
（昭和39.7.1設置）

保険局 保険局 児童家庭局 児童家庭局 雇用均等・児童家庭
局

雇用均等・児童家庭
局

雇用均等・児童家庭
局

失業対策部
（昭和13.10.1設置）

保険局 引揚援護局 年金局 年金局 保険局 年金局 年金局 保険局 保険局 社会・援護局 社会・援護局 社会・援護局

援護局
（昭和36.6.1設置）

援護局 年金局 援護局 援護局 年金局 年金局 老健局 老健局 老健局

援護局 保険局 保険局 保険局

年金局 年金局 年金局

文書管
理規程
等

内務省文書取扱規
程
（昭和11年12月24日
内務省訓令第1058
号）
（昭和21年7月29日廃
止）

内務省文書保存規
程
(昭和7年4月30日内
務省訓令第1212号)
（昭和21年7月29日廃
止）

社会局処務規程
（大正11年11月1日内
務省社会局達第1号）

厚生省文書取扱規
程
（昭和13年1月11日厚
生省訓令第5号）
（平成9年7月1日廃
止）

厚生省文書保存規
程
（昭和13年1月11日厚
生省訓令第6号）

厚生省総動員機密
取扱規程
（昭和15年3月11日厚
生省訓令第96号）

厚生省機密文書取
扱規程
（昭和15年3月11日厚
生省訓令第97号）

厚生省文書保存規
程
（改正、昭和25年6月
1日厚生省訓令第34
号）

厚生省文書整理保
存規程
（昭和25年6月1日厚
生省訓令第34号）
（平成9年7月1日廃
止）

厚生省本省文書保
存規程
（改正、昭和37年7月
1日厚生省訓令第35
号）

厚生省秘密文書取
扱規程
（昭和43年5月24日厚
生省訓令第10号）

厚生省文書管理規
程
（平成9年7月1日厚生
省訓第71号）

厚生労働省行政文
書管理規則
（平成23年4月1日厚
生労働省訓第20号）

保存年
限区分

内務省文書保存規程
第2条

・第1類（永久保存）
・第2類（30年保存）
・第3類（20年保存）
・第4類（10年保存）
・第5類（5年保存）
・第6類（1年保存）

社会局文書編纂保
存規程
（大正13年2月1日内
務省社会局達第1号）

・第1種（永久保存）
・第2種（20年保存）
・第3種（10年保存）
・第4種（1年保存）

厚生省文書保存規程

・永久保存
・20年保存
・10年保存
・5年保存
・1年保存

厚生省文書保存規程
「厚生省記録文書分
類表」

・永久保存
・10年保存
・3年保存

厚生省本省文書保存
規程　別表第2「記録
文書保存期間区分
表」

・永久保存
・10年保存
・3年保存

厚生省文書管理規程
別表第2

・第1類（永久保存）
・第2類（10年保存）
・第3類（5年保存）
・第4類（3年保存）

別表第1　行政文書
の保存期間基準
別表第2　保存期間
満了時の措置の設定
基準

・30年保存
・10年保存
・5年保存
・3年保存
・1年保存
・1年未満
・常用（無期限）

文書
分類

内務省文書保存規程
第4条

・第1類
・第2類
・第3類
・第4類
・第5類
・第6類

社会局文書編纂類
別
（大正13年2月20日内
務省社会局達第2号）

・第1類（庶務課）
・第2類（統計課）
・第3類（第一部）
・第4類（第二部）
・第5類（健康保険部）

厚生省文書保存規程
別表「各文書之類編
別」

・第1類（永久保存）
・第2類（20年保存）
・第3類（10年保存）
・第4類（5年保存）
・第5類（1年保存）

厚生省文書保存規程
別表第1「厚生省記録
文書分類表」

・部門（A～P）
・類（0～8）
・項（0～9）
・目（0～9）
※業務別の分類

厚生省本省文書保存
規程　別表第1「厚生
省記録文書分類表」

・部門（A～P）
・類（0～7）
・項（0～9）
※業務別の分類

厚生省文書管理規程
別表第2

（行政文書ファイル管
理簿）

・大分類
・中分類
・小分類
※主に組織別の分類

厚生労働省文書管理規程
（平成13年1月6日訓令第21号）
（平成23年4月1日廃止）

別表2　行政文書保存期間基準表

・第1類（30年保存）
・第2類（10年保存）
・第3類（5年保存）
・第4類（3年保存）
・第5類（1年保存）
・第6類（事務処理上必要な1年未満の期間）

行政文書分類基準表
（行政文書ファイル管理簿）

・大分類
・中分類
・小分類
※主に組織別の分類

～昭和13年
（～1938）

厚生省発足以前

内務省（外局）
社会局

内務省
衛生局
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【図表３】文書保存年限及び文書類型（昭和 13 年～平成 13 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和13年「厚生省文書保存規程」別表各文書の類編別  昭和37年改正「厚生省文書保存規程」別表第2記録文書保存期間区分表 平成9年「厚生省文書管理規程」別表第2 平成13年「厚生労働省文書管理規程」　別表2行政文書保存期間基準表
分類・保
存年限

分類・保
存年限

分類・保
存年限

分類・保
存年限

1 法規の制定、改廃に関するもの其の他規徴証に供すべきもの 1 法規の制定、改廃に関するもの 1 法律、政令、省令又は告示の制定又は改廃に関するもの 1 法律又は政令の制定、改正又は廃止その他の案件を閣議にかけるための決裁文書

2 閣議稟請、諮問等にして重要なるもの 2 閣議請議、諮問等で重要なもの 2 訓令、通達、例規等であって組織、会計又は職務執行の基準に該当するもの 2
特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人（以下「認可法人」という。）の新設又は廃止に係る意志決
定を行うための決裁文書

3 帝国議会関係資料にして重要なるもの 3 国会関係資料であって重要なもの 3 閣議請議、閣議報告及び閣議了解に関するもの 3 前2号に掲げるもののほか、国政上の重要な事項に係る意志決定を行うための決裁文書

4 国際会議又は国際条約に関するものにして重要なるもの 4 国際会議又は国際条約に関するもの 4 閣議又は大臣若しくは事務次官等の会議における合意、申合せ等に関するもの 4 省令の制定、改正又は廃止のための決裁文書

5 官報、公報及諸統計並に原簿台帳等の簿冊にして重要なるもの 5 官報、公報、諸統計並びに原簿、台帳で重要なもの 5 審議会等の諮問又は答申（建議、報告その他のこれに準ずるものを含む。） 5 告示又は訓令のうち特に重要なものの制定、改正又は廃止のための決裁文書

6 報告、復命又は調査にして特に重要なるもの 6 許可、認可、承認、免許又は契約等で重要なもの 6 国会における質疑及び応答に関する記録で重要なもの 6
行政手続法（平成5年法律第88号）第2条第3号に規定する許認可等（以下「許認可等」という。）をするための決裁文書であって、当該許認
可等の効力が30年間存続するもの

7 許可、認可、承認、特許、免許又は契約等にして特に重要なるもの 7 法人に関するもの 7 許可、認可、承認等に関するもので重要なもの 7 国又は厚生労働省を当事者とする訴訟の判決書

8 法人に関するもの 8 職員の進退に関するもので重要なもの 8 免許、資格等に関するもので重要なもの 8 国有財産法（昭和23年法律第73号）第32条に規定する台帳

9 訴願裁決、訴訟等にして重要なるもの 9 国庫金の出納並びに財政上の処分に関するもの 9 公益法人の設立の許可及び許可の取消しその他監督上重要な事項に関するもの 9 省発議文書台帳、部局等発議文書台帳及び課発議文書台帳

10 職員の進退に関するものにして重要なるもの 10 法規の施行に関する訓令、指令、通知、告示、公告、内規等で重要なもの 10 不服申立てに対する決裁又は決定に関するもの 10 行政文書ファイル管理簿

11 地方長官会議及参与会議並に各種調査会に関するものにして重要なるもの 11 報告、届出、復命又は調査であって特に重要なもの 11 訴訟に関するもの 11 公印又は電子署名の制定、改正又は廃止を行うための決裁文書

12 国庫金の出納並に財政上の処分に関するもの 12 訴願、訴訟等で重要なもの 12 国際条約並びに国際会議における宣言及び報告その他の合意文書に関するもの 12 前各号に掲げるもののほか、30年の保存期間が必要であると認められるもの

13 前各編に掲ぐるものの外永久保存を必要と認むるもの 13 会計上の証こ書類で重要なもの 13 統計、年報、調査研究結果等に関するもの

14 連合軍関係の覚書、指令、勧告、報告又は調査で特に重要なもの 14 所管行政の記録となるべき資料で重要なもの

15 その他主務局長が永久保存を必要と認めるもの

16 叙位、叙勲、表彰等に関するもの

17 職員の任免、身分又は賞罰に関するもの

18 審議会等の委員、幹事等の任免に関するもの

19 前各号に掲げる文書のほか、総務課長が永久保存を必要と認めるもの

1 法規の執行に関する訓令、指令、通牒、告示、公告、内規 1 閣議請議、諮問等で重要でないもの 1 訓令、通達、例規等であって組織、会計又は職務執行の基準に該当しないもの 1 審議会等に諮問するための決裁文書

2 建議、請願又は陳情等にして重要なるもの 2 国会関係資料であって重要でないもの 2 閣議に提出したもので閣議請議、閣議報告及び閣議了解以外のもの 2 審議会等の答申、建議又は意見が記録されたもの

3 報告、届出、復命又は調査にして重要なるもの 3 法規の施行に関する訓令、指令、通知、告示、公告、内規等で重要でないもの 3 国際会議に関するもの（第1類第12号に該当するものを除く。） 3 告示又は訓令の制定、改正又は廃止のための決裁文書（第1類第5号又は第3類第2号に該当するものを除く。）

4 許可、認可、承認、特許、免許又は契約等にして重要なるもの 4 訴願、訴訟等で重要でないもの 4 国会における質疑及び応答に関する記録（重要なものを除く。） 4 行政手続法第5条第1項の審査基準、同法第12条第1項の処分基準その他の法令の解釈又は運用の基準を決定するための決裁文書

5 訴願、訴訟等にして重要ならざるもの 5 報告、届出、復命又は調査で重要なもの 5 国会法（昭和22年法律第79号）第81条により内閣に送付された請願の処理に関するもの 5 例規、通達又は通知のうち重要なものの制定、改正又は廃止のための決裁文書（前号に該当するものを除く。）

6 地方庁部課長会議に関するもの 6 連合軍関係の覚書、指令、勧告、報告又は調査で重要なもの 6 許可、認可、承認等に関するもの（重要なものを除く。） 6 許認可等をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が10年間存続するもの（第1類第6号に該当するものを除く。）

7 職員の進退に関するものにして重要ならざるもの 7 地方庁部課長会議に関するもの 7 免許、資格等に関するもの（重要なものを除く。） 7 国際条約又は国際会議に関するもののうち重要なもの

8 会計上の証憑書類にして重要なるもの 8 各種審議会等に関するもの 8 審議会等の議事資料及び議事録 8 前各号に掲げるもののほか、所管行政上の重要な事項に係る意思決定を行うための決裁文書（第1類に該当するものを除く。）

9 保健衛生に関するものにして重要なるもの 9 許可、認可、承認、免許又は契約等で法律関係の10年以下のもの 9 所管行政の記録となるべき資料（重要なものを除く。） 9 不服申立てに対する決裁又は決定その他の処分を行うための決裁文書

10 一般社会事業並に職業保護に関するものにして重要なるもの 10 職員の進退に関するもので重要でないもの 10 指導、監査等に関するもの 10 栄典又は表彰を行うための決裁文書

11 労働運動、労働法制又は労働者保護に関するものにして重要なるもの 11 その他主務局長が10年保存を必要と認めるもの 11 公益法人の監督に関するもの（重要なものを除く。） 11 国又は厚生労働省を当事者とする訴訟に関するもの（第1類第7号若しくは第4類第7号に該当するもの又は特に軽易なものを除く。）

12 軍事援護並に労務調整に関するものにして重要なるもの 12 前各号に掲げるもののほか、10年の保存期間が必要であると認められるもの（第1類に該当するものを除く。）

13 前各編に掲ぐるものの外20年保存を必要と認むるもの

1 閣議稟請、諮問等にして重要ならざるもの 13 職員の給与に関するもの

2 帝国議会関係資料にして重要ならざるもの 14 予算、決算、支出負担行為、出納その他会計に関するもので重要なもの

3 国際会議又は国際条約に関するものにして重要ならざるもの 15 報告、届出等に関するもので重要なもの

4 報告、復命又は調査にして重要ならざるもの 16 前各号に掲げる文書のほか、主管課長が１０年保存を必要と認めるもの

5 許可、認可、承認、特許、免許又は契約等にして其の法律関係の10年以下のもの

6 会計上の証憑書類にして重要ならざるもの

7 職員の出張並に傭人の進退に関するもの

8 各種調査会に関するものにして重要ならざるもの

9 保健衛生に関するものにして重要ならざるもの

10 一般社会事業並に職業保護に関するものにして重要ならざるもの

11 労働運動、労働法制又は労働者保護に関するものにして重要ならざるもの

12 軍事援護並に労務調整に関するものにして重要ならざるもの

13 前各編に掲ぐるものの外10年保存を必要と認むるもの

1 訓令、指令、通牒、告示、公告又は内規にして単に一時の措置に関し其の法律関係の5年以上に及ばざるもの 1 連合軍関係の報告又は調査等で重要でなく、かつ、一時的処置に関するもの 1 予算、決算、支出負担行為、出納その他会計に関するもの（重要なものを除く。） 1 審議会等に関するもの（第2類第1号若しくは第2号若しくは第5類第2号に該当するもの又は特に軽易なものを除く。）

2 建議、請願又は陳情等にして軽易なるもの 2 訓令、指令、通知、告示、公告又は内規等で法律関係の3年以上に及ばないもの 2 補助金等の交付に関するもの 2 告示又は訓令のうち軽易なものの制定、改正又は廃止のための決裁文書

3 報告、届出、復命又は調査にして軽易なるもの 3 建議、請願又は陳情等で軽易なもの 3 前2号に掲げる文書のほか、主管課長が５年保存を必要と認めるもの 3 例規、通達又は通知の制定、改正又は廃止のための決裁文書（第2類第4号若しくは第5号又は第5類第3号に該当するものを除く。）

4 許可、認可、承認、特許、免許又は契約等にして其の法律関係の5年以下のもの 4 報告、届出等で軽易なもの 1 広報に関するもの 4 法律又はこれに基づく命令により作成すべきものとされる事務及び事業の基本計画若しくは年度計画書又はこれらに基づく実績報告書

5 原簿台帳等の簿冊にして軽易なるもの 5 取下返れい書類 2 職員の服務及び福利厚生に関するもの 5
独立行政法人、特殊法人、認可法人又は民法（明治29年法律89号）第34条の規程により設立された法人の業務の実績報告書その他の監
督に関するもの

6 保健衛生に関するものにして軽易なるもの 6 省内各局間照復文書 3 各都道府県の部局長会議又は課長会議その他これに準ずる会議に提出した資料 6
許認可等をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が5年間存続するもの（第1類第6号又は第2類第6号に該当するものを除
く。）

7 一般社会事業並に職業保護に関するものにして軽易なるもの 7 職員の諸願届 4 報告、届出等に関するもの（重要なものを除く。） 7 行政手続法第2条第4号の不利益処分（その性質上、それによって課される義務の内容が軽微なものを除く。）をするための決裁文書

8 労働運動、労働法制又は労働者保護に関するものにして軽易なるもの 8 文書、電報、書留、使送等の接受発送の帳簿 5 前各号に掲げる文書のほか、主管課長が３年保存を必要と認めるもの 8 国際条約又は国際会議に関するもの（第2類第7号若しくは第5類第4号に該当するもの又は特に軽易なものを除く。）

9 軍事援護並に労務調整に関するものにして軽易なるもの 9 その他主務局長が3年保存を必要と認めるもの 9 指導、監査等に関する決裁文書

10 前各編に掲ぐるものの外5年保存を必要と認むるもの 10 補助金の交付に関する決裁文書

1 報告、届出等にして極めて軽易なるもの 11 前各号に掲げるもののほか、所管行政に係る意思決定を行うための決裁文書（第1類、第2類、第4類又は第5類に該当するものを除く。）

2 書類の取下返戻 12 予算決算及び会計令（昭和22年勅令165号）第22条に規定する書類又はその写し

3 省内各局間照復 13 省収受文書台帳、配布文書台帳、部局収受文書台帳、課収受文書台帳、発送文書台帳及び保存期間満了前廃棄行政文書ファイル台帳

4 職員の請願届及除服出仕 14 前各号に掲げるもののほか、5年の保存期間が必要であると認められるもの（第1類又は第2類に該当するものを除く。）

5 文書、電報等の接受発送の簿冊にして軽易なるもの 1
許認可等をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が3年間存続するもの（第1類第6号、第2類第6号又は第3類第6号に該当
するものを除く。）

6 其の他1年保存を必要と認むるもの 2 所管行政上の定型的な事務に係る意思決定を行うための決裁文書（第5類に該当するものを除く。）

3 調査又は研究の結果が記録されたもの

4 国会の審議に関するもの（第5類第7号に該当するものを除く。）

5 前2号に掲げるもののほか、所管行政に係る政策の決定又は遂行上参考とした事項が記録されたもの

6
職員の任免、身分又は賞罰に関するもの、職員の給与に関するもの、職員の服務及び福利厚生に関するものその他職員の勤務の状況が
記録されたもの

7 国又は厚生労働省を当事者とする訴訟に関するもののうち軽易なもの（特に軽易なものを除く。）

8 前各号に掲げるもののほか、3年の保存期間が必要であると認められるもの（第1類から第3類までに該当するものを除く。）

1 許認可等をするための決裁文書（第1類第6号、第2類第6号、第3類第6号又は第4類第1号に該当するものを除く。）

2 審議会等に関するもののうち軽易なもの（特に軽易なものを除く。）

3 例規、通達又は通知のうち特に軽易なものの制定、改正又は廃止のための決裁文書

4 国際条約又は国際会議に関するもののうち軽易なもの（特に軽易なものを除く。）

5 前3号に掲げるもののほか、所管行政上の軽易な事項に係る意思決定を行うための決裁文書

6 報告書、届出書その他所管行政に係る確認を行うための決裁文書（第1類から第4類までに該当するものを除く。）

7 国会の審議に関するもののうち特に軽易なもの

8 広報に関する決裁文書

9 前各号に掲げるもののほか、1年の保存期間が必要であると認められるもの（第1類から第4類までに該当するものを除く。）
第６類

（1年未満） － 第1類から第5類までに該当しない行政文書

（
１
０
年
保
存

）

第
３
類

（
１
年
保
存

）

第
５
類

（
５
年
保
存

）

第
４
類

文書例

（
３
０
年
保
存

）

第
１
類

（
１
０
年
保
存

）

第
２
類

文書例

（
永
久
保
存

）

第
１
類

（
２
０
年
保
存

）

第
２
類

永
久
保
存

１
０
年
保
存

3
年
保
存

15
環境衛生金融公庫、水資源開発公団、環境事業団、社会福祉・医療事業団、心身障害者福祉協会、社会保険診療報酬支払基金、農業者
年金基金及び年金福祉事業団の役員の任免及び業務の方法に関するもの

環境衛生金融公庫、水資源開発公団、環境事業団、社会福祉・医療事業団、心身障害者福祉協会、社会保険診療報酬支払基金、農業者
年金基金及び年金福祉事業団の予算及び決算その他の財務並びに監督に関するもの
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（
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存

）

第
１
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（
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０
年
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存

）
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類
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５
年
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）
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３
類

（
３
年
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）
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４
類

（
１
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存

）
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５
類

（
３
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存

）

第
４
類

（
５
年
保
存

）

第
３
類
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昭
和

3
7
年
労

働
省
文

書
分
類

表
 

第
1
分

類
（
各

局
部

）
第

2
分

類
（
各

課
室

）
第

3
分

類
（
係

又
は

業
務

）
第

4
分

類

A
　

大
臣

官
房

1
 秘

書
課

0
0 一

般
0
 一

般

0
1 秘

書
0
 一

般
1
 大

臣
2
 政

務
次

官
3
 事

務
次

官
4
 官

房
長

9
 雑

0
2 庶

務
0
 一

般
1
 人

事
服

務
2
 給

与
3
 予

算
・経

理
4
 共

済
厚

生
5
 退

職
金

年
金

等
6
 旅

費
7 官

公
印

9
 雑

0
3 任

用
（
本

省
、

附
属

機
関

、
外

局
）

0
 一

般
1
 本

官
任

免
原

議
2
 雇

用
人

嘱
託

任
免

原
議

3
 常

□
、

臨
職

、
任

免
原

議
4
 非

常
勤

職
員

任
免

原
議

5
 公

労
委

任
免

原
議

6
 履

歴
書

7 任
用

例
規

8
 任

免
権

委
任

訓
令

9
 雑

0
4 任

用
（
保

護
官

署
）

0
 一

般
1
 任

免
原

議
2
 労

働
基

準
監

督
官

指
定

書
3
 労

働
基

準
監

督
官

任
用

4
 履

歴
書

5
 人

事
関

係
諸

報
告

9
 雑

0
5 任

用
（
職

業
官

署
）

0
 一

般
1
 任

免
原

議
2
 地

方
職

業
安

定
審

議
会

任
免

原
議

3
 履

歴
書

9
 雑

0
6 任

用
（
年

次
採

用
）

0
 一

般
1
 上

級
職

採
用

関
係

2
 上

級
職

履
歴

書
3
 年

次
採

用
者

名
簿

4
 衛

生
看

護
技

術
職

員
関

係
9
 雑

0
7 任

用
（
特

別
職

）
0
 一

般
1
 特

別
職

進
退

2
 閣

議
了

解
人

事
原

議
3
 指

定
官

職
選

考
承

認
9
 雑

0
8 任

用
（
IL

O
）

0
 一

般
1
 国

際
労

働
機

関
人

事
原

議
2
 渉

外
出

張
人

事
原

議
9
 雑

0
9 任

用
（
国

会
承

認
人

事
）

0
 一

般
1
 労

働
保

険
審

査
会

人
事

2
 労

働
保

険
審

査
会

国
会

承
認

関
係

3
 公

労
委

委
員

任
免

及
び

国
会

承
認

4
 公

労
委

委
員

任
免

調
停

委
員

任
免

5
 労

災
保

険
審

査
参

与
人

事
6
 失

業
保

険
審

査
参

与
人

事
9
 雑

1
0 任

用
（
兼

業
兼

職
）

0
 一

般
1
 職

員
の

選
考

任
用

承
認

2
 本

省
職

員
療

養
発

令
原

議
3
 兼

業
兼

職
許

可
承

認
4
 営

利
企

業
就

職
承

認
5
 特

別
待

命
臨

時
待

命
原

議
6
 各

省
庁

非
常

勤
官

職
併

任
7 定

員
化

承
認

関
係

9
 雑

1
1 任

用
（
事

業
団

等
）

0
 一

般
1
 各

種
審

議
会

委
員

任
免

原
議

2
 労

働
福

祉
事

業
団

人
事

3
 雇

用
促

進
事

業
団

人
事

4
 炭

鉱
離

職
者

援
護

会
人

事
5
 日

本
労

働
協

会
人

事
6
 中

小
企

業
退

職
全

事
業

団
人

事
9
 雑

1
2 任

用
（
特

別
非

常
勤

）
0
 一

般
1
 婦

人
少

年
室

協
助

員
婦

人
問

題
相

談
員

人
事

2
 じ

ん
肺

診
査

医
任

免
原

議
3
 け

い
肺

診
査

医
任

免
原

議
4
 粉

じ
ん

対
策

指
導

員
任

免
原

議
5
 技

能
検

定
委

員
任

免
原

議
6
 安

全
指

導
員

任
免

原
議

9
 雑

1
3 退

官
退

職
（
発

令
）

0
 一

般
1
 支

給
発

令
原

議
2
 例

規
通

達
3
 支

給
発

令
整

理
簿

4
 地

方
公

共
団

体
退

職
手

当
条

例
9
 雑

1
4 退

官
退

職
（
予

算
経

理
）

0
 一

般
1
 退

職
者

実
態

調
査

2
 年

齢
別

勤
続

年
数

別
調

査
3
 退

職
者

名
簿

4
 法

第
5
条

適
用

関
係

5
 予

算
関

係
6
 経

理
状

況
9
 雑

1
5 恩

給
0
 一

般
1
 進

達
原

議
2
 進

達
整

理
簿

3
 照

会
4
 普

通
恩

給
受

給
権

消
滅

届
5
 再

就
職

届
6
 地

方
公

共
団

体
恩

給
条

例
7 新

恩
給

制
度

（
勧

告
）

8
 例

規
通

達
9
 雑

1
6 共

済
年

金
0
 一

般
1
 進

達
整

理
簿

2
 例

規
通

達
3
 解

釈
例

規
4
 前

歴
調

査
進

捗
状

況
5
 労

働
福

祉
事

業
団

輸
出

者
名

簿
6
 公

庫
等

通
算

関
係

資
料

7 事
業

団
出

向
（
復

帰
）

協
議

9
 雑

1
7 給

与
第

一
0
 一

般
1
 俸

給
等

2
 昇

給
3
 諸

手
当

4
 人

件
費

5
 監

査
9
 雑

1
8 給

与
第

二
0
 一

般
1
 等

級
別

定
数

2
 定

員
3
 昇

給
初

任
給

等
4
 給

与
法

5
 行

政
処

置
要

求
9
 雑

1
9 服

務
能

率
0
 一

般
1
 栄

典
表

彰
2
 懲

戒
3
 勤

務
評

定
4
 公

務
災

害
5
 研

修
6
 訴

訟
7 服

務
一

般
9
 雑

2
 総

務
課

0
0 一

般
0
 一

般

0
1 総

務
0
 一

般
1
 人

事
服

務
2
 給

与
簿

3
 予

算
経

理
4
 共

済
厚

生
5
 退

職
金

年
金

等
6
 旅

費
7 省

議
8
 各

種
会

議
9
 雑

0
2 法

規
0
 一

般
1
 法

律
2
 政

令
3
 省

令
4
 告

示
5
 訓

令
6
 閣

議
請

議
7 各

省
協

議
8
 通

達
9
 雑

0
3 調

整
0
 一

般
1
 基

本
政

策
2
 国

会
3
 事

務
引

継
書

4
 報

告
等

5
 会

議
（
部

内
）

6
 会

議
（
部

外
）

7 後
援

8
 請

願
陳

情
9
 雑

0
4 文

書
0
 一

般
1
 文

書
処

理
2
 通

達
3
 原

簿
4
 文

書
台

帳
5
 簿

冊
6
 通

信
費

関
係

7 官
報

8
 記

録
9
 雑

0
5 広

報
0
 一

般
1
 行

事
関

係
2
 総

理
府

広
報

室
関

係
3
 労

働
時

報
関

係
4
 図

解
労

働
資

料
関

係
5
 新

聞
発

表
関

係
9
 雑

3
 労

働
保

険
審

査
会

事
務

室
0
0 一

般
0
 一

般
1
 法

令
関

係

0
1 庶

務
0
 一

般
1
 経

理
2
 文

書
台

帳
9
 雑

0
2 労

働
保

険
関

係
0
 一

般
1
 再

審
査

請
求

事
件

2
 訴

訟
9
 雑

0
3 失

業
保

険
関

係
0
 一

般
1
 再

審
査

請
求

事
件

2
 訴

訟
9
 雑

0
4 退

職
共

済
関

係
0
 一

般
1
 再

審
査

請
求

事
件

2
 訴

訟
9
 雑

4
 会

計
課

0
0 一

般
0
 一

般
1
 訓

令
2
 省

令
3
 告

示
9
 雑

0
1 庶

務
0
 一

般
1
 人

事
服

務
2
 給

与
3
 予

算
・経

理
4
 共

済
・
厚

生
5
 退

職
金

年
金

等
6
 旅

費
9
 雑

0
2 予

算
0
 一

般
1
 予

算
額

2
 予

算
帳

簿
3
 予

算
計

画
4
 決

算
書

5
 決

算
帳

簿
6
 決

算
報

告
7 会

計
検

査
9
 雑

0
3 経

理
0
 一

般
1
 支

出
2
 債

権
3
 収

入
4
 計

算
証

明
9
 雑

0
4 調

度
0
 一

般
1
 物

品
2
 自

動
車

管
理

3
 契

約
4
 国

有
財

産
5
 営

繕
6
 庁

舎
管

理
7 合

同
庁

舎
9
 雑

5
 厚

生
管

理
官

0
1 庶

務
0
 一

般
1
 人

事
服

務
2
 給

与
3
 予

算
経

理
4
 共

済
厚

生
5
 退

職
金

年
金

等
6
 旅

費

0
2 共

済
0
 一

般
1
 法

規
通

達
2
 経

理
別

原
議

3
 帳

簿
4
 証

拠
書

類
5
 報

告
書

類
6
 短

期
給

付
関

係
書

類
7 計

算
書

類
8
 契

約
書

9
 雑

0
3 公

務
員

宿
舎

1
 法

規
通

達
2
 報

告
書

類

0
4 長

期
給

付
1
 法

規
通

達
2
 前

歴
報

告
書

3
 受

付
簿

6
 国

際
労

働
課

0
1 庶

務
0
 一

般
1
 人

事
服

務
2
 給

与
3
 予

算
・経

理
4
 共

済
・
厚

生
5
 退

職
金

年
金

等
6
 国

内
旅

費
7 外

国
旅

費
8
 渡

航
関

係
9
 雑

0
2 調

整
0
 一

般
1
 海

外
情

報
2
 留

学
生

関
係

3
 技

術
援

助
4
 広

報

0
3 会

議
0
 一

般
1
 総

会
2
 理

事
会

0
4 会

議
0
 一

般
1
 産

業
別

委
員

会
2
 諸

会
議

3
 L

L
O

技
術

会
議

4
 職

業
訓

練
生

9
 雑

0
5 協

力
0
 一

般
1
 IL

O
専

門
家

会
議

2
 諸

会
議

3
 ゼ

ミ
ナ

ー
ル

関
係

4
 国

連
関

係
5
 日

米
合

同
委

員
会

6
 IM

F
年

次
協

議
7 IS

S
A

8
 海

外
移

住
9
 雑

0
6 法

規
0
 一

般
1
 国

会
関

係
2
 IL

O
報

告
関

係
3
 そ

の
他

の
条

約
関

係
5
 O

E
C

D
労

働
力

社
会

問
題

委
員

会
6
 O

E
C

D
（
そ

の
他

）
9
 雑

7
 審

議
官

室

8
 参

事
官

室
0
0 一

般
0
 一

般

0
1 職

員
教

養
訓

練
0
 一

般

0
2 事

務
能

率
増

進
0
 一

般
1
 文

書
管

理
2
 給

与
計

算
3
 事

務
管

理
改

善
計

画

0
3 行

政
考

査
0
 一

般

8
 雇

用
促

進
事

業
団

監
理

官
0
0 一

般

0
1 総

務
0
 一

般
1
 人

事
服

務
2
 給

与
3
 予

算
・経

理
4
 共

済
・
厚

生
5
 退

職
金

年
金

6
 旅

費
7 各

種
会

議
8
 引

継
9
 雑

0
2 業

務
0
 一

般
1
 法

律
2
 政

令
3
 省

令
4
 告

示
等

5
 許

認
可

6
 監

督
命

令
7 通

達
9
 雑

B
 労

働
統

計
調

査
部

1
 庶

務
課

0
1 人

事
0
 一

般
1
 人

事
2
 定

員
3
 会

議
9
 雑

0
2 経

理
0
 一

般
1
 給

与
2
 退

職
金

恩
給

3
 旅

費
4
 謝

金
9
 雑

0
3 庶

務
0
 一

般
1
 文

書
2
 経

理
3
 通

達
9
 雑

0
4 予

算
0
 一

般
1
 予

算
2
 備

品
3
 予

算
配

賦
4
 委

託
費

6
 債

権
管

理
9
 雑

0
5 企

画
0
 一

般
1
 法

令
関

係
2
 訓

令
関

係
3
 承

認
申

請
4
 国

会
5
 国

際
関

係
6
 広

報
9
 雑

0
6 資

料
0
 一

般
1
 資

料
配

布
2
 受

領
書

3
 統

計
月

報

0
7 図

書
館

0
 一

般
1
 国

会
図

書
館

2
 調

査
課

0
1 庶

務
0
 一

般
1
 文

書
2
 経

理
9
 雑

0
2 企

画
0
 一

般
1
 見

通
し

2
 経

済
計

画
9
 雑

0
3 総

合
分

析
0
 一

般
1
 結

果
公

表
2
 指

標
3
 図

説
4
 国

会
9
 雑

0
4 労

働
力

分
析

0
 一

般
1
 労

働
力

分
析

0
5 労

働
条

件
分

析
0
 一

般
1
 日

経
連

総
評

賃
金

白
書

2
 給

与
審

議
室

3
 労

働
条

件
分

析

0
6 労

働
者

生
活

分
析

0
 一

般
1
 生

計
文

書
2
 家

計
文

書
3
 労

働
者

生
活

0
7 海

外
0
 一

般
1
 月

報
2
 IL

O
関

係

3
 雇

用
統

計
課

0
1 毎

勤
企

画
0
 一

般

0
2 毎

勤
全

国
第

1
（甲

）
0
 一

般
1
 指

定
書

関
係

2
 事

業
所

関
係

0
3 毎

勤
全

国
第

2
（乙

）
0
 一

般
1
 調

査
区

関
係

0
4 毎

勤
地

方
0
 一

般
1
 規

則
2
 表

彰
3
 経

理
4
 通

達

0
5 毎

勤
特

別
0
 一

般

0
6 労

働
力

需
給

0
 一

般

0
7 労

働
時

間
0
 一

般

労
働

省
資

料
分

類
表

に
よ

る
別

表
第

1
　

労
働

省
文

書
分

類
表

に
よ

る
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第
1
分

類
（
各

局
部

）
第

2
分

類
（
各

課
室

）
第

3
分

類
（
係

又
は

業
務

）
第

4
分

類

4 賃
金

統
計

課
01 賃

金
制

度
第

1
0 一

般
1 文

書
2 承

認
申

請
3 通

達
関

係
4 経

理

02 賃
金

制
度

第
2

0 一
般

2 承
認

申
請

3 通
達

関
係

03 賃
金

構
造

第
1第

2
0 一

般
1 規

則
関

係
2 承

認
申

請
3 通

達
関

係

04 屋
外

0 一
般

1 規
則

関
係

2 承
認

申
請

3 通
達

関
係

05 休
業

0 一
般

2 承
認

申
請

3 通
達

関
係

5 経
済

統
計

課
01 庶

務
0 一

般
1 文

書
2 経

理
9 雑

02 毎
災

0 一
般

2 承
認

申
請

3 毎
災

通
達

関
係

4 労
災

通
達

関
係

5 対
象

事
業

所
6 結

果
公

表
9 雑

03 労
働

組
合

0 一
般

2 承
認

申
請

3 通
達

（
組

合
）

4 結
果

公
表

9 雑

04 労
使

関
係

0 一
般

1 調
査

結
果

表
2 承

認
申

請
3 通

達
4 結

果
公

表
9 雑

05 生
産

性
0 一

般
1 規

則
関

係
2 承

認
申

請
3 通

達
関

係
4 対

象
事

業
所

5 結
果

公
表

9 雑

6 製
表

課
01 庶

務
0 一

般
1 文

書
2 経

理
3 結

果
□

表
9 雑

02 第
1

03 第
2

03 第
3

04 第
4

05 穿
孔

06 機
械

C
 労

政
局

1 労
政

課
00 一

般
0 一

般

01 任
免

0 一
般

1 人
事

異
動

内
申

2 休
職

療
養

発
令

3 人
事

関
係

通
牒

4 職
員

採
用

内
申

5 役
付

職
員

発
令

6 労
働

事
務

官
任

命
7 労

働
金

庫
検

査
官

任
免

8 上
級

職
採

用
関

係
9 上

級
職

採
用

予
定

人
員

調

02 給
与

0 昇
給

昇
務

関
係

1 通
勤

手
当

関
係

通
牒

2 給
与

法
改

正
に

伴
う

切
替

関
係

3 職
員

名
簿

4 期
末

勤
勉

手
当

関
係

5 勤
務

評
定

6 通
勤

手
当

支
給

状
況

03 職
名

別
定

数
0 一

般
1 定

数
改

訂
申

請
2 定

員
現

員
3 欠

員
不

補
充

04 諸
統

計
報

告
0 一

般
1 人

事
統

計
諸

報
告

2 行
政

機
関

在
職

職
員

月
例

報
告

05 退
職

手
当

年
金

・恩
給

0 一
般

1 退
職

発
令

内
申

2 長
期

給
付

3 事
業

団
年

金
通

算
関

係
4 恩

給
関

係
通

牒
5 恩

給
請

求
6 公

務
災

害
補

償

06 各
種

委
員

任
免

0 一
般

1 日
本

労
働

協
会

人
事

2 中
央

労
働

委
員

会
委

員
3 地

労
委

委
員

名
簿

4 公
労

委
委

員
任

命
5 地

調
委

委
員

07 表
彰

0 一
般

1 地
方

公
務

員
表

彰
内

申
2 勤

労
者

褒
章

3 労
働

行
政

職
員

表
彰

規
定

4 職
員

表
彰

6 園
遊

会
等

推
薦

08 研
修

留
学

0 一
般

1 海
外

留
学

生
関

係
2 日

米
会

話
学

院
委

託
生

関
係

09 人
事

関
係

雑
件

0 一
般

1 履
歴

事
項

証
明

2 庶
務

雑
件

3 労
働

金
庫

検
査

官
身

分
証

明
発

行
簿

4 通
勤

証
明

書
発

行
簿

5 出
勤

簿
6 身

分
証

明
書

発
行

簿

10 文
書

0 一
般

1 文
書

台
帳

2 郵
便

物
書

留
受

付
簿

11 共
済

組
合

0 一
般

1 貸
付

金
整

理
簿

2 貸
付

金
原

票
3 物

資
4 貸

付
規

定
5 保

健
衛

生
6 公

務
員

宿
舎

12 庶
務

0 一
般

1 庶
務

2 文
書

3　
文

書
台

帳

13 予
算

経
理

0 一
般

1 予
算

2 実
行

予
算

3 経
理

4 決
算

5 債
権

管
理

6 物
品

管
理

7 給
与

旅
費

8 資
金

交
付

9 諸
経

費

14 企
画

調
整

0 一
般

1 国
会

関
係

2 政
策

関
係

3 通
達

4 他
局

課
他

官
庁

照
会

文
書

5 事
務

引
継

書
6 会

議
記

録
7 閣

議
請

議

15 駐
留

軍
0 一

般
1 労

務
分

科
委

員
会

議
事

録
2 日

米
調

停
委

員
会

関
係

3 保
安

解
雇

手
続

4 M
L
C

関
係

5 IH
A

関
係

6 直
用

関
係

16 公
益

法
人

0 一
般

1 許
認

可
原

議
2 事

案
報

告

17 労
働

教
育

0 一
般

1 教
育

方
針

2 教
育

業
務

3 労
働

省
主

催
講

座
4 資

料
発

行
5 視

聴
覚

6 地
方

報
告

7 教
育

諸
会

議

18 労
働

協
会

0 一
般

1 組
織

関
係

2 事
業

関
係

3 年
次

報
告

4 月
例

報
告

5 評
議

員
会

6 役
員

会
7 そ

の
他

の
会

議
8 予

算

19 IL
O

0 一
般

1 総
会

2 委
員

会

20 広
報

0 一
般

21 会
議

0 一
般

1 労
政

課
長

会
議

2 労
政

職
員

研
修

会
3 労

政
懇

談
会

4 局
部

長
会

議

22 日
本

生
産

性
本

部
0 一

般
1 事

業
報

告
2 連

絡
会

議
3 行

事
後

援
等

23 都
道

府
県

関
係

0 一
般

1 労
政

事
務

所
2 各

種
報

告

2 労
働

法
規

課
00 連

絡
調

整
(1)

0 一
般

1 研
究

会
委

員
委

嘱
関

係
2 研

究
会

運
営

関
係

3 研
究

会
議

事
録

4 予
算

関
係

5 国
会

関
係

資
料

6 文
書

台
帳

01 連
絡

調
整

(2)
0 一

般
1 判

例
2 労

委
命

令
3 労

働
協

約
4 組

合
規

約

02 IL
O

関
係

0 一
般

1 98
号

条
約

状
況

報
告

2 98
号

条
約

関
係

意
見

3 未
批

准
条

約
報

告
4 国

際
文

書
採

択
関

係

03 法
律

制
定

改
廃

関
係

0 一
般

1 労
組

労
調

法
2 公

労
地

公
労

法
3 ス

ト
規

制
法

04 解
釈

指
導

通
牒

0 一
般

1 労
組

労
調

法
2 公

労
地

公
労

法
3 ス

ト
規

制
法

05 そ
の

他
0 一

般
1 各

調
査

関
係

3 労
働

組
合

課
01 庶

務
0 一

般
1 通

達
2 予

算
経

理
3 文

書
4 研

修
生

関
係

5 履
歴

書
6 印

刷
伺

7 製
本

伺

02 諸
会

議
0 一

般
1 全

国
係

長
2 石

炭
県

3 ブ
ロ

ッ
ク

4 主
要

府
県

課
長

9 雑

03 争
議

予
告

0 一
般

1 私
鉄

2 通
運

3 電
気

4 医
療

5 ガ
ス

関
係

6 港
湾

9 雑

04 雑
0 一

般
1 メ

ー
デ

ー
関

係
2 中

小
企

業
（通

牒
）

3 外
務

省
往

復
文

書
4 地

方
情

勢
報

告
5 在

外
公

館
関

係
6 労

働
委

員
会

報
告

書
綴

4 福
祉

共
済

課
00 一

般
0 一

般
1 予

算
執

行
原

議
2 経

費
支

出
関

係
3 予

算
関

係
4 国

会
関

係
5 局

部
長

会
議

関
係

6 会
計

検
査

関
係

7 物
品

台
帳

8 勤
務

時
間

報
告

9 文
書

台
帳

01 労
働

教
育

0 一
般

1 美
術

展
関

係
2 体

育
大

会
関

係
3 合

唱
コ

ン
ク

ー
ル

大
会

関
係

02 退
職

(1
)

0 一
般

1 予
算

決
算

原
議

2 事
業

団
人

事
関

係
3 規

程
関

係

03 退
職

(2
)

0 一
般

1 法
令

制
定

改
正

関
係

2 施
行

関
係

3 疑
義

解
釈

関
係

4 審
議

会
関

係
5 審

議
会

議
事

録
6 表

彰
関

係
7 積

立
事

業
認

定
関

係

04 福
祉

0 一
般

1 通
達

原
議

2 事
業

報
告

3 府
県

報
告

4 供
覧

原
議

05 態
度

測
定

0 一
般

1 通
達

原
議

2 測
定

報
告

3 研
修

会
資

料
4 配

布
原

議

06 労
働

金
庫

（行
政

）
0 一

般
1 労

働
金

庫
法

、
省

令
、

規
則

関
係

2 施
行

通
達

関
係

3 指
示

事
務

連
絡

課
長

内
翰

4 事
業

免
許

5 定
款

業
方

等
変

更
認

可
6 業

務
報

告
書

監
査

書
7 調

査
関

係
8 府

県
照

会
9 資

料
お

よ
び

雑
件

府
県

報
告

07 労
働

金
庫

（検
査

）
0 一

般
1 検

査
報

告
書

2 規
程

通
達

原
議

3 検
査

計
画

原
議

4 検
査

速
報

5 検
査

台
帳

6 府
県

報
告

資
料

5 中
小

企
業

労
働

関
係

連
絡

室
00 業

務
(1

)
0 一

般
1 補

助
金

交
付

決
定

関
係

2 補
助

事
業

計
画

書
3 補

助
金

交
付

申
請

書
4 業

務
変

更
中

廃
止

等
申

請
書

5 軽
微

な
変

更
報

告
6 状

況
報

告
7 実

績
報

告
8 都

道
府

県
予

算
説

明
書

9 都
道

府
県

旅
費

単
価

01 業
務

(2
)

0 一
般

1 相
談

員
履

歴
書

等
2 研

修
会

関
係

3 国
会

及
び

課
長

会
計

資
料

4 連
絡

員
会

議
資

料
5 他

部
局

他
官

庁
関

係
資

料
6 中

央
会

等
使

用
者

団
体

関
係

資
料

02 庶
務

0 一
般

1 予
算

関
係

2 会
計

検
査

関
係

6 労
働

経
済

課
00 一

般
0 一

般

01 白
書

関
係

0 一
般

1 基
本

方
針

2 他
局

課
省

連
絡

調
整

3 資
料

発
行

02 ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
関

係
0 一

般
1 承

認
原

議
2 他

局
課

連
絡

調
整

3 資
料

発
行

03 産
業

連
関

関
係

0 一
般

1 基
本

方
針

2 他
局

課
省

連
絡

調
整

3 資
料

発
行

04 総
合

分
析

0 一
般

1 国
会

関
係

2 政
策

関
係

05 庶
務

0 一
般

1 文
書

2 文
書

台
帳

3 経
理

関
係

9 雑

D
 労

働
基

準
局

1 庶
務

課
00 一

般
0 一

般

01 総
務

0 一
般

1 人
事

2 予
算

経
理

3 給
与

4 旅
費

5 共
済

厚
生

6 退
職

金
年

金

02 人
事

（地
方

局
）

0 一
般

1 通
達

2 任
免

3 服
務

懲
戒

4 退
職

金
恩

給
5 職

員
団

体
6 災

害
補

償
7 能

率
表

彰
8 身

分
保

障
9 履

歴
書

03 組
織

給
与

（地
方

局
）

0 一
般

1 組
織

2 給
与

3 統
計

04 企
画

0 一
般

1 各
種

会
議

2 福
利

厚
生

3 事
務

改
善

4 文
書

5 調
査

9 雑

05 試
験

研
究

0 一
般

1 監
督

官
試

験
2 研

修
9 雑

06 予
算

第
1

0 一
般

1 編
成

関
係

2 実
行

関
係

3 通
達

4 報
告

資
料

9 雑

07 予
算

第
2

0 一
般

1 旅
費

2 経
理

9 雑

別
表

第
1　

労
働

省
文

書
分

類
表

に
よ

る
労

働
省

資
料

分
類

表
に

よ
る
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第
1
分

類
（
各

局
部

）
第

2
分

類
（
各

課
室

）
第

3
分

類
（
係

又
は

業
務

）
第

4
分

類

08 施
設

0 一
般

1 施
設

2 自
動

車
3 土

地
建

物
借

料
4 新

営
庁

舎
5 予

算
6 寄

附
採

納
7 国

有
財

産
台

帳
9 雑

2 監
督

課
01 庶

務
0 一

般
1 予

算
管

理
2 旅

費
3 会

議
4 法

人
5 褒

章
6 通

達
9 雑

02 企
画

法
規

0 一
般

1 法
令

2 閣
議

3 会
議

4 通
達

5 各
者

協
議

6 国
会

9 雑

03 第
一

監
察

調
整

0 一
般

1 司
法

2 調
整

3 情
報

9 雑

04 第
二

監
察

調
整

0 一
般

1 監
察

2 調
整

3 通
達

9 雑

05 経
済

調
査

0 一
般

1 報
告

例
規

2 国
際

会
議

3 報
告

資
料

9 雑

06 指
導

0 一
般

1 労
務

管
理

2 広
報

3 通
達

9 雑

3 安
全

課
00 一

般
0 一

般

01 庶
務

0 一
般

1 文
書

2 予
算

経
理

3 給
与

旅
費

4 安
全

週
間

5 安
全

指
導

員
6 安

全
表

彰
7 通

達
報

告
等

8 復
命

書
9 雑

02 法
規

0 一
般

1 省
令

2 告
示

3 例
規

通
達

4 中
基

者
安

全
部

会
5 公

聴
会

6 国
会

9 雑

03 業
務

0 一
般

1 性
能

認
定

2 JIS
等

3 例
規

通
達

4 安
全

統
計

5 年
報

月
報

6 災
害

報
告

9 雑

4 労
働

衛
生

課
01 庶

務
0 一

般
1 文

書
2 予

算
経

理
3 旅

費
4 特

殊
非

常
勤

職
員

5 検
定

6 謝
金

7 特
殊

健
診

8 雑

02 法
規

0 一
般

1 例
規

通
達

2 じ
ん

肺
3 政

令
省

令
告

示
4 衛

生
週

間
5 JIS

6 雑

03 業
務

E
 労

災
補

償
部

1 管
理

課
00 一

般
0 一

般

01 総
務

0 一
般

1 人
事

2 地
方

参
与

任
免

3 給
与

4 旅
費

5 文
書

9 雑

02 管
理

0 一
般

1 宿
舎

2 教
養

訓
練

3 諸
会

議
9 雑

03 企
画

0 一
般

1 国
会

2 労
災

審
議

会
3 社

会
保

障
審

議
会

4 IL
O

5 ISSA
9 雑

04 法
規

0 一
般

1 法
令

2 請
願

等
3 通

達
9 雑

05 計
画

0 一
般

1 予
算

編
成

2 成
立

予
算

3 予
算

執
行

計
画

4 予
算

費
使

用
移

流
用

繰
越

5 地
方

局
署

備
品

現
況

台
帳

6 通
達

7 前
金

払
概

算
払

9 雑

06 予
算

0 一
般

1 支
払

計
画

2 支
出

負
担

行
為

計
画

示
達

3 予
算

科
目

4 等
級

別
定

数
5 諸

調
査

9 雑

07 経
理

0 一
般

1 支
出

負
担

行
為

2 支
出

3 支
出

計
算

書
4 支

払
済

額
報

告
5 支

払
元

受
6 各

補
助

簿
7 契

約
資

料
9 雑

08 決
算

0 一
般

1 通
達

2 決
算

3 債
権

4 国
有

財
産

5 歳
入

歳
出

6 資
金

運
用

7 検
査

報
告

8 外
国

送
金

9 雑

09 調
度

0 一
般

1 通
達

2 物
品

諸
計

画
3 物

品
管

理
4 物

品
出

納
5 物

品
供

用
6 物

品
処

分
7 諸

報
告

9 雑

10 監
理

0 一
般

1 財
産

2 許
認

可
3 出

資
金

交
付

金
4 組

合
5 陳

情
6 祝

辞
7 准

看
学

院
9 雑

11 福
祉

0 一
般

1 通
達

2 契
約

9 雑

12 監
察

0 一
般

1 監
察

計
画

2 監
察

結
果

3 監
察

報
告

9 雑

2 補
償

課
00 一

般
0 一

般
3 特

殊
事

件

01 業
務

0 一
般

1 通
達

2 内
翰

3 民
事

訴
訟

4 刑
事

訴
訟

8 雑

02 審
査

0 一
般

1 通
達

2 行
政

訴
訟

3 雑
5 審

査
決

定
6 訴

願
7 裁

決

03 庶
務

0 一
般

1 通
達

2 内
翰

3 雑

04 調
整

0 一
般

1 通
達

2 事
業

計
画

3 雑

05 適
用

0 一
般

1 通
達

2 徴
収

計
画

3 基
準

4 資
料

06 医
事

0 一
般

1 通
達

2 部
会

3 基
準

4 雑
5 雑

07 指
導

0 一
般

1 通
達

2 委
員

会
3 メ

リ
ッ

ト
4 雑

08 料
率

0 一
般

1 通
達

2 料
率

資
料

3 半
年

報
4 年

報

09 調
査

0 一
般

1 通
達

2 月
報

3 分
析

4 雑
5 雑

10 類
理

専
門

0 一
般

1 通
達

2 ス
ラ

イ
ド

11 長
期

給
付

0 一
般

1 通
達

12 長
期

給
付

資
料

0 一
般

1 長
期

給
付

資
料

2 国
庫

負
担

3 ス
ラ

イ
ド

F
 賃

金
部

1 企
画

課
00 一

般
0 一

般
1 文

書
台

帳
関

係
2 備

品
関

係

01 総
務

0 一
般

1 人
事

関
係

2 予
算

関
係

3 経
理

関
係

4 庶
務

関
係

9 雑

02 企
画

0 一
般

1 政
策

関
係

2 
賃

算
出

関
係

3 Ｐ
Ｗ

関
係

4 IL
O

関
係

5 調
査

通
達

関
係

6 中
央

官
庁

統
計

資
料

7 地
方

官
庁

統
計

資
料

8 研
究

資
料

9 雑

03 調
整

0 一
般

1 中
賃

2 
低

賃
金

3 通
達

4 情
報

5 会
議

9 雑

04 法
規

0 一
般

1 法
令

（
告

示
を

除
く

）
2 告

示
3 労

基
法

解
釈

例
規

4 
賃

法
解

釈
例

規
5 P

W
関

係
6 平

均
賃

金
関

係
7 国

会
関

係

05 家
内

労
働

0 一
般

1 臨
時

家
内

労
働

調
査

会
2 家

内
労

働
に

関
す

る
行

政
措

置
3 家

内
労

働
に

関
す

る
各

種
調

査
4 

低
工

賃
8 家

内
労

働
に

関
す

る
資

料
9 雑

2 業
務

課
00 一

般
0 一

般

01 指
導

0 一
般

1 賃
金

制
度

改
善

関
係

2 地
方

研
修

関
係

02 賃
金

管
理

0 一
般

1 賃
金

制
度

指
導

業
務

2 賃
金

問
題

懇
談

会
関

係

03 広
報

0 一
般

1 広
報

関
係

04 
低

賃
金

第
1

0 一
般

1 
低

賃
金

決
定

関
係

2 
低

賃
金

決
定

台
帳

3 地
賃

委
員

委
嘱

関
係

4 通
達

5 議
事

録
6 報

告
情

報
7 資

料
関

係
9 雑

05 
低

賃
金

第
2

0 一
般

1 業
者

間
協

定
関

係
2 業

者
間

協
定

台
帳

3 
低

賃
金

影
響

調
査

4 
低

賃
金

適
用

関
係

5 
低

賃
金

分
析

関
係

G
 婦

人
少

年
局

1 庶
務

課
00 一

般
0 一

般

01 総
務

0 一
般

1 国
会

関
係

2 事
務

引
継

3 政
策

4 婦
人

少
年

室
関

係
5 法

規
6 省

内
関

係
7 省

外
関

係
9 雑

件

02 審
議

会
0 一

般
1 原

議
2 会

議
3 審

議
会

令
4 委

嘱
関

係
9 雑

件

03 行
政

監
察

0 一
般

1 原
議

2 行
政

監
察

関
係

訓
令

3 監
察

台
帳

4 復
命

書
9 雑

件

04 協
助

員
相

談
員

0 一
般

1 原
議

2 会
議

3 P
R

活
動

関
係

4 組
織

5 規
程

6 委
嘱

関
係

9 雑
件

05 庶
務

0 一
般

1 文
書

2 服
務

3 共
済

4 厚
生

5 物
品

9 雑
件

06 教
養

訓
練

0 一
般

1 婦
人

少
年

室
研

修
2 新

規
採

用
職

員
研

修
9 雑

件

07 広
報

0 一
般

1 報
告

原
議

2 資
料

目
録

3 資
料

発
刊

番
号

簿
4 婦

人
少

年
協

会
関

係
9 雑

件

08 人
事

0 一
般

1 履
歴

2 人
事

給
与

3 退
職

金
等

4 原
議

9 雑
件

09 予
算

0 一
般

1 例
規

通
達

2 予
算

書
3 予

算
編

成
4 予

算
配

賦
5 決

算
9 雑

件

10 経
理

0 一
般

1 例
規

通
達

2 支
出

3 給
与

4 旅
行

命
令

簿
9 雑

件

11 施
設

0 一
般

1 補
助

金
関

係
2 人

事
3 業

務
関

係
4 調

査
9 雑

件

2 婦
人

労
働

課
00 一

般
0 一

般

01 庶
務

0 一
般

1 原
議

2 経
理

物
品

3 施
設

関
係

4 予
算

関
係

5 資
料

関
係

6 勤
務

関
係

9 雑
件

02 資
料

0 一
般

1 発
行

資
料

台
帳

2 受
入

資
料

台
帳

9 雑
件

03 調
査

0 一
般

1 婦
人

労
働

実
態

調
査

9 雑
件

04 連
絡

調
整

0 一
般

1 審
議

会
婦

人
労

働
部

会
2 未

亡
人

等
の

職
業

対
策

関
係

3 婦
人

労
働

懇
談

会
関

係
4 報

告
関

係
9 雑

件

05 法
規

0 一
般

1 法
規

関
係

2 女
子

保
護

実
施

状
況

調
査

関
係

3 事
業

場
訪

問
調

査
関

係
4 家

内
労

働
関

係
5 家

事
使

用
人

関
係

9 雑
件

06 広
報

0 一
般

1 福
祉

運
動

関
係

2 広
報

関
係

3 婦
人

と
年

少
者

関
係

4 研
究

会
議

関
係

9 雑
件

3 年
少

労
働

課
00 一

般

01 庶
務

0 一
般

1 原
議

2 法
人

許
可

原
議

3 予
算

関
係

4 経
理

関
係

5 審
議

会
年

少
労

働
部

会
6 物

品
関

係
7 勤

務
関

係
9 雑

件

02 法
規

0 一
般

1 法
の

改
廃

原
議

2 通
達

原
議

（照
会

回
答

）
3 供

覧
原

議
9 雑

件

03 企
画

0 一
般

1 原
議

2 国
際

労
働

関
係

3 国
会

関
係

9 雑
件

04 調
査

0 一
般

1 原
議

9 雑
件

労
働

省
資

料
分

類
表

に
よ

る
別

表
第

1　
労

働
省

文
書

分
類

表
に

よ
る



 

 

 
 
 

『
北
の
丸
』
第
48
号 

厚
生
労
働
省
移
管
文
書
の
特
徴 

三
〇

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
1
分

類
（
各

局
部

）
第

2
分

類
（
各

課
室

）
第

3
分

類
（
係

又
は

業
務

）
第

4
分

類

05
 広

報
0
 一

般
1
 原

議
9 雑

件

06
 福

祉
員

業
務

0
 一

般
1
 福

祉
増

進
関

係
原

議
2 福

祉
員

表
彰

関
係

3 福
祉

増
進

実
施

報
告

4 福
祉

員
講

習
会

報
告

9 雑
件

07
 長

欠
業

務
0
 一

般
1
 長

欠
関

係
原

議
2 長

欠
保

護
状

況
報

告
9 雑

件

08
 勤

労
青

少
年

ホ
ー

ム
0
 一

般
1
 原

議
2 補

助
金

関
係

3 設
置

陳
情

4 報
告

9 雑
件

09
 中

青
協

0
 一

般
1
 原

議
2 復

命
書

3 議
事

録
9 雑

件

3 婦
人

課
00

 一
般

0
 一

般

01
 総

務
0
 一

般
1
 原

議
2 ﾎ

ｰ
ﾑ

ﾍ
ﾙ

ﾌ
ﾟ関

係
補

助
金

3 物
品

関
係

4 経
理

関
係

5 予
算

関
係

6 勤
務

関
係

9 雑
件

02
 連

絡
調

整
0
 一

般
1
 婦

人
問

題
会

議
2 連

絡
調

整
3 審

議
会

婦
人

問
題

部
会

9 雑
件

03
 業

務
0
 一

般
1
 ﾎ

ｰ
ﾑ

ﾍ
ﾙ

ﾌ
ﾟ関

係
9 雑

件

04
 相

談
業

務
0
 一

般
1
 相

談
業

務
2 売

春
防

止
対

策
9 雑

件

05
 国

際
0
 一

般
1
 国

連
関

係
2 国

際
関

係
9 雑

件

06
 教

育
宣

伝
0
 一

般
1
 労

働
者

家
族

福
祉

関
係

2 婦
人

週
間

関
係

9 雑
件

07
 資

料
0
 一

般
1
 資

料
収

集
2 資

料
目

録
台

帳
3 原

議
9 雑

件

08
 調

査
0
 一

般
1
 婦

人
問

題
調

査
関

係
9 雑

件

09
0
 一

般
9 雑

件

H
 職

業
安

定
局

1 庶
務

課
00

 一
般

0
 一

般

01
 人

事
厚

生
0
 一

般
1
 任

免
関

係
2 前

歴
報

告
3 履

歴
書

関
係

4 昇
給

昇
格

関
係

5 服
務

関
係

6 退
職

手
当

関
係

7
 厚

生
関

係
8 共

済
関

係

02
 経

理
0
 一

般
1
 職

員
別

給
与

簿
2　

給
与

簿
等

関
係

3 物
品

供
用

簿
4 旅

行
命

令
簿

5 旅
費

請
求

書
6 超

勤
命

令
簿

03
 庶

務
0
 一

般
1
 文

書
台

帳
（職

発
）

2 文
書

台
帳

（職
収

）
3 課

文
書

台
帳

4 文
書

送
付

簿
5 文

書
台

帳
（発

転
）

6 文
書

台
帳

（
収

職
）

04
 総

括
0
 一

般
1
 審

議
会

議
事

録
2 審

議
会

諮
問

答
申

建
議

3 審
議

会
本

審
議

会
関

係
4 部

長
会

議
5 課

長
会

議
6 所

長
会

議
7
 能

率
関

係
8 職

員
管

理
関

係

05
 組

織
0
 一

般
1
 省

令
・
訓

令
原

議
2 地

方
組

織
3 内

部
組

織
特

認
4 定

員
5 専

門
官

職
6 処

務
細

則
7
 事

務
分

担

06
 広

報
0
 一

般
1
 大

臣
表

彰
2 局

長
表

彰
3 雇

用
促

進
月

間
4 雇

用
促

進
週

間
5 福

祉
増

進
月

間
6 職

業
安

定
広

報
7
 広

報
一

般
8 新

聞
発

表

07
 教

養
0
 一

般
1
　

安
定

監
察

官
研

修
2 保

険
監

察
官

研
修

3 紹
介

官
研

修
4 上

級
職

職
員

研
修

5 所
長

研
修

08
 任

免
0
 一

般
1
 人

事
例

規
2 懲

戒
3 年

次
採

用
4 任

免
協

議
5 異

動
由

達
6 欠

補
協

議
7
 内

翰
8 紹

介
官

9 職
審

委
員

09
 退

職
・
年

金
0
 一

般
1
 退

手
支

給
発

令
2 地

方
退

手
条

例
3 前

歴
報

告
4 共

済
年

金
5 五

条
協

議
6 退

職
者

名
簿

7
 公

庫
等

出
向

復
帰

10
 人

事
雑

0
 一

般
1
 表

彰
栄

典
2 公

務
災

害
3 復

職
協

議
4 赴

任
旅

費
5 人

事
諸

報
告

6 人
事

統
計

7
 月

例
報

告
8 人

事
雑

件

11
 給

与
0
 一

般
1
 例

規
通

達
2　

昇
給

昇
格

3 諸
手

当
関

係
4 俸

給
額

変
更

関
係

5 監
査

行
政

措
置

6 暫
定

定
数

設
定

7
 定

数
改

訂

12
 予

算
0
 一

般
1
 債

権
管

理
簿

2 債
権

管
理

関
係

3 支
出

負
担

4 予
算

配
賦

5 物
品

購
入

6 各
種

証
明

13
 施

設
0
 一

般
1
 施

設
関

係
通

達
2 安

定
所

管
理

台
帳

3 施
設

関
係

予
算

配
賦

4 新
営

計
画

5 修
繕

計
画

6 各
省

庁
に

対
す

る
意

見
書

7
 公

務
員

宿
舎

関
係

8 不
動

産
関

係
9 国

有
財

産
処

分

14
 監

察
0
 一

般
1
 監

察
報

告
2 指

示
事

項
関

係
3 地

方
監

察
台

帳
4 監

察
台

帳

2 調
整

課
00

 一
般

01
 庶

務
0
 一

般
1
　

文
書

関
係

台
帳

2 庶
務

関
係

雑
件

8 労
働

情
勢

報
告

原
議

02
 総

括
0
 一

般
1
 IL

O
条

約
関

係
原

議
2 国

連
関

係
原

議
3 労

働
情

勢
報

告
原

議
4 新

政
策

関
係

5 請
願

に
つ

い
て

の
閣

議
請

議
原

議
6 総

務
課

連
絡

関
係

7
 局

内
連

絡
関

係

03
 国

会
0
 一

般
1
 国

会
関

係
原

議
2 国

会
答

弁
資

料

04
 事

務
引

継
0
 一

般
1
 職

業
安

定
局

長
事

務
引

継
書

2 労
働

大
臣

事
務

引
継

書
3 政

務
次

官
事

務
引

継
書

4 事
務

次
官

事
務

引
継

書

05
 需

給
調

整
0
 一

般
1
 労

働
力

の
需

給
調

整
計

画
2 炭

鉱
離

職
者

対
策

関
係

原
議

3 中
高

年
齢

者
効

用
対

策
原

議
4 農

村
漁

業
就

業
者

の
転

業
対

策
原

議
5 中

小
企

関
係

原
議

6 地
域

開
発

関
係

原
議

7
 人

的
能

力
関

係
原

議
8 各

種
対

策
関

係
原

議

06
 計

画
0
 一

般
1
 雇

用
促

進
事

業
団

補
助

金
及

び
交

付
金

関
係

2 炭
鉱

離
職

者
運

営
協

議
会

補
助

金
関

係
3 雇

用
促

進
事

業
団

関
係

原
議

07
 法

規
0
 一

般
1
 職

業
安

定
行

政
手

引
通

達
2 職

業
安

定
法

令
案

原
議

3 職
業

安
定

法
等

法
令

施
行

通
達

及
び

解
釈

例
規

4
 職

業
安

定
法

等
法

令
制

定
改

廃
に

関
す

る
他

省
庁

と
の

覚
え

書

5
 公

益
法

人
許

可
に

関
す

る
原

議
6 他

省
庁

主
管

法
令

等
に

関
す

る
意

見
書

7
 法

規
関

係
雑

件

08
 特

別
対

策
0
 一

般
1
 駐

留
軍

離
職

者
協

議
会

補
助

金
関

係
原

議
2 港

湾
労

働
関

係
原

議
3 駐

留
軍

労
働

関
係

原
議

4 建
設

労
働

関
係

原
議

5 特
別

対
策

関
係

雑
件

09
 調

査
0
 一

般
1
 定

例
業

務
調

査
関

係
通

達
原

議
2 定

例
業

務
調

査
全

国
結

果
原

表
3 各

種
臨

時
調

査
原

議
4 各

種
臨

時
調

査
原

表
5 定

例
業

務
調

査
関

係
6 各

種
臨

時
調

査
関

係

3 失
業

保
険

課
00

 庶
務

0
 一

般
1
 課

文
書

台
帳

2 旅
行

命
令

簿
3 旅

費
請

求
書

4 文
書

送
付

簿
5 失

業
保

険
特

別
会

計
公

務
員

宿
舎

関
係

6 物
品

供
用

簿
7
 職

業
安

定
審

議
会

失
業

保
険

専
門

調
査

委
員

及
び

失
業

保
険

審
査

参
与

関
係

01
 経

理
0
 一

般
1
 経

理
関

係
重

要
通

達
原

議
2 債

権
管

理
簿

3 物
品

の
購

入
及

び
製

造
に

関
す

る
契

約
綴

4 支
出

負
担

行
為

計
画

示
達

表
5 支

払
元

受
高

転
換

報
告

書
6 経

理
関

係
軽

易
通

達
原

議
7
 経

理
関

係
報

告
書

8 支
払

元
受

高
差

引
簿

9 支
出

負
担

行
為

差
引

簿
（補

助
簿

）

02
 前

渡
0
 一

般
1
 前

渡
資

金
送

金
請

求
書

2 前
渡

資
金

交
付

簿
（補

助
簿

）

03
 物

品
0
 物

品
管

理
簿

・出
納

簿
1
 物

品
証

拠
書

（取
得

伺
命

令
書

）
2 物

品
管

理
計

算
書

・
検

査
書

3 物
品

関
係

補
助

簿
4 需

給
計

画
・運

用
計

画
5 物

品
増

減
現

在
額

報
告

関
係

6 物
品

管
理

換
関

係
原

議
7
 物

品
関

係
原

簿
8 物

品
関

係
例

規
9 一

般

04
 支

出
0
 支

出
簿

1
 支

出
証

拠
書

2 小
切

手
振

替
書

原
議

簿
3 支

出
計

算
書

添
付

書
類

4 小
切

手
簿

整
理

簿
5 支

払
計

画
示

達
表

6 突
合

表
・現

計
表

・支
出

済
額

報
告

7
 送

金
請

求
書

8 支
出

関
係

例
規

9 一
般

05
 施

設
0
 一

般
1
 国

有
財

産
台

帳
及

び
附

属
図

面
2 宿

舎
現

況
記

録
3 庁

舎
等

管
理

簿
4 国

有
財

産
増

減
整

理
簿

5 国
有

財
産

使
用

関
係

6 国
有

財
産

用
途

廃
止

関
係

7
 国

有
財

産
滅

失
き

損
関

係
8 国

有
財

産
関

係
計

算
書

報
告

書
等

9 そ
の

他
国

有
財

産
増

減
関

係

06
 取

得
0
 一

般
1
 国

有
財

産
取

得
関

係
2 国

有
財

産
契

約
関

係
3 国

有
財

産
境

界
確

定
関

係

07
 予

算
0
 一

般
1
 事

業
団

出
資

関
係

原
議

2 大
蔵

関
係

原
簿

3 予
算

関
係

通
達

審
議

4 概
算

要
求

書
5 流

用
申

請
書

6 予
算

費
使

用
要

求
書

08
 配

賦
0
 一

般
1
 予

算
配

賦
関

係
2 支

払
計

画
差

引
簿

3 支
払

計
画

差
引

補
助

簿
4 支

出
負

担
行

為
,計

画
差

引
補

助
簿

5 人
件

費
等

経
理

状
況

調

09
 決

算
0
 一

般
1
 歳

入
歳

出
決

定
計

算
書

2 支
出

簿
3 重

要
通

達
原

議
4 会

計
事

故
関

係
5 日

記
簿

6 原
簿

7
 訴

願
関

係
8 決

算
検

査
報

告
9 雑

件

10
 徴

収
0
 一

般
1
 徴

収
簿

2 歳
入

簿
3 歳

入
関

係
証

拠
綴

4 歳
入

関
係

報
告

書

11
 数

理
0
 一

般
1
 法

改
正

の
基

準
と

な
っ

た
算

定
資

料
原

簿
2 失

業
保

険
臨

時
調

査
原

議
3 失

業
保

険
調

査
関

係
例

規
通

達
原

議
4 雑

件
関

係
原

簿
5 失

業
保

険
調

査
関

係
通

達
原

議

12
 法

令
0
 一

般
1
 失

業
保

険
法

令
原

議

13
 企

画
0
 一

般
1
 国

会
関

係
重

要
資

料
原

議
2 国

会
請

願
関

係
3 陳

情
関

係
4 失

業
保

険
部

会
関

係
綴

5 全
国

課
長

会
議

等
関

係
6 国

際
労

働
関

係
資

料
7
 広

報
関

係
資

料
原

議
8 事

務
引

継
資

料
原

議
9 そ

の
他

雑
件

関
係

14
 業

務
0
 一

般
1
 職

業
安

定
行

政
手

引
（
5）原

議
2 失

業
保

険
業

務
重

要
例

規
通

達
原

議
3 失

業
保

険
業

務
特

殊
取

扱
関

係
4 失

業
保

険
業

務
通

達
原

議
5
 巡

回
相

談
市

町
村

取
次

日
雇

遠
隔

地
取

扱
承

認
関

係
6 失

業
保

険
不

正
受

給
調

査
状

況
報

告
書

7
 失

業
保

険
業

務
内

翰
文

書
8 失

業
保

険
業

務
雑

件

15
 争

訟
0
 一

般
1
 失

業
保

険
審

査
会

関
係

2 失
業

保
険

訴
訟

関
係

3 失
業

保
険

審
査

状
況

報
告

書

16
 監

察
0
 一

般
1
 監

察
関

係
例

規
通

達
関

係
2 監

察
結

果
の

指
示

事
項

関
係

3 各
都

道
府

県
監

察
結

果
報

告
書

4 地
方

監
察

官
の

監
察

結
果

報
告

書
5 地

方
監

察
官

研
修

会
関

係
6 監

察
関

係
通

達
原

議

4 雇
用

安
定

課
00

 一
般

0
 一

般

01
 庶

務
0
 一

般
1
 身

障
者

適
応

訓
練

補
助

金
交

付
決

定
原

簿
2 適

応
訓

練
補

助
金

申
請

書
3 補

助
金

確
定

返
還

関
係

原
議

4 雑
件

5 課
文

書
台

帳
6 文

書
送

付
簿

02
 職

業
0
 一

般
1
 一

般
紹

介
例

規
通

達
関

係
原

議
2 広

域
紹

介
例

規
原

簿
3 季

節
労

務
通

達
関

係
原

議
4 職

業
紹

介
関

係
雑

件
原

議
5 季

節
労

務
関

係
雑

件
原

議

03
 広

域
紹

介
0
 一

般
1
 炭

鉱
離

職
者

関
係

例
規

原
議

2 広
域

紹
介

原
議

3 炭
鉱

紹
介

雑
件

原
議

4 広
域

紹
介

雑
件

原
議

04
 学

卒
0
 一

般
1
 学

卒
関

係
例

規
原

議
2 職

業
安

定
協

力
員

関
係

原
議

3 学
卒

者
円

払
関

係
原

議
4 学

校
関

係
無

料
職

業
紹

介
原

議
5 琉

球
地

区
学

卒
原

議
6 学

卒
関

係
原

議

05
 企

画
0
 一

般
1
 身

障
法

施
行

令
規

則
関

係
原

議
2 雇

用
審

議
会

議
事

録
関

係
原

議
3 雇

用
審

議
会

諮
問

関
係

原
議

4 雇
用

審
議

会
委

員
任

命
関

係
原

議
5 雇

用
審

議
会

関
係

原
議

6 身
障

法
例

規
等

関
係

原
議

7
 企

画
関

係
雑

件
原

議

06
 移

住
0
 一

般
1
 西

独
派

遣
第

1計
画

関
係

原
議

2 西
独

派
遣

第
2
計

画
関

係
原

議
3 雇

用
移

民
関

係
原

議
4 賠

償
関

係
原

議
5 日

本
国

へ
の

移
住

者
関

係
原

議
6 海

外
移

住
援

興
会

社
関

係
原

議
7
 海

外
移

住
連

絡
協

議
会

関
係

原
議

8 移
住

関
係

雑
件

原
議

07
 民

営
事

業
0
 一

般
1
 民

営
職

業
紹

介
事

業
許

可
原

議
2 民

営
職

業
紹

介
事

業
変

更
許

可
原

議
3 民

営
職

業
紹

介
事

業
不

許
可

原
議

及
び

取
消

原
議

4 民
営

職
業

紹
介

事
業

廃
止

原
議

5 労
働

者
募

集
許

可
原

議
6 民

営
職

業
紹

介
事

業
関

係
原

簿
7
 労

働
者

募
集

関
係

原
議

8 雑
件

綴

08
 労

働
0
 一

般
1
 労

供
許

可
原

議
2 労

供
関

係
原

議
3 労

働
紹

介
関

係
原

議
4 物

資
関

係
原

議
5 港

湾
労

働
関

係
原

議

09
 職

務
分

析
0
 一

般
1
 職

務
分

析
関

係
原

議
2 職

務
解

説
書

関
係

原
議

3 職
業

分
類

原
議

4 分
析

講
習

会
関

係
原

議
5 分

析
表

供
覧

原
議

6 職
務

分
析

雑
件

原
議

10
 職

業
適

性
検

査
0
 一

般
1
 適

正
検

査
関

係
原

議
2 技

能
測

定
試

問
原

議
3 職

場
適

応
性

検
査

原
議

4 適
正

検
査

雑
件

原
議

11
 職

業
指

導
0
 一

般
1
 職

業
指

導
関

係
原

議
2 身

障
者

職
業

紹
介

関
係

原
議

3 身
障

者
適

応
訓

練
関

係
原

議
4 委

託
研

究
関

係
原

議
5 カ

ラ
ー

ス
ラ

イ
ド

関
係

原
簿

6 業
務

講
習

会
関

係
原

簿
7
 職

能
判

定
器

具
登

録
関

係
原

議
8 職

業
指

導
関

係
雑

件
原

議

I 失
業

対
策

部
1 企

画
課

00
 一

般
0
 一

般

01
 庶

務
0
 一

般
1
 文

書
台

帳
（局

2
）

2 課
文

書
台

帳
3 文

書
送

付
簿

02
 企

画
0
 一

般
1
 予

算
編

成
原

議
2 部

長
事

務
引

継
資

料
3 失

業
対

策
事

業
に

関
す

る
要

望
書

処
理

原
議

4 軽
易

な
通

達
原

議

03
 政

策
0
 一

般
1
 各

省
協

議
関

係
資

料

04
 法

規
0
 一

般
1
 緊

急
失

対
法

制
定

関
係

原
議

2 昭
和

28年
災

害
特

別
措

置
法

関
係

原
議

3 昭
和

34年
災

害
特

別
措

置
法

関
係

原
議

4 閣
議

請
議

(議
員

提
案

の
法

律
に

関
す

る
意

見
）

5 閣
議

請
議

（請
願

処
理

関
係

）
6 他

省
庁

関
係

法
令

に
対

す
る

意
見

関
係

原
議

7
 軽

易
な

通
達

原
議

05
 地

方
財

政
0
 一

般
1
 高

率
補

助
原

議
2 交

付
税

算
定

原
議

3 軽
易

な
通

達
原

議

06
 調

整
0
 一

般
1
 公

共
事

業
関

係
原

議
2 失

対
諸

事
業

吸
収

計
画

策
定

に
関

す
る

原
議

3 軽
易

な
通

達
原

議

別
表

第
1
　

労
働

省
文

書
分

類
表

に
よ

る
労

働
省

資
料

分
類

表
に

よ
る
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第
1
分

類
（
各

局
部

）
第

2
分

類
（
各

課
室

）
第

3
分

類
（
係

又
は

業
務

）
第

4
分

類

0
7
 事

業
0
 一

般
1
 特

別
失

業
対

策
事

業
費

移
替

繰
入

原
議

2
 特

失
臨

就
事

業
計

画
表

3
 軽

易
な

通
達

原
議

0
8
 予

算
0
 一

般
1
 予

算
執

行
関

係
原

議
2
 軽

易
な

通
達

原
議

2 業
務

課
0
0
 一

般
0
 一

般

0
1
 庶

務
0
 一

般
1
 文

書
台

帳
2
 文

書
送

付
簿

3
 軽

易
な

照
会

回
答

原
議

、
軽

易
な

通
達

原
議

4
 業

務
資

料
刊

行
原

議

0
2
 管

理
0
 一

般
1
 告

示
改

正
原

議
2
 失

対
就

労
者

の
適

格
要

件
に

関
す

る
原

議
3
 失

対
部

長
事

務
引

継
関

係
資

料
原

議
4
 失

対
事

業
労

力
費

予
算

関
係

基
礎

資
料

原
議

5
 失

対
に

関
す

る
要

望
等

処
理

関
係

原
議

6
 軽

易
な

照
会

回
答

原
議

、
軽

易
な

通
達

原
議

0
3
 労

働
0
 一

般
1
 管

理
監

督
組

織
原

議
2
 特

別
措

置
原

議
3
 労

働
能

力
測

定
原

議
4
 常

用
化

促
進

事
業

原
議

5
 連

絡
協

議
会

運
営

原
議

6
 軽

易
な

照
会

回
答

原
議

、
軽

易
な

通
達

原
議

7
 雑

件

0
4
 労

働
情

報
0
 一

般
1
 団

体
動

向
原

議
2
 団

体
折

衝
原

議
3
 定

期
及

び
臨

時
報

告
4
 供

覧
原

議

0
5
 一

般
失

対
0
 一

般
1
 実

施
計

画
原

議
2
 実

施
計

画
書

3
 吸

収
計

画
策

定
表

4
 実

施
計

画
変

更
承

認
原

議
5
 事

業
変

更
承

認
原

議
6
 実

績
報

告
書

7
 事

業
台

帳
8
 事

業
関

係
報

告
書

9
 雑

件

0
6
 緊

就
事

業
0
 一

般
1
 緊

就
原

議
2
 緊

就
実

施
計

画
書

3
 緊

就
実

施
計

画
変

更
原

議
4
 緊

就
事

業
台

帳
5
 緊

就
実

施
状

況
報

告
書

6
 雑

件

0
7
 交

付
決

定
0
 一

般
1
 補

助
金

交
付

決
定

原
議

2
 補

助
金

交
付

確
定

台
帳

3
 補

助
金

交
付

申
請

書
4
 緊

就
事

業
補

助
金

交
付

決
定

原
議

5
 緊

就
事

業
補

助
金

交
付

申
請

書
6
 経

理
関

係
諸

報
告

7
 補

助
金

交
付

決
定

通
知

書
別

表

0
8
 精

算
確

定
0
 一

般
1
 精

算
実

績
報

告
書

通
達

原
議

2
 精

算
報

告
書

3
 補

助
金

確
定

返
還

命
令

書
4
 補

助
金

確
定

台
帳

5
 緊

就
精

算
実

績
報

告
通

達
原

議
6
 緊

就
精

算
報

告
書

7
 緊

就
補

助
金

確
定

返
還

命
令

書
8
 用

途
変

更
承

認
書

9
 緊

就
実

績
報

告
書

添
付

図
面

0
9
 不

当
経

理
0
 一

般
1
 不

当
経

理
返

還
命

令
書

2
 決

算
委

提
出

資
料

原
議

3
 会

計
検

査
院

指
摘

回
答

原
議

4
 決

算
検

査
報

告

1
0
 失

対
監

察
官

0
 一

般
1
 監

察
監

査
原

議
2
 監

察
監

査
指

示
事

項
3
 地

方
監

察
官

打
合

会
関

係
資

料
4
 監

察
監

査
報

告
5
 地

方
監

察
監

査
結

果
報

告

J 職
業

訓
練

局
1 管

理
課

0
0
 一

般
0
 一

般

0
1
 総

務
0
 一

般
1
 組

織
2
 研

修
渡

航
3
 証

明
関

係
4
 施

設
引

継
5
 表

彰
6
 慶

弔
祝

辞
9
 雑

0
2
 人

事
給

与
0
 一

般
1
 人

事
2
 給

与
3
 地

方
人

事
9
 雑

0
3
 共

済
厚

生
0
 一

般
1
 共

済
組

合
関

係
2
 年

金
3
 厚

生
関

係
9
 雑

0
4
 文

書
0
 一

般
1
 文

書
関

係
2
 文

書
台

帳
3
 簿

冊
9
 雑

0
5
 経

理
0
 一

般
1
 支

出
関

係
2
 給

与
簿

等
関

係
3
 物

品
供

用
関

係
4
 旅

費
9
 雑

0
6
 法

規
0
 一

般
1
 法

令
2
 法

令
協

議
3
 例

規
通

達
9
 雑

0
7
 調

整
0
 一

般
1
 国

会
2
 協

議
請

議
3
 国

際
機

関
4
 行

政
監

査
5
 事

務
引

継
6
 陳

情
要

望
9
 雑

0
8
 企

画
0
 一

般
1
 法

人
2
 地

方
組

織
3
 指

導
員

手
当

4
 学

割
交

付
関

係
5
 共

同
作

業
所

6
 授

賞
後

援
7
 記

章
8
 資

格
証

明
9
 雑

0
9
 会

議
0
 一

般
1
 審

議
会

2
 地

方
関

係
会

議
9
 雑

1
0
 広

報
0
 一

般
1
 訓

練
展

関
係

2
 月

刊
「
職

業
訓

練
」
関

係
3
 新

聞
発

展
関

係
9
 雑

1
1
 計

画
0
 一

般
1
 訓

練
計

画
関

係
2
 訓

練
所

設
立

陳
情

3
 市

町
村

等
職

業
訓

練
4
 炭

鉱
離

職
者

訓
練

関
係

9
 雑

1
2
 調

査
0
 一

般
1
 定

例
報

告
2
 臨

時
調

査
3
 調

査
関

係
9
 雑

1
3
 一

般
職

業
訓

練
所

予
算

0
 一

般
1
 予

算
編

成
2
 予

算
執

行
3
 予

算
確

定
4
 検

査
5
 財

産
処

理
9
 雑

1
4
 身

体
障

害
者

職
業

訓
練

所
予

算
0
 一

般
1
 予

算
関

係
2
 契

約
3
 確

定
9
 雑

1
5
 総

合
職

業
訓
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【図表８】厚生省・厚生労働省からの移管実績（作成年・移管年度別分布表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政文書管
理規則　別
表第2

昭和47 昭和48 昭和49 昭和50 昭和51 昭和52 昭和53 昭和54 昭和55 昭和56 昭和57 昭和58 昭和59 昭和60 昭和61 昭和62 昭和63 平成1 平成2 平成3 平成4 平成5 平成6 平成7 平成8 平成9 平成10 平成11 平成12 平成13 平成14 平成15 平成16 平成17 平成18 平成19 平成20 平成21 平成22 平成23

合計↓ 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
50,743 141 0 0 0 372 0 0 1,800 3,164 0 232 0 0 1,281 0 443 777 190 144 866 2,598 2,101 1,627 927 1,592 2,100 1,400 854 101 31 29 29 108 2,175 182 735 2,405 2,713 9,747 9,879

明治26 1893 1 1
明治31 1898 1 1
明治32 1899 1 1
明治34 1901 1 1
明治39 1906 1 1
明治42 1909 1 1
明治44 1911 1 1
大正1 1912 1 1
大正4 1915 2 2
大正5 1916 6 5 1
大正7 1918 1 1
大正8 1919 4 1 3
大正9 1920 4 2 2
大正10 1921 3 1 2
大正11 1922 5 5
大正12 1923 1 1
大正13 1924 2 2
昭和1 1926 1 1
昭和2 1927 1 1
昭和3 1928 1 1
昭和4 1929 2 2
昭和5 1930 5 3 2
昭和6 1931 2 2
昭和7 1932 8 6 1 1
昭和8 1933 2 1 1
昭和9 1934 4 1 3
昭和10 1935 3 3
昭和11 1936 6 2 3 1
昭和12 1937 7 2 5
昭和13 1938 20 6 13 1
昭和14 1939 9 5 1 2 1
昭和15 1940 60 37 7 4 5 2 1 2 1 1
昭和16 1941 58 15 17 6 10 3 2 3 2
昭和17 1942 82 21 30 22 3 5 1
昭和18 1943 97 23 7 32 4 5 6 2 1 2 15
昭和19 1944 743 18 1 37 1 16 5 1 1 663
昭和20 1945 1,877 6 1 17 4 21 5 2 3 3 1,815
昭和21 1946 430 12 4 13 1 13 5 5 6 7 364
昭和22 1947 297 24 7 15 5 4 1 2 1 11 26 54 147
昭和23 1948 1,569 20 2 9 8 54 2 2 5 16 44 1,407
昭和24 1949 167 3 11 2 16 3 23 1 3 1 21 82 1
昭和25 1950 289 4 14 15 6 53 1 3 2 2 16 171 2
昭和26 1951 306 45 24 6 1 43 1 46 1 1 4 2 22 109 1
昭和27 1952 728 143 27 2 157 13 2 2 201 68 2 4 5 3 18 79 2
昭和28 1953 480 19 26 44 4 15 1 1 120 88 1 5 3 41 111 1
昭和29 1954 497 21 38 4 37 8 14 2 3 85 38 1 1 5 3 64 172 1
昭和30 1955 352 15 40 5 29 12 15 1 5 71 31 1 2 3 4 3 26 88 1
昭和31 1956 2,069 3 42 17 45 15 17 5 55 29 1 4 2 5 4 33 108 1,684
昭和32 1957 1,441 43 27 37 18 18 1 4 49 25 2 1 1 2 7 5 37 1,163 1
昭和33 1958 499 45 31 54 28 11 2 8 42 29 2 1 3 19 6 28 188 2
昭和34 1959 426 44 44 42 27 21 2 6 37 29 1 1 1 10 3 20 137 1
昭和35 1960 487 46 43 32 31 16 2 7 36 28 1 2 2 2 15 6 39 178 1
昭和36 1961 540 64 40 23 41 15 1 10 37 29 2 1 1 1 13 4 64 190 4
昭和37 1962 517 68 44 32 42 17 2 10 38 30 1 1 9 3 51 165 4
昭和38 1963 579 72 46 38 37 19 2 9 40 28 1 2 1 13 3 44 217 7
昭和39 1964 617 79 53 34 34 21 1 8 29 14 30 1 2 4 9 5 50 241 2
昭和40 1965 679 88 67 50 34 17 9 42 27 2 2 3 2 1 12 5 43 273 2
昭和41 1966 796 88 193 39 35 17 9 42 28 2 3 2 3 9 4 33 288 1
昭和42 1967 905 59 270 56 41 16 1 12 45 14 14 2 3 2 2 7 7 55 297 2
昭和43 1968 897 67 276 85 41 15 4 9 47 5 28 3 2 1 1 6 8 53 240 6
昭和44 1969 880 94 172 23 48 16 91 10 49 6 22 6 3 2 1 1 1 7 43 34 246 5
昭和45 1970 935 83 217 23 53 18 135 11 53 6 19 4 2 1 9 15 37 245 4
昭和46 1971 946 75 108 33 56 11 126 16 61 6 19 4 5 2 2 5 92 44 277 4
昭和47 1972 1,064 75 147 36 73 1 22 63 20 72 8 20 2 2 1 8 2 190 68 245 9
昭和48 1973 920 47 169 27 58 1 11 50 33 79 7 20 9 4 1 4 1 7 68 73 236 15
昭和49 1974 989 59 167 1 30 40 49 8 37 69 90 20 6 2 1 10 1 6 77 56 251 9
昭和50 1975 1,016 64 179 17 103 36 31 73 97 22 7 5 1 3 3 9 81 63 213 9
昭和51 1976 980 66 210 7 7 3 37 65 3 20 86 105 23 6 5 1 3 12 73 76 161 11
昭和52 1977 1,046 71 239 3 4 78 37 85 115 24 4 5 41 78 62 187 13
昭和53 1978 1,081 60 270 6 9 1 16 131 77 120 27 6 3 62 65 75 140 13
昭和54 1979 1,128 123 95 21 3 78 158 120 125 31 10 6 13 92 88 157 8
昭和55 1980 1,081 120 126 5 79 257 96 130 36 11 9 3 9 60 127 13
昭和56 1981 1,211 82 41 128 251 234 108 63 17 9 2 10 1 9 143 113
昭和57 1982 1,028 141 42 245 315 136 56 7 2 7 1 3 55 18
昭和58 1983 884 1 185 249 64 157 140 52 16 2 7 1 4 5 1
昭和59 1984 1,153 1 64 405 33 196 176 60 13 1 5 2 2 193 2
昭和60 1985 983 180 172 205 221 65 9 1 2 6 1 6 113 2
昭和61 1986 1,060 76 322 51 139 219 69 51 2 9 1 3 115 3
昭和62 1987 906 21 126 70 194 143 161 68 2 2 6 10 5 97 1
昭和63 1988 710 11 99 244 186 62 7 2 3 1 2 92 1
平成1 1989 595 7 9 249 182 64 2 3 1 5 2 4 67
平成2 1990 371 3 184 15 53 4 2 5 5 5 93 2
平成3 1991 442 1 217 64 7 1 2 12 6 4 128
平成4 1992 384 226 48 1 2 2 1 1 9 13 10 67 4
平成5 1993 279 58 1 13 1 3 1 7 15 8 61 111
平成6 1994 174 56 5 3 5 2 10 13 23 54 3
平成7 1995 235 56 1 2 58 2 8 18 25 56 9
平成8 1996 403 1 1 262 9 6 39 37 42 6
平成9 1997 728 1 452 5 56 124 30 58 2
平成10 1998 1,016 1 6 428 4 10 460 29 70 8
平成11 1999 1,232 2 2 63 452 5 9 166 426 104 3
平成12 2000 3,451 1 13 322 14 6 15 131 624 2,325
平成13 2001 465 4 17 28 17 12 16 90 281
平成14 2002 363 2 30 8 110 114 27 7 65
平成15 2003 299 15 3 22 198 48 9 4
平成16 2004 194 15 3 36 122 14 4
平成17 2005 264 45 32 28 20 126 13
平成18 2006 210 2 36 1 11 28 33 99
平成19 2007 84 12 35 4 24 9
平成20 2008 139 92 29 2 16
平成21 2009 109 91 17 1
平成22 2010 96 12 84
平成23 2011 15 14 1
不明 不明 603 1 1 1 4 1 1 51 24 519

官房長等申合せ、文書課長等申合せ
（平成13年3月30日）

官房長等申合せ、文書課長等申合せ
（平成17年6月30日改正）

厚
生
労
働
省

移管基準→
国立公文書館設置についての要綱

（昭和38年）
公文書等の集中管理

（昭和51年）
公文書等の国立公文書館への移管及び国立公文書館における公開措置の促進について

（昭和55年連絡会議申合せ）

作成
組織
　↓

移管年度→

作成年↓

主
に
内
務
省

厚
生
省

作
成
か
ら
三
〇
年
以
上
経
過
し
た
文
書

二
〇
年
経
過

一
〇
年
経
過

五
年
経
過
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【図表１０】 労働省からの移管実績（作成年・移管年度別分布表） 

 

 

 

昭和47 昭和48 昭和49 昭和50 昭和51 昭和52 昭和53 昭和54 昭和55 昭和56 昭和57 昭和58 昭和59 昭和60 昭和61 昭和62 昭和63 平成1 平成2 平成3 平成4 平成5 平成6 平成7 平成8 平成9 平成10 平成11 平成12
合計↓ 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

19,842 0 71 0 335 0 0 4,741 601 0 2,308 0 0 1,913 0 1,028 0 0 805 0 829 0 617 526 787 1,083 1,306 841 1,199 852

明治41 1908 1 1

大正1 1912 1 1
大正5 1916 3 3
大正9 1920 1 1
大正11 1922 3 3
大正12 1923 3 3
大正13 1924 2 2
大正14 1925 2 1 1
昭和1 1926 1 1
昭和2 1927 4 4
昭和3 1928 3 3
昭和4 1929 4 1 3
昭和5 1930 2 1 1
昭和6 1931 3 1 2
昭和7 1932 5 2 3
昭和8 1933 4 1 3
昭和9 1934 1 1
昭和10 1935 1 1
昭和11 1936 2 1 1
昭和12 1937 7 7
昭和13 1938 7 2 1 4
昭和14 1939 9 4 3 2
昭和15 1940 12 5 4 3
昭和16 1941 1 1
昭和17 1942 3 2 1
昭和18 1943 6 3 1 2
昭和19 1944 3 1 2
昭和20 1945 3 1 2
昭和21 1946 14 13 1
昭和22 1947 11 8 1 2
昭和23 1948 47 34 2 1 5 3 2
昭和24 1949 35 20 9 1 5
昭和25 1950 33 19 1 5 4 4
昭和26 1951 39 21 9 3 3 3
昭和27 1952 48 33 7 2 6
昭和28 1953 45 29 1 5 6 3 1
昭和29 1954 103 55 37 7 2 2
昭和30 1955 65 39 14 5 2 5
昭和31 1956 221 1 200 13 3 1 3
昭和32 1957 309 1 284 9 10 1 2 2
昭和33 1958 322 297 6 9 2 3 5
昭和34 1959 290 1 263 1 3 12 1 3 6
昭和35 1960 334 268 50 4 8 1 2 1
昭和36 1961 460 1 388 37 11 1 11 5 3 3
昭和37 1962 395 42 1 252 42 32 3 12 4 4 3
昭和38 1963 378 13 283 44 18 9 3 5 3
昭和39 1964 527 33 427 34 4 11 4 8 6
昭和40 1965 359 282 49 1 11 9 7
昭和41 1966 402 209 60 12 35 10 59 12 5
昭和42 1967 574 211 77 214 43 13 12 4
昭和43 1968 619 340 125 79 47 16 9 3
昭和44 1969 994 767 82 78 37 14 13 3
昭和45 1970 485 267 168 19 14 13 2 2
昭和46 1971 443 386 1 21 7 9 2 14 3
昭和47 1972 424 384 17 6 12 5
昭和48 1973 606 542 3 30 4 23 4
昭和49 1974 324 260 7 20 8 1 25 3
昭和50 1975 141 5 93 19 6 15 3
昭和51 1976 286 3 212 35 9 10 14 3
昭和52 1977 483 417 1 7 19 16 23
昭和53 1978 534 460 11 6 14 15 28
昭和54 1979 617 270 289 6 1 8 14 29
昭和55 1980 468 116 252 11 11 5 24 13 36
昭和56 1981 557 53 78 183 183 5 5 21 29
昭和57 1982 644 85 16 321 170 2 9 41
昭和58 1983 571 3 12 112 207 181 1 13 42
昭和59 1984 530 4 210 97 17 61 94 47
昭和60 1985 454 12 11 15 151 37 111 82 35
昭和61 1986 485 5 13 39 181 145 8 81 13
昭和62 1987 503 11 25 56 217 14 180
昭和63 1988 553 1 32 98 231 7 156 1 27
平成1 1989 499 3 1 9 31 317 21 72 16 29
平成2 1990 463 1 1 1 215 111 104 20 10
平成3 1991 492 3 2 2 24 348 78 32 3
平成4 1992 323 3 2 239 62 17
平成5 1993 438 325 75 28 10
平成6 1994 375 5 240 32 89 9
平成7 1995 295 14 250 31
平成8 1996 457 308 149
平成9 1997 461 26 435
平成10 1998 141 141
平成11 1999 8 8

61 1 1 8 8 3 1 28 1 1 9

国立公文書館設置についての要綱
（昭和38年）

公文書等の集中管理
（昭和51年）

公文書等の国立公文書館への移管及び国立公文書館における公開措置の促進について
（昭和55年連絡会議申合せ）

作
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組
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→
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省
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0

退
職

手
当

支
給

発
令

原
議

34
6

10
5

1
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74
6
5

官
報

原
稿

1
1
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行

政
監

察
関

係
1

1
再

審
査

請
求

事
件

3
2

32
再

審
査

請
求

事
件

（労
災

保
険

）
3
,43

7
3,4

37
失

業
保

険
審

査
会

（審
査

決
定

書
）

1
1

社
会

保
険

労
務

士
（資

格
申

請
書

、
免

許
申

請
書

等
）
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3

5
93

労
働

保
険

再
審

査
請

求
事

件
記

録
1
,73

0
1,13

1
2
85

31
1

3
会

計
課

-
0

地
方

課
-

0
IL

O
関

係
3
3

1
32

国
際

連
合

（経
済

社
会

理
事

会
）

1
1

雑
件

（
意

見
、

報
告

書
等

）
3

3
職

業
訓

練
に

関
す

る
ア

ジ
ア

技
術

会
議

3
3

戦
前

国
際

労
働

条
件

勧
告

に
関

す
る

措
置

（条
約

関
係

）
4

4
総

合
職

業
訓

練
所

関
係

原
議

1
1

労
働

保
険

徴
収

課
社

会
保

険
労

務
士

（資
格

申
請

書
、

免
許

申
請

書
等

）
8
3

5
0

3
3

-
統

計
・
調

査
（
結

果
表

ほ
か

）
1
,91

1
1
33

357
2
97

1
96

84
1

1
2

75
管

理
課

-
0

総
合

政
策

課
-

0
労

働
経

済
課

-
0

産
業

労
働

調
査

課
-

0
統

計
調

査
第

一
課

-
0

統
計

調
査

第
二

課
-

0
指

定
統

計
調

査
（規

則
の

制
定

、
承

認
申

請
等

）
1

1
統

計
・
調

査
（
結

果
表

ほ
か

）
1
,26

5
1
,26

5
［
雇

用
統

計
課

］
統

計
・
調

査
（
結

果
表

ほ
か

）
6
0

6
0

［
賃

金
統

計
課

］
統

計
・
調

査
（
結

果
表

ほ
か

）
10

2
10

2
指

定
統

計
調

査
（規

則
の

制
定

、
承

認
申

請
等

）
4

4
統

計
・
調

査
（
結

果
表

ほ
か

）
3
7

3
7

［
情

報
処

理
課

］
統

計
・
調

査
（
結

果
表

ほ
か

）
1
,09

5
66

9
4
26

主
要

労
働

組
合

組
織

系
統

表
1

1
統

計
・
調

査
（
結

果
表

ほ
か

）
64

4
6
44

労
働

力
需

給
1

1
大

臣
表

彰
、

表
彰

2
1

1
統

計
・
調

査
（
結

果
表

ほ
か

）
5

1
4

労
働

時
間

制
限

調
査

（
承

認
申

請
）

1
1

承
認

申
請

関
係

1
1

統
計

・
調

査
（
結

果
表

ほ
か

）
5

4
1

指
定

統
計

調
査

（規
則

の
制

定
、

承
認

申
請

等
）

3
3

統
計

・
調

査
（
結

果
表

ほ
か

）
4

1
2

1
労

働
福

祉
関

係
（承

認
申

請
）

1
1

勤
労

者
給

与
調

査
報

告
1
2

12
主

要
労

働
組

合
組

織
系

統
表

1
1

11
身

体
障

害
者

職
業

訓
練

所
（
経

営
委

託
契

約
書

）
3

3
総

合
職

業
訓

練
所

関
係

原
議

4
4

総
合

職
業

補
導

所
（経

営
委

託
契

約
書

）
2

2
統

計
・
調

査
（
結

果
表

ほ
か

）
14

8
3

1
45

労
働

組
合

一
斉

調
査

原
表

1
1

労
働

組
合

情
勢

調
査

1
1

労
働

組
合

設
立

解
散

状
況

調
3

3

統
計

・
調

査
（
結

果
表

ほ
か

）
4

4
法

人
関

係
（許

可
、

変
更

認
可

）
2
9

1
2
8

労
働

金
庫

（変
更

認
可

等
）

15
2

9
6

5
6

労
働

教
育

資
料

作
成

原
議

1
1

労
働

金
庫

（変
更

認
可

等
）

1
1

医
療

関
係

予
告

綴
1

1
争

議
（
通

運
関

係
）

2
2

争
議

予
告

3
3

5
19

9
［
福

祉
共

済
課

］
（
※

昭
和

47.7
よ

り
労

働
基

準
局

賃
金

福
祉

部
福

祉
課

へ
）

労
働

金
庫

（変
更

認
可

等
）

6
3

6
3

安
全

性
能

認
定

原
議

4
0

40
監

督
者

訓
練

員
台

帳
1

1
作

業
環

境
測

定
士

（申
請

調
査

表
）

10
5

10
5

少
量

新
規

化
学

物
質

確
認

申
請

8
8

8
8

庶
務

課
-

0
各

省
協

議
関

係
2

2
中

小
企

業
労

務
管

理
近

代
化

対
策

関
係

原
議

目
録

1
1

統
計

・
調

査
（
結

果
表

ほ
か

）
1

1
報

告
例

規
原

議
5

5
法

人
関

係
（許

可
、

変
更

認
可

）
8

6
2

労
災

管
理

課
-

0
補

償
課

-
0

労
災

保
険

業
務

室
-

0
主

食
関

係
綴

1
1

配
給

手
続

、
労

務
加

配
酒

の
配

給
3

3
計

画
課

-
0

安
全

課
安

全
週

間
実

施
通

達
2

1
1

労
働

衛
生

課
衛

生
週

間
関

係
2

1
1

化
学

物
質

調
査

課
-

0
労

働
時

間
課

-
0

賃
金

課
-

0
［
管

理
課

］
法

律
、

政
令

、
省

令
、

告
示

の
制

定
、

改
廃

関
係

原
議

7
7

［
補

償
課

］
リ

ハ
ビ

リ
テ

イ
シ

ョ
ン

関
係

1
1

庶
務

課
-

0
女

性
政

策
課

-
0

女
性

労
働

課
-

0
女

性
福

祉
課

-
0

身
体

障
害

者
雇

用
促

進
月

間
1

1
大

臣
表

彰
、

表
彰

4
3

1
炭

鉱
離

職
者

雇
用

促
進

運
動

1
1

雇
用

政
策

課
IL

O
関

係
3

3

IL
O

関
係

5
2

1
2

統
計

・
調

査
（
結

果
表

ほ
か

）
4

4

身
体

障
害

者
職

業
紹

介
関

係
通

達
1

1

身
体

障
害

者
職

業
能

力
委

託
研

究
関

係
1

1

雇
用

保
険

課
-

0
安

定
所

新
営

1
1

訓
練

所
、

作
業

所
関

係
1

1
国

有
財

産
（移

動
報

告
書

、
用

途
廃

止
申

請
書

）
2

2
市

町
村

交
付

金
関

係
1

1
宿

舎
設

置
関

係
9

9
業

務
調

整
課

-
0

身
体

障
害

者
雇

用
審

議
会

（
委

員
任

命
）

1
1

炭
鉱

離
職

者
職

業
紹

介
通

達
関

係
原

議
1

1
有

料
職

業
紹

介
事

業
許

可
原

議
1
7
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労

働
者

供
給

事
業

許
可

原
議

2
2

地
域

雇
用

対
策

課
-

0
外

国
人

雇
用

対
策

課
-

0
労

働
市

場
セ

ン
タ

ー
業

務
室

-
0

職
業

安
定

局
・［

職
業

訓
練

局
］

-
１

級
技

能
士

台
帳

3
8

38
企

画
課

-
0

高
齢

者
雇

用
対

策
課

-
0

障
害

者
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用
対

策
課

-
0

［失
業

対
策

部
］

（※
昭

和
57

.4
よ

り
高

齢
者

対
策

部
へ

）
［
企

画
課

］
昭

和
２
８

年
災

害
特

別
措

置
制

定
改

廃
等

原
議

1
1

［職
業

訓
練

部
］

（※
昭

和
33

.4
職

業
訓

練
部

設
置

、
昭

和
3
6.6

よ
り

職
業

訓
練

局
へ

）

［
技

能
検

定
課

］
（
※

昭
和

36.6
職

業
訓

練
局

技
能

検
定

課
設

置
）

１
級

技
能

士
台

帳
4
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管
理

課
-

0
能

力
開

発
課

-
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技
能

振
興

課
-

0
海

外
協

力
課

-
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委
託

契
約

書
1

1
監

督
者

訓
練

員
台

帳
3
7

3
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基
礎

訓
練

及
び

転
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訓
練
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援

護
関

係
原

議
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種

教
材

関
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重
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原
議

）
3

3
技

能
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養
成
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関
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原
議

3
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技
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測
定

関
係

（原
議
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合
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者

名
簿
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2

2
共

同
作

業
所

関
係

1
1

共
同

作
業

特
別

施
設

整
理

関
係

3
3

職
業

訓
練

修
了

証
明

関
係

（
受

刑
者

、
少

年
院

）
5

5
身

体
障

害
者

職
業

訓
練

所
（
経

営
委

託
契

約
書

）
3

3
総

合
職

業
訓

練
所

関
係

原
議

5
5

総
合

職
業

補
導

所
（経

営
委

託
契

約
書

）
2

2
都

道
府

県
職

場
補

導
員

等
1

1
文

書
台

帳
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議
、

収
受

）
1
2

1
2
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規

通
達

関
係

1
1

技
能

者
養

成
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原

議
8

1
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技
能

者
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議
会
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議

事
録

）
4

4
共
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作

業
特

別
施

設
整

理
関

係
1
1
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軍
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民
学
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員
養

成
所

修
了

成
績

原
簿

1
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6
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職
業
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導

協
会

清
算

関
係

2
2

総
合

職
業

訓
練

所
関

係
原

議
2

2
法

人
関

係
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可
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更

認
可
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4

4
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技

術
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力
関

係
原

議
1

1
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通

達
関

係
1

1
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技

能
検

定
課
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和
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設

置
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級

技
能

士
台

帳
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基
礎

訓
練

及
び

転
職

訓
練
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援

護
関

係
原

議
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各
種

教
材

関
係

重
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原
議
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1
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技

能
測

定
関

係
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議
、

合
格

者
名

簿
）
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1

勤
労

顕
功

章
会

1
1

工
場

附
属

寄
宿

舎
規

則
（
書

類
、

施
行

細
則

）
1

1
工

場
法

関
係

（施
行

令
、

改
正

、
規

則
等

）
1
5

1
5

鉱
夫

労
役

扶
助

規
則

（
関

係
書

類
、

改
正

書
類

）
5

5
農

商
務

公
文

類
集

・例
集

1
1

例
規

通
達

関
係

6
6

再
審

査
請

求
事

件
77

7
77

7
労

働
保

険
再

審
査

請
求

事
件

記
録

5
,43

3
6
32

472
33

6
3
88

8
13

1
,306

70
9

7
77

IL
O

関
係

1
1

議
会

答
弁

資
料

1
1

厚
生

省
官

制
其

の
他

規
程

綴
1

1
帝

国
議

会
（資

料
等

）
6

6
閉

店
時

刻
繰

り
上

げ
に

関
す

る
綴

1
1

労
働

争
議

未
然

防
止

統
計

2
2

IL
O

関
係

1
1

低
年

齢
法

関
係

書
類

1
1

商
店

法
関

係
（説

明
資

料
等

）
3

3
陳

情
書

1
1

帝
国

議
会

（資
料

等
）

7
7

扶
助

法
規

改
正

資
料

1
1

法
令

改
正

1
1

傭
人

扶
助

令
関

係
書

類
2

2
労

働
者

災
害

扶
助

法
案

資
料

1
1

商
店

法
関

係
（説

明
資

料
等

）
3

3
保

護
鉱

夫
の

抗
内

就
業

の
臨

時
取

扱
関

係
書

類
1

1
［内

務
省

社
会

局
、

農
商

務
省

鉱
山

局
］

-
鉱

夫
労

役
扶

助
規

則
（
関

係
書

類
、

改
正

書
類

）
1

1
［農

商
務

省
］

-
黄

燐
燐

寸
製

造
禁

止
法

（
関

係
書

類
）

1
1

【
注

】
局

課
の

名
称

は
、

平
成

1
2
年

時
点

の
も

の
を

基
準

と
し

、
[　

]内
は

そ
れ

以
前

に
設

置
さ

れ
て

い
た

名
称

を
記

載
。

-
［内

務
省

社
会

局
、

厚
生

省
労

働
局

］

監
督

課

-
労

働
保

険
審

査
会

［厚
生

省
］

--
［内

務
省

社
会

局
］

-［
管

理
課

］

［
指

導
課

］

［
転

職
訓

練
課

］
（
※

昭
和

38.7
設

置
）

-
労

働
省

［
給

与
課

］

庶
務

課

［
雇

用
調

整
課

］
（
※

昭
和

41.9
よ

り
雇

用
政

策
課

へ
）

［
雇

用
安

定
課

］
（
※

昭
和

38.1
0よ

り
雇

用
調

整
課

へ
）

［
失

業
保

険
課

］
（
※

昭
和

50.4
よ

り
雇

用
保

険
課

へ
）

［
業

務
指

導
課

］
（
※

昭
和

63.1
0よ

り
業

務
調

整
課

へ
）

［
経

済
統

計
課

］

［
製

表
課

］

-労
政

課

労
働

組
合

課

-

職
業

能
力

開
発

局

［職
業

訓
練

局
］

（※
昭

和
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.7
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